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第１章 調査の概要 
 

１．調査の背景 

ネパール連邦民主共和国（以下「ネパール」という。）の首都カトマンズを擁するカトマンズ

盆地は、近年の急激な人口増加や生活様式の変化により、廃棄物の発生量が著しく増加している。

しかしながら適正な都市廃棄物管理が徹底されておらず、廃棄物にかかわる問題が極めて多極化、

深刻化し、住民の生活環境の悪化が進行している。 

かかる状況のなか、JICA は 2004 年 1 月～2005 年 8 月まで約 20 カ月間にわたり開発調査｢ネパ

ールカトマンズ盆地都市廃棄物管理計画調査｣（以下「CKV 調査」という。）を実施した。この調

査ではカトマンズ盆地の主要 5 市〔カトマンズ市（KMC）、ラリトプル市（LSMC）、バクタプル

市（BKM）、ティミ市（MTM）、キルティプル市（KRM）〕及びカトマンズ盆地の廃棄物管理を管

轄する廃棄物管理資源化センター（Solid Waste Management Resource Mobilization Center。以下

「SWMRMC」という。）〔2011 年 6 月に組織改編し｢廃棄物管理技術支援センター｣（Solid Waste 

Management Technical Support Center。以下「SWMTSC」という。）となり、管轄地域を全国に拡大〕

におけるアクションプラン（A/P）の策定と都市廃棄物管理分野（廃棄物収集運搬、減量化促進、

最終処分場計画・管理能力、住民啓発、行政能力向上）に係る技術移転が行われた。2005 年 11

月～2007 年 3 月には、A/P の進捗確認及び必要な技術的支援を行うため、｢ネパールカトマンズ

盆地都市廃棄物管理計画調査｣（以下「モニタリング･フォローアップ調査」という。）が実施さ

れた。 

一方で、カトマンズ盆地においては現在も回収した廃棄物の一部が空き地や河川敷に投棄され

ているといわれており、廃棄物処分場の整備が喫緊の課題である。また、過去の調査等では収集

運搬、廃棄物減量化、処理場の運営等でもハード面、ソフト面での課題が確認されており、現在

でも多くの面での課題が存在すると想定される。しかしながら、JICA による開発調査実施から年

月が経過しており、当時と比べネパール及びカトマンズ盆地の状況が大きく変化していると想定

される。 

かかる状況からカトマンズ盆地における廃棄物管理の現状と課題を確認するための基礎情報

収集を行う。 

 

２．調査対象地域 

過去の調査が対象としたカトマンズ盆地内の以下 5 市を対象とする。 

KMC、LSMC、KRM、MTM、BKM 

 

３．調査団員 

担当分野 氏名 所属 

総括 遠藤 昭雄 JICA ネパール事務所 

廃棄物管理 氏家 寿之 日本工営 副技師長 

最終処分場立地計画 神下 高弘 日本工営 環境技術部 副参事 

 

４．調査日程 

2012 年 2 月 26 日～3 月 24 日（詳細は付属資料-1 のとおり） 
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第２章 カトマンズ盆地における廃棄物管理の概況 
 

１．廃棄物管理の現状 

１－１ 廃棄物管理に係る全般的な動向 

JICA は 2004 年 1 月～2005 年 8 月までの約 20 カ月にわたり CKV 調査を実施し、その後 2005

年 11 月～2007 年 3 月には、モニタリング・フォローアップ調査を実施した。両調査はネパー

ルの政治情勢が大きく動いた時期に行われ、2005 年 2 月には国王により政権掌握がなされ、そ

の後民主化運動が高揚して民主政治が復活した。モニタリング・フォローアップ調査後の 2007

年 4 月以降においては、2008 年 5 月に連邦共和制への移行が宣言され、新生ネパールが誕生し

ている。しかし、不安定な政治情勢が続き、新憲法制定などの課題も大きく、経済情勢では、

常態化している長時間の計画停電や燃料費の高騰などの影響もあり、経済成長は約 3.5％と

SAARC 主要国よりも低くなっている。 

一方、1970 年代から始まったネパールの都市化は、そのスピードを速め、2027 年には都市

人口が 1,136 万人と全国人口 3,630 万人の約 31％に達するとの予測もある。都市人口の増加の

背景としては、約 50 年間以上続いた全国人口の増加と、雇用機会や農村部における治安事情

を背景とする都市部への人口流入が主な要因として挙げられている。特にカトマンズ盆地にお

いては地方からの人口流入が著しく、農地ではかつてないほどの大量の宅地開発や建物建設が

多く見られ、市縁部などでは民間デベロッパーによる大型集合住宅を開発する動きも活発化し

てきている。加えて、市街地ではスクオッター（squatter）による不法居住も増加している。 

CKV 調査開始時においては、各市では都市規模・構造や文化的・社会的背景を反映してそれ

ぞれ独自のごみ処理システムが構築されつつあったが、都市人口の増加などに伴い急速に増加

し続けるごみ発生量に対して、ごみ処理責任を有する各市行政機関の対応は追いつくことがで

きず、ごみ収集能力の不足と市民のごみ投棄行動とが相まって、ごみが沿道や河岸などの生活

圏に投棄・放置されていた。加えて、各市は収集したごみの 終処分にも苦慮しており、KMC、

LSMC、KRM の 3 市は、バグマティ川の河川敷に埋め立て処分し、適正な埋立管理もしていな

かったため周辺環境への影響が懸念されていた。BKM、MTM においても 終処分場をもたず、

周辺空き地や河川敷にごみを投棄していた。また当時は、カトマンズ盆地の 5 市や中央政府〔地

方開発省（MOLD）・SWMRMC（当時）〕が共同して取り組む体制も構築されていなかった。 

これに対し、CKV 調査の支援による廃棄物管理に係る A/P の策定やパイロット活動の実施、

及び本邦研修などにより、各市のキャパシティ・ディベロップメント（C/D）と関係機関の連

携促進がなされるとともに、ごみの 終処分においては、ヌワコット郡（Nuwakot District）オ

カルポワ（Okarpauwa）地域にシスドル（Sisdol）処分場が開設され、運用が開始された。一方、

ごみに含まれる有機物の割合は約 70％と高いことから、有価物の回収とともにコンポストの作

成は、各市で関心が高かった。 

上述のように、ネパールの政治情勢が変化するなかでカトマンズ盆地内の都市化・市街化は

その速度を増している。各市は、総じて CKV 調査を通じて行った C/D の成果を活用し、策定

した A/P に沿って活動を続けているものの、人口増などを背景に増加し続けるごみ量と、政治

的な不安定などに起因する施設整備（ごみ減量化施設、中継基地、 終処分場）の遅れなどに

より、引き続き廃棄物の管理に苦慮している状況が続いている。 

かかる状況下で、新生ネパールの誕生後、新廃棄物管理法（Solid Waste Management Act、2011）
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が制定され、地方自治体（Local Body）の責任の明確化や違法行為に対する罰則の強化など、

新たな動きがみられる。また、ごみ量の増加に伴う処理コストの増加も相まって、効率的なご

み処理に向けて民間セクターの活用に関する動きが従来にも増して活発化してきている。引き

続きごみの減量化に対して高い関心が示されているが、電力・エネルギー事情を反映して、単

なる有価物回収やコンポスト作りのみならず、ごみからエネルギーを回収する活動に対する関

心が高まっている。MOLD 傘下の SWMRMC においては、SWMTSC と組織改編され、その活

動範囲をカトマンズ盆地内にとどまらず全国に拡大するなど、ネパール全国で廃棄物管理に関

する取り組み意識も高まってきており、ネパール/カトマンズ盆地の廃棄物管理は転換期を迎え

つつあるといえる。 

 

１－２ 廃棄物管理に係る政策、法規制、及び実施体制 

１－２－１ 廃棄物管理に係る政策の状況 

（1）廃棄物国家戦略 

ネパール政府は、1996 年 6 月 21 日に廃棄物国家戦略〔National Policy on Solid Waste 

Management2050（1996 年）〕を打ち出している。この戦略では、1）自治体と民間セク

ターの動員・関与の促進、2）リサイクルを通じた資源の有効利用、3）ごみ処理サービ

ス料金の徴収、4）規制を守らない者に対する過料の徴収、5）ごみに関する教育の公的

教育などを通じて実施することを施策の柱として打ち出している。この施策の実効性を

担保するため、MOLD を座長とする国家レベルの組織｢廃棄物国家会議（SWM National 

Council）｣が併せて設立され、地方自治体に全般的な廃棄物の指導を行うとともにサービ

ス料金の徴収を促し、経済的に自立した衛生サービス供給を確保することをめざしてい

た。しかし、リサイクル産業など民間セクターが必ずしも十分に育っていなかったこと

も反映して、廃棄物国家会議の活動は低調であった。 

2011 年 6 月に制定された新廃棄物管理法（Solid Waste Management Act、2011）に基づ

き、現在、政府としての新たな政策と戦略（Policy & Strategy）の策定作業が ADB-T/A

（Capacity Building for Waste Management）を通じた技術支援により行われている。具体

的な内容は MOLD に設置された委員会で検討中だが、政策と戦略は一つのドキュメン

トとして取りまとめられる予定で、新廃棄物管理法で示された地方自治体の C/D、ごみ

の減量化促進、民間セクターの活用、住民の啓発及び参加、廃棄物管理に係る国家プロ

グラムの策定、地方自治体の行政評価（Minimum Conditions / Performance Measures 。以

下「MCPM」という。）制度への廃棄物管理指標の組み込み、廃棄物管理に従事者のサ

ービススタンダードの設定を盛り込むことが議論されている。2012 年 3 月現在の新たな

廃棄物管理に係る政策・戦略案は、付属資料- 2 に示すとおりである。 

 

（2）国家都市政策 

2064 年国家都市政策（National Urban Policy, 2064。以下「NUP」という。）は、公共事

業省（MOPPW）の都市開発・建設局（Department of Urban Development and Building 

Construction。以下「DUDBC」という。）が 2007 年に公表したものである。本政策は、

都市開発に関する国家的ビジョンの欠如により、都市化の進展がネパールの経済発展と

貧困削減に効果的に貢献できなかったとの認識に立ち、「総合化（資源動員のさまざま
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なチャンネルの特定）と調整（都市開発関係諸機関の役割の明確化）の観点から都市化

の課題に対応する国家都市政策の策定が急務」として策定されたものである。NUP の主

要な記述は、表 2-1 に示すとおりである。 

 

表２－１ NUP における主な記述 

都市化の

問題 

・無秩序な都市化は国家の主要な問題の一つ 

・国土全体の不均衡な都市システムの主原因はカトマンズ一極集

中型の都市化プロセスに所在 

・物的、社会的、経済的なインフラはカトマンズその他の少数の

規模の大きな市に集中し、農村部や小さな町から大きな拠点都

市への人口移動が進展 

・市の組織能力の弱さにより、都市サービスの提供が非効率 

・物的インフラが不適切であり、環境の悪化と廃棄物管理の複雑

化が進展 

・都市地域は雇用機会を拡大できず、都市貧困とスクオッター居

住問題が出現 

・適切な物的インフラと組織の整備を伴わないままの市の行政区

域拡大（周辺農村部編入）により、都市問題の一層の複雑化が

進展 

都市政策

の現状課

題 

・中央政府機関と地方自治体が行う活動範囲に関する政策レベル

の混乱 

・都市開発のアプローチに総合性を欠き、さまざまな機関とイニ

シアティブの間の調整が欠如。その結果、都市セクターの投資

に計画性を欠き、所期の結果の達成不可能 

都市政策

の主要目

標 

1．均衡のとれた全国的都市システムの形成（物的インフラと投

資の適切な指導を通じて） 

2．健康的で安全で経済活力ある都市環境の形成（都市居住者の

生活の質の向上のため） 

3．効果的な都市経営の実現（組織、法制度両面の地方自治体の

強化、並びに都市セクターの発展に関係する諸機関の効果的

連携、能力強化を通じて） 
出典：NUP 

 

１－２－２ 廃棄物管理に係る法令・規制の状況 

（1）廃棄物管理法 

従来の廃棄物管理法は、1987 年に GTZ の支援により成立した「Solid Waste Resource 

Mobilization Act」が該当し、同法では、固形廃棄物の収集、運搬、リサイクル、処理が

規定されるとともに、SWMRMC の責任が規定された。 

2011 年 6 月、それまでの廃棄物管理法に代わる新廃棄物管理法（Solid Waste Management 

Act、2011）が制定された。新廃棄物管理法では、廃棄物管理は地方自治体の責務である

ことが明記され、 終処分場の設置・管理責任も地方自治体が担うことが明記された。各

地方自治体として PPP を活用することも可能とされている。新廃棄物管理法（2011 年）

の概要は、表 2-2 に示すとおりである（新法全文の仮英訳は、付属資料-3 参照）。 
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表２－２ 新廃棄物管理法（2011）の概要 

章（Chapter） 主な記載事項 特記事項 

1．序 -法の執行 

-定義 

 

2．ごみの排出、

収集、減量、

終処分 

-廃棄物管理に関する地方自治体

の責任 

-廃棄物管理に関する責任 

-発生減でのごみ減量化責任 

-ごみの分別 

-ごみの適正排出 

-ごみ集積所の指定 

-ごみの適正輸送 

-3R の促進 

有害物質、医療廃棄物、

産業廃棄物はごみの排

出者に責任があるとし

ている。 

3．中継基地、

終処分場 

-中継基地の選定 

-衛生埋立場 

地方自治体として 終

処分場の確保（用地の取

得）が難しい場合その確

保、及び二つ以上の自治

体で 終処分場を共有

す る 場 合 の 調 整 を

MOLD に支援依頼でき

るとある。 

適切な閉鎖が必要とも

ある。 

4．民間セクター

及 び コ ミ ュ

ニ テ ィ の 参

加 

-ライセンスの発行 

-民間セクターによる廃棄物管理 

-競争原理の導入 

-民間セクターによる衛生埋立場

の設置・運営の許可 

-PPP による廃棄物管理 

ライセンスを取得しな

いことには、廃棄物管理

業務を行ってはならな

いとある。 

5．廃棄物管理サ

ービス料 

-廃棄物管理サービス料の徴収 

-サービスの中断・中止 

廃棄物管理サービス料

を支払わない場合には、

廃棄物管理サービスを

中断・中止できるとして

いる。 

6．廃棄物管理活

動 に よ る 汚

染 の 管 理 及

び モ ニ タ リ

ング 

-汚染管理 

-廃棄物管理のモニタリング 

-衛生埋立場の被影響地域の社

会・経済開発 

被影響地域の開発は、地

方自治体の責任とある。

また、被影響地域は、官

報で公告されるとある。

7．廃棄物管理協

議会の設置 

-廃棄物管理協議会（Solid Waste 

Management Council）の設置 

-委員会の機能、義務、権利 

-委員会の会合、決定 

議長は、地方開発大臣と

ある。 

8．SWMTSC の設

置 

-SWMTSC の設置 

-SWMTSC の機能、義務、権利 

作業に応じて、その実施

のために必要な職員を
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-理事会（Board of Director）の設置

-理事会の会合、決定 

-SWMTSC 職員の雇用 

-SWMTSC の予算 

-年間報告 

雇用するとある。 

9．不正行為及び

処罰 

-不正行為 

-処罰 

不正行為のなかに、ライ

センスなしでの廃棄物

管理活動、指定場所以外

の公共の場へのごみの

投棄、廃棄物管理活動の

妨害などが含まれる。 

10．その他 -医療廃棄物の管理 

-化学農薬の管理 

-コミュニティセクターの記録 

-表彰制度 

 

 

なお、KMC 及び LSMC の 終処分場に係る予算措置は、年度の関係から 2012 年度に

向けた予算措置は SWMTSC が行っており、当該予算が承認された場合には、KMC に係

る予算が移行されるなど、本法にのっとる地方自治体の責任による具体的な動きは新年

度からとなる見込みである。 

 

（2）廃棄物管理規則（案） 

新廃棄物管理法に基づいた規則（Regulation）に関しては、ADB-T/A（Capacity Building 

for Waste Management）の支援の下、MOLD に設置した委員会で素案が作成され、Ministry 

of Law and Justice に送付してコメントを受け、それに基づいた修正版を内閣（Cabinet）

に送付した段階である。2012 年 5 月ごろには、 終案として承認されることが想定され

ている。実際、新廃棄物管理法は施行されたものの具体的な事項は本規則で規定される

ため、規則が施行されて、初めて新廃棄物管理法が具体的に施行されることとなる。な

お、SWMTSC から入手した新廃棄物管理規則案（要約）は、付属資料-4 のとおりであ

る。 

 

（3）その他〔環境影響評価（EIA）ガイドライン、廃棄物管理技術ガイドライン〕 

CKV 調査において、 終処分場の運用、コンポストの作成（ホームコンポストビンの

利用、ミミズコンポストなど）に係るガイドラインや、廃棄物管理における PPP の活用

に係るハンドブックが作成された。加えて、SWMRMC（当時）は、ネパールの各都市

における適正な廃棄物管理に資するため、「National Environmental Impact Assessment

（NEIA）、Guidelines for Solid Waste Management Project in the Municipalities of Nepal」（EIA

ガイドライン）を策定している。 

上記 EIA ガイドラインを改定するものとして、UN-HABITAT の支援を受けて、

SWMRMC（当時）は「Solid Waste Management Technical Guideline for Municipalities of Nepal

（廃棄物管理技術ガイドライン）」を策定した。同技術ガイドラインには、都市ごみに
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対する総合的な廃棄物管理（収集・運搬、減量化、 終処分、地域コミュニティの参加

促進、民間セクターの活用、組織・制度の整備、財務管理）、及び有害廃棄物の管理に

関する技術的事項が取りまとめられており、各市に配布されるとともに、SWMTSC の

ウェブサイトでも公開されている。 

なお、ADB-T/A（Capacity Building for Waste Management）では、上記技術ガイドライ

ンに加えて、コンポストの品質基準、 終分場の設計基準、PPP の活用に係るガイドラ

インが作成される予定である。 

 

１－２－３ 廃棄物管理に係る将来計画 

（1）ハイレベル・コミッティ（HLCSWM）による取り組み 

2009 年 8 月 30 日に、国家計画委員会（National Planning Commission。以下「NPC」と

いう。）に Secretary Level から構成されるハイレベル・コミッティ（High Level Committee 

on Solid Waste Management。以下「HLCSWM」という。）が設置され、PPP によるカトマ

ンズ盆地及びネパールの他の都市での廃棄物管理が推進されることとなった。 

HLCSWM（SWMTSC が事務局）により、2009 年 12 月 16 日に Integrated Solid Waste 

Management for Kathmandu Valley に関する案件の公募がなされた。カトマンズ盆地内の

廃棄物管理を Built Operate and Transfer（BOT）にて行うもので、3 パッケージ（ゾーン：

1-KMC+VDC、2-LSMC/KRM+VDC、3-MTM/BKM+VDC）に分けられている。ネパール

政府は、廃棄物の供給とともに、土地の提供や輸入機器の関税を含む免税措置を行うと

している。 

公募の結果、インド勢 15 社（グループ）のほか、ドイツ勢、フィンランド勢、中国

勢各 1 社（グループ）の合計 18 社（グループ）が関心表明（EOI）資料を提出し、廃棄

物固形燃料（Refuse Derived Fuel。以下「RDF」という。）を含む廃棄物からの資源やエ

ネルギー回収、コンポストなどの技術が提案された。提出された EOI 資料の審査の結果、

2010 年 9 月 30 日に 3 パッケージとも Hydoloair Tectonics（PCD）Ltd.を幹事会社とする

グループが第 1 位に選定された。しかし、現地での資格審査（Verification）の結果、EOI

資料への記載事項が事実と異なることが判明して同グループは失格となり、第 2 位にラ

ンクされた下記のグループが選定され、2011 年 6 月 20 日に MOLD と MOU が締結され

ている。 

・ パッケージ 1：Compunication OY in association with PORRY, BIOSTE, Organic Village 

Pvt.Ltd. 

・ パッケージ 2 及び 3：BVG India/Greenfield Waste Management Company and KRYSS 

International Pvt.Ltd. 

今後、これらのグループに対して、現地視察を含む資格審査が行われる予定で、その

結果を踏まえて、Detail Project Report（DPR）作成に関する契約が締結される予定であ

る。本取り組み（PPP）でカバーされる具体的な内容は DPR で検討されることになるが、

パッケージ 2 は Garbage-fuelled plant が候補との報道もある。 

なお、本件を主導してきた HLCSWM は有効期限がきたため既に解散しており、現在

は、SWMTSC が本取り組みを進めている。一方、当初第 1 位に選定されたグループか

ら、その失格をめぐる訴訟裁判が行われている。 
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本取り組みに関する経緯及びパッケージ 2 で締結された MOU は、付属資料- 5 及び 6

に示すとおりである。 

 

（2）カトマンズ盆地の廃棄物管理に係る将来計画 

CKV 調査にて策定したカトマンズ盆地における Umbrella Concept 及び各市の A/P 以

外に、カトマンズ盆地の廃棄物管理に係る将来計画はなく、基本的に各市とも、A/P を

活用している。ただし、A/P には具体的に示されていないが、上記のように HLCSWM

による動きや、後述する韓国による RDF Manufacture 設置の動きがある。 

 

１－２－４ 廃棄物管理に係る責任機関 

ネパールの地方行政システムでその中心を担っている中央省庁は、MOLD である。MOLD

の主な管轄業務は、地方自治/地方開発にかかわる政策・計画・プログラムの策定、実施、及

びモニタリング・評価、地方自治/地方開発にかかわる研修/調査研究、開発地区・県・郡・

村・市の区分化、地方開発にかかわる人材・プログラムの調整など広範囲に及び、地方自治

体にとって中央の窓口といった役割を担っている。廃棄物管理に関しても、MOLD が政策の

立案など、中央省庁では中心的な役割を担っており、その傘下の SWMTSC が技術的事項を

担当している。 

地方行政体においては、地方自治体と地方自治体ではないが地域の取りまとめ区分として

機能しているもの（開発地域：Development Region、県：Zone）があり、地方自治法（Local 

Self-Governance Act, 1999）において地方自治体（Local Body）とは、郡、市、村を指してい

る。厳密にいうと地方自治体ではないが、区（Ward）を含む地方自治体の概要は、表 2-3 に

示すとおりである。 

 

表２－３ ネパールの地方自治体の概要 

地方自治体 特徴 

郡（District 

Development 

Area） 

全国に 75 郡（District）存在し、各郡が郡議会（District Council）と郡開

発委員会（District Development Committee。以下「DDC」という。）を備

えている。郡議会は郡行政に関する重要事項の決定を行う機関で、地方

選挙で選出された議員と議会が選任する非議員メンバーで構成される。

議会の下には各種委員会を設置することができるとされている（DDC は

必須）。DDC は、郡下で行われる各種事業の計画／実施／モニタリング

といった一連の事業サイクルの責任を担う郡行政の執行機関であり、各

区の区長、自治体の正副首長、DDC が選任する非議員メンバーで構成さ

れている。郡は複数の市及び村で構成されており、郡平均 50 前後の市や

村が存在している。 

市（Municipal 

Area） 

全国に 58 市存在し、郡と同様に市議会（Municipal Council）と市委員会

（Municipality）を備えており、市委員会が市行政の執行機関となってい

る。市は行政規模に応じて、Metropolitan（1 市：KMC）、Sub Metropolitan

〔4 市：LSMC、ポカラ市、ビラトナガル市（Biratnagar）、ビルガンジ市

（Birganj）〕及びその他の市（53 市）に分類されている。市議会のメン

バーは、住民が地方選挙で直接選出する議員（正副首長、各区長、区員）

及び議会が選任する非議員メンバーで構成される。 
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村（Village 

Development 

Area） 

全国に 3,915 村存在する。郡、市同様に村議会（Village Council）、村開発

委員会（Village Development Committee。以下「VDC」という。）といっ

た議決機関及び行政執行機関をもち、VDC が村行政を取り仕切ってい

る。一般的に自主財源に乏しく、財政的基盤が脆弱である。 

区（Ward 

Division） 

厳密には地方自治体ではないが、市と村の補助単位として認められてい

る。市は九つ以上の区で、村は規模に関係なく一律で九つの区で構成さ

れており、区自体は複数の集落（20～30 世帯）で構成されている。区委

員会（Ward Committee）が設置されており、地方自治体の開発計画策定

時には住民のニーズや要望の取りまとめ単位として機能する。 

 

廃棄物管理に関しては、地方自治法（Local Governance Act 1999/Local Governance Regulation 

1999）において、市（Municipality）や VDC の役割のなかに廃棄物管理に関する事項が記載

されている。特に、市の廃棄物管理に関する役割には、収集、運搬、 終処分に関する事項

が明記されている（Part-3 Provisions Relating to Municipality、Chapter-4 Meetings and Working 

Procedures、96. Function Duties and Power of Municipality）。加えて、区委員会（Ward Committee）

においても、ごみやその他「汚れ物」の処分などにより街路をきれいな状態に保つことが示

されている。しかし、DDC の役割には、廃棄物管理に関する事項は示されていない。 

これらの事項は新廃棄物管理法において整理され、廃棄物管理の責任は、地方自治体

（Municipality 及び VDC）であることが明記され、今後は、同法での整理に基づいて廃棄物

管理が進められることになる。 

 

１－２－５ 地方開発省（MOLD）の取り組み 

MOLD は、四つの部（Administration Division、Local Self-governance Coordination Division、

Planning and Foreign Aid Coordination Division、 Municipal Management Division）から構成さ

れ、各部（Division）には三つの課（Section）がある（合計 12 課）。廃棄物管理は、市管理

部（Municipal Management Divivision）の管轄で、同部には管理課（日常業務に対する指導や

支援などに関する業務を所掌）、計画課〔市の周期計画（periodic plan、現状は 5 カ年計画）

の策定、年次計画の策定、予算編成に関する業務を所掌〕、環境管理課〔環境影響評価（IEE/EIA）

や環境問題に関する業務を所掌〕があり、廃棄物管理は環境管理課が所掌している。環境管

理課の業務分掌は下記のとおり。 

・ Formulation of polices, plan, guideline, implementation, study, monitoring and evaluation for 

the rural, urban, community environmental management and sustainable development 

・ Recommend environmental impact assessments of projects under the ministry. 

・ Integration of environmental aspects in planning cycle and environment assessment. 

・ Facilitation of solid waste management and sanitation plan, policy and its implementation. 

・ Environmental awareness, protection and its usages in Rural, Urban and community level. 

・ Capacity building in terms of environment friendly plan formulation and implementation in 

local bodies and NGOs, community and private sector institutions. 

・ Collection of data related to environment and facilitation of EMIS（Environment Management 

Information System）at local and central levels. 

・ Implementation and monitoring of environment pollution and management guidelines and set 
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standards at local level. 

・ Activate Municipalities and local bodies in management of greeneries and open places. 

・ Linkages and coordination with local and international institutions for environmental 

promotional efforts. 

・ Environmental degradation, risk and disaster management and mitigation. 

・ Focal point of SWMTSC and environment and sustainable development projects. 

・ Collection of acts, rules, bylaws and directives related to environment management. 

現在、環境管理課には 2 名の Section Officer、3 名の Expert がいる。Section Officer の 1 名

は主に Local Government and Community Development Program（LGCDP）を、もう 1 名が

ADB-T/A（Capacity Building for Waste Management）を担当している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：MOLD 

図２－１ MOLD の組織 
 

 

ネパールの廃棄物管理は、MOLD が責任省として政策の決定や地方自治体による廃棄物管

理の調整及び支援、能力強化などを行い、廃棄物管理自体は、新廃棄物管理法及び地方自治

法に基づき、地方自治体が担う。廃棄物管理に係る技術的な事項は、SWMTSC が担当して

おり、新廃棄物管理法の制定を受けて SWMRMC から組織改編されたあとは、全国の地方自

治体に対する技術支援を主要業務としている。 

MOLD には内局として、地方インフラ開発農道局（Department of Local Infrastructure 

Development and Agricultural Roads。以下「DOLIDAR」という。）を備えている。DOLIDAR
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は、局長の下に地方・農道部、計画監視・海外援助調整部、インフラ開発部、郡技術事務所

ほかからなる総勢 76 人が在籍する組織である。DDC は土木技師を保有していないため、

DOLIDAR が技術支援の必要な DDC と連携して、農村部のインフラ整備（道路、灌漑、電気、

土地取得）にあたっている。DOLIDAR の役割には廃棄物管理に係るインフラ整備も含まれ

ており、 終処分場などのインフラ整備において DORIDAR が支援を行うこともある。 

 

 

 

 

 

 
出典：DOLIDAR 

図２－２ DOLIDAR の組織 

 

MOLDは廃棄物管理に特化した予算は有しておらず、SWMTSCが係る予算をもっている。

一方、MOLD には地方交付金（条件付き交付金、無条件交付金）があり、各地方自治体は同

予算を廃棄物管理に使用可能である。地方交付金は、2011 年度は 450 億ルピーと大幅な増額

となっており、MOLD は省のなかでも 大規模の予算を有することとなった。 

 

１－２－６ 他の省庁による取り組み 

（1）環境省（MOE） 

MOE は、“Planning, Evaluation and Administration Division”“Climate Change Management 

Division”及び“Environment Division”の 3 部から構成されており、その組織は図 2-3 に

示すとおりである。 

MOE としては、直接的に廃棄物管理の責任を担うのではなく、基準の作成や規制実

施の観点から関与しているが、浸出水の排水基準など 終処分場に関する基準は、今の

ところ整備されていない。ただし、プラスティックバック（いわゆる、レジ袋）に関し

ては、ネパールにおいて 20 ミクロン以下の黒色のプラスティックバックの生産禁止な

どを打ち出しており（Plastic Bags Regulation and Control Directives 2011）、これらの違反

者には 500 から 5 万ルピーの罰金が課されることとなっている。また、Environment 

Division の Environmnetal Pollution Control and Evaluation Section から公表された資料〔A 

Brief Note 2067（2011 年）〕によると、同 section として、有害廃棄物管理に取り組んで

おり、電子電気機器廃棄物（E-waste）や産業系有害廃棄物、医療系廃棄物、自動車ワー

クショップからの廃棄物に係るインベントリー作成や、有害廃棄物管理に関する政策の

ドラフト策定などを行っている。また、MOE として、バイオガス活用に関連した活動

において NGO を財政面で支援するスキームを有しており、間接的に廃棄物に関与して

いる側面もある。 

なお、現在の廃棄物管理分野への関与の仕方としては、MOLD に設置された廃棄物管

理に係る Joint Secretary レベルの委員会の委員として、MOLD や市を支援している。ち

なみに、同委員会の他のメンバーとしては、MOPPW、財務省（MOF）、廃棄物管理に係

主

地方インフラ開発農道部（DOLIDAR)

地方農道部 計画監視・外国援
助調整部

1)  地方農道課
2)  吊橋課

1)  計画援助調整課
2)  監視・環境技術開発課

インフラ開発部

1)  上下水道建設課
2)  灌漑・水制工・インフラ開発課

県技術事務所
(75郡）

カトマンズボン陳には3郡

カトマンズ郡

バクタプール郡

ラリトプール郡

プロジェクト課 総合管理課 財務管理課
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る専門家から構成されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：MOE 

図２－３ MOE の組織 

 

（2）公共事業省（MOPPW） 

MOPPW は、水道・衛生、外国支援・品質管理、建築、交通施設建設、計画・監視・

評価部門を管轄している。6 部門の長には次官補が配され、その組織は図 2-4 に示すと

おりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：MOPPW 

図２－４ MOPPW の組織  
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MOPPW の外局としては、道路交通分野の整備を道路局（Department of Roads。以下

「DOR」という。）、建築整備を DUDBC、水道分野を上下水道局（Department of Water 

Supply and Sewerage。以下「DWSS」という。）が管掌している。また、カトマンズ水道

公社（Kathmandu Upatyaka Khanepani Limited。以下「KUKL」という。）やカトマンズ盆

地開発委員会（KVTDC）などの合計 18 の公社と団体を擁している。 

このうち DOR は、全国の道路、橋梁、道路トンネル、歩道、バス停をはじめとする

交通安全施設などのインフラ整備を担っている。DOR が整備、維持管理する道路は戦略

道路網（SRN）と呼ばれており国道（National Highway）とフィーダー道路（郵便配達に

必要な郵便道路も含む）から構成されている。DOR は、局長の下に外国支援部、計画・

設計部、維持管理部、機械部、管理部ほかからなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：DOR 

図２－５ DOR の組織 

 

DUDBC は、都市計画や都市政策の立案、都市開発、都市における建築物や住宅の整

備に関する業務を担う。DUDBC は地方自治体の都市計画（municipal/local plans）、広域

的な地域計画（regional plan）、その他の物理的な計画（physical plan）の多くを自ら作成

あるいは作成支援の役割を担う。作成された計画の実施に関しては地方自治体が主たる

役割を担い、MOLD の管理下で行われる。また、都市自治体のインフラ整備を資金的に

支援する組織として、独立法人（国と地方自治体の双方の代表が理事会メンバーを構成

する、国と地方の中間組織）の形態で都市開発基金（Town Development Fund）という組

織を有する。 

廃棄物管理に関しては、基本的には MOLD の管轄として MOPPW は直接的には関与
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していないが、アジア開発銀行（ADB）などの廃棄物管理を含む都市環境、都市衛生改

善に係るプロジェクトの実施機関（Executive agency）となっている場合が多い。また、

アクセス道路の整備に関しては、基本的には当該廃棄物管理に責任を有する機関が責任

を有することになるが、当該道路が国道（National Highway）として整備される場合、あ

るいは将来、国道になった場合には DOR が管轄することになる。 

 

（3）その他 

上記以外で廃棄物管理に関連する国レベルの組織は、表 2-4 のとおりである。 

 

表２－４ 廃棄物管理に関連する国レベルの組織 

組織 廃棄物管理における役割 

Ministry of Health & Population Policy and regulation on medical waste 

Ministry of Industry Policy and regulation on industrial waste 

National Planning Commission Policy and priorities for SWM 

Nepal Health Research Council Policy and regulation on medical/hospital waste 

National Agriculture Research 

Center 

Policy, research and standardization of 

composting 

Department of Water Supply and 

Sanitation 

Policy and regulation on sanitation and liquid 

waste 

Federation of National Chamber 

of Commerce and Industries 

Policy and partnership in waste business 

Local Body Fiscal Commission Access minimum condition and performance 

measure（MCPM）in municipal SWM and grant 

allocation to local bodies accordingly 

Local Development Training 

Academy 

Capacity building, organizational and human 

resource development for local bodies 

Municipal Association of Nepal

（MuAN） 

Policy lobby on SWM for municipalities 

Nepal Association of VDCs Policy lobby on SWM for VDCs 

Association of District 

Development Committees 

Policy lobby on SWM for DDCs 

出典：ADB-T/A Progress Report 1 

 

１－３ 日本政府/JICA 及び他ドナーの取り組み状況 

１－３－１ 日本国大使館（EOJ）/JICA 

（1）日本国大使館（EOJ） 

在ネパール EOJ は 2010 年 3 月 17 日、LSMC の NGO（NEPCEMAC）に対し、草の根

無償として約 8 万 5,000US ドルを供与することで合意した。草の根無償協力事業の資金

と使途の内訳は表 2-5 に示すとおりであり、廃棄物収集機材、コンポスト・リサイクル

機材・施設建設、ワークショップ用資材（ステッカー、ノート、マニュアルなど）に活

用された。NEPCEMAC は、同無償で供与された車両を用いて、ごみ収集にあたるとと

もに、収集したごみをシスドル処分場に、直接、運搬している。NEPCEMAC は CKV 調



 

－15－ 

査時にも NGO として活動に参加しており、ワークショップ用資材として作成されたマ

ニュアルには CKV のマスコットデザインを活用している。 

 

表２－５ 草の根無償協力事業の資金内訳（1,000 ルピー） 

内容 草の根無償資金 NEPCEMAC 資金 合計（Rs.1,000）

廃棄物収集用機材（Tipper） 2,292 1,647 3,939

廃棄物収集用機材（Tempo） 1,072 0 1,072

コンポスト施設建設 493 396 889

紙リサイクル用機材（3 種） 930 347 1,277

ワークショップ用資材 1,453 1,148 2,601

監査 ‐ 20 20

合計 6,242 3,559 9,801
出典：NEPCEMAC 

 

（2）JICA 

JICA は CKV 調査後、カトマンズ盆地 5 市に対して、表 2-6 のとおり廃棄物管理に関

連する JOCV を派遣している。 

 

表２－６ 廃棄物管理に関係する JOCV の派遣実績 

派遣先 配属先 派遣期間 分野 

KMC KMC 市役所 2011 年 1 月 6 日～2013 年 1 月 5 日 環境教育 

地方開発省

/LSMC 

LSMC 市役所 2006 年 8 月 15 日～2007 年 5 月 31

日 

同上 

LSMC LSMC 市役所 

市民課 

2007 年 6 月 17 日～2009 年 6 月 16

日 

同上 

 LSMC 市役所 

環境衛生課 

2009 年 10 月 19 日～2010 年 4 月 20

日 

同上 

 同上 2010 年 6 月 21 日～2012 年 6 月 20

日 

同上 

BKM BKM 市役所 2008 年 6 月 23 日～2010 年 6 月 22

日 

同上 

MTM なし - - 

KRM KRM 市役所 2008 年 6 月 23 日～2010 年 6 月 22

日 

村落開発普及

員 

 同上 2011 年 1 月 6 日～2013 年 1 月 5 日 同上 
出典：JICA ネパール事務所 

 

また、カトマンズ盆地の 5 市における廃棄物管理とは直接的には関係しないものの、

United Nations Development Programme（UNDP）による都市環境官民連携プログラム

（Public Private Partnership for Urban Environment。以下「PPPUE」という。）を支援する

ものとして、2008 年 6 月 3 日～2010 年 6 月 2 日にシニアボランティア（都市衛生・廃

棄物管理）を派遣した。  
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１－３－２ アジア開発銀行（ADB） 

ADBは、廃棄物分野においては現在実施中の T/A（Capacity Building for Waste Management）

の成果を生かして、カトマンズ盆地外の都市を対象にプロジェクトを展開する予定で、そ

の過程で SWMTSC の C/D もめざすこととしている。また、CKV 調査以降に実施された廃

棄物分野での活動としては、後述する The Cities Development Initiative for Asia（CDIA）に

て実施された KMC を対象とした調査が挙げられる。CDIA では、テク（Teku）中継基地

の改善やバラジュ（Balaju）中継基地の設置への検討・提案がなされた。 

現在実施中ないし予定している廃棄物に関連したプロジェクトは、下記のとおりである。 

（1）T/A：Capacity Building for Waste Management 

新廃棄物管理法において示される方向性・内容に基づいて、政策・戦略（Policy and 

Strategy）の策定などの技術的な支援が行われている。T/A の主なアウトプットは、下記

のとおりである。 

・ 新廃棄物管理法に基づく、新国家政策管理政策・戦略（National SWM Policy and 

Strategy）の策定支援 

・ 新廃棄物管理法に基づく、規制（Regulation）、基準（Standard）、ガイドライン（コ

ンポストの品質、 終処分場の設計、PPP）の作成 

・ 新廃棄物管理法、政策・戦略の普及（Dissemination）支援 

・ 廃棄物管理に係る民間セクター連携（Private Sector Participation。以下「PSP」と

いう。）強化のためのフレームワーク作成 

・ SWMTSC のビジネスプラン作成 

・ SWMTSC の組織・体制の提案 

・ SWMTSC の C/D に係るプログラム作成 

現在も、新廃棄物管理法の実施に向けた制度・体制のフレームワークが議論されてお

り、SWMTSC のキャパシティ・アセスメントに基づいて SWMTSC の C/D に係るプログ

ラムも策定される予定である。 

MOLD では、地方自治体の行政評価（Minimum Conditions / Performance Measures 。以

下「MCPM」という。）制度を導入したが、廃棄物管理をその指標（Performance Indicator）

の一つとして組み込むことを考えている。現在、廃棄物管理に関する部分の標準フォー

ムとチェックリスト案の作成が行われている。 

また、SWMTSC が行ってきた全国 58 市の廃棄物管理に関するベースライン調査（技

術、社会、財務、組織体制面）のアップデートも予定され、その TOR の詰めが行われ

ている。 

なお、T/A のなかで 3 市を対象にパイロット活動も予定されている。対象は LSMC、

ブトワール（Butwal）市、及びシッダールタナガール（Siddarthanagar）市である。LSMC

でのパイロット活動は、ティカタリ（Tikathali）VDC に小規模なコンポスト施設（2～

3t/日の規模）を設置するための計画策定が予定されている。他の 2 市（ブトワール、シ

ッダールタナガール）では、民間セクターの活用を含む総合的な廃棄物管理計画の策定

が予定されている。 
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（2）廃棄物関連プロジェクト 

1）Loan：Secondary Towns Integrated Urban Environmental Improvement Project 

2010 年 6 月 6 日付で承認（Board Approval）され、実施に向けた作業が進められて

おり、予算は 6,000 万 US ドルである。プロジェクトの対象は、ビルトナガル、ビル

ガンジ、ブトワールの 3 市で、各市でのプロジェクトの内容は各市の優先度に応じて

決められるが、廃棄物管理は、ビルガンジ市、ブトワール市にて優先的に取り組まれ

る予定である。プロジェクトの実施を通じて、SWMTSC の C/D にも資することが期

待されているが、主管（Executive Agency）は MOPPW である。 

2）Grant：Integrated Urban Development Project（IUDP） 

2012 年 2 月 14 日付で承認（Board Approval）を受けたプロジェクトで、予算は 1,200

万 US ドルである。プロジェクトの対象は、ダラン（Dharan）、ジャナカプール（Janakpur）、

ネパールガンジ（Nepalgunj）、シッダールタナガールの 4 市である。総合的な都市環

境の改善をめざし、廃棄物管理をはじめとした都市排水、都市道路などのインフラ整

備を各都市の優先度に応じて行うもので、コミュニティ開発プログラム（CDP）も含

まれている。主管（Executive Agency）は MOPPW である。 

3）T/A：Kathmandu Valley Urban Environment Improvement Project 

2011年 12月 1日付で承認（Board Approval）を受けたプロジェクトである。現在、pipeline 

状態で 2013 年に開始が予定されている。都市下水を対象とした T/A だが、主要な汚染

源であるごみ問題に関しても触れる可能性がある。 

 

１－３－３ 世界銀行 

世界銀行は、カトマンズ盆地外の都市を対象とした Urban Governance and Development 

Project（UGDP）及び Output Based Aid（OBA）を実施中だが、カトマンズ盆地の都市環境（廃

棄物管理）に関心を示し始めており、現在、関係機関と協議を進めている。現在実施中ない

し予定される廃棄物管理に関連したプロジェクトは、下記のとおりである。 

（1）Urban Governance and Development Project（UGDP） 

数箇月前から開始したプロジェクトで、プロジェクト期間は 5 年間、3,000 万 US ドル。

対象として、ネパール西部と東部にそれぞれ 3 市（Municipality）を選定している。 

- 西部：バグルン（Baglung）、タンセン（Tansen）、レクナート（Leknath） 

- 東部：イタハリ（Itahari）、メチナガール（Mechningar）、ダンクタ（Dhankuta） 

都市インフラに関連する水供給、道路、衛生設備（トイレ、腐敗槽）、都市排水、廃

棄物管理サービスの向上に係る予算手当、インフラ整備、組織制度の改善を、各対象市

の意向・問題の程度などに応じて無償ないしローンで行うもの。既存の MOLD からの

地方交付金（Intergovernmental fiscal transfer 。以下「IGFT」という。）や Town Development 

Fund（TDF）のスキームを活用して行う。 

 

（2）Output Based Aid（OBA） 

Global Partnership on Output Based Aid（GPOBA）からのファンドを活用した 400 万～

500 万 US ドルの Grant Aid プロジェクトである。対象はタンセン市及びダンクタ市で、

上記 UGDP との連携も考慮に入れている。本プロジェクトでは廃棄物管理における財務
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的な持続性に着目しており、財務面の指標を設定して、実施したプロジェクトの持続性

が確認されれば、それでもって Grant を供与することとしている（具体的な指標は、現

在作成中）。Grant は、施設整備に限らず、計画策定のコンサルタント調達にも活用可能

である。 

 

（3）カトマンズ盆地の廃棄物管理（仮称） 

世界銀行はこれまで主に地方（農村）を対象としていたが、都市問題（都市衛生）の

重要性から、廃棄物分野での支援の検討を開始した。現在、支援内容（スコープ）や予

算などを MOLD/SWMTSC など関係機関と意見交換（dialog）中で、MOF も前向きであ

る。世界銀行担当者によると、カトマンズ盆地の廃棄物問題としては経済的な持続性に

着目しており、 終処分場への輸送コストなども考えて、ごみの減量化に焦点をあてる

ことも検討中である。ADB が Bagmati River Basin Improvement Project（T/A）を予定して

おり、ADB とも協議を開始している。 

 

１－３－４ ヨーロッパ連合（EU） 

EU は、NGO である Practical Action とともに、カトマンズ盆地 5 市約 4,000 人のウェイス

ト・ピッカー（Informal Waste Worker。以下「IWW」という。）の生計向上に資する支援（Poverty 

Reduction of Informal Workers in Solid Waste Management 。以下「PRISM」という。）を 2011

年 8 月より行っている（2014 年 5 月までの予定）。Practical Action が実施機関で、Center for 

Integrated Community Improvement for urban Development（CIUD）などが実施支援を行ってい

る。具体的には、Social Security の向上のため、IWW〔カバディ（Kabadi）を含む〕へのマ

スクやグローブ、ヘルスサービスの提供や ID の配布、意識啓発活動を実施している。 

 

１－３－５ 国連人間居住計画（UN-HABITAT） 

UN-HABITAT は、主に都市衛生に関係した支援を展開しており、その一環として廃棄物管

理に係る支援を行っている。特に、SWMTSC が各市に対して行うトレーニングや技術マニ

ュアルの作成などの支援も実施しているほか、KMC のごみ収集に関する支援を実施中であ

り、現在実施中ないし予定される廃棄物管理に関連したプロジェクトは、下記のとおりであ

る。 

 

（1）国連人間居住計画（UN-HABITAT）の廃棄物管理分野への支援 

・ カトマンズ盆地の 5 市を対象に、貧困層への水供給や都市衛生サービスの改善に

資するため、Kathmandu Valley Town Development Committee（KVTDC）との共同

で、衛星画像（Quick Bird）を用いた 新の地図を作成（2008 年）。 

・ KMC が中国からごみ収集車やごみ箱などの供与を受けて、収集方法の改善に資

する地理情報システム（GIS）を用いたごみ集積ポイントなどのマッピングや情

報システムの構築に係る計画策定を支援中。2011 年 8 月に開始し、近日中にドラ

フト報告書ができる予定。 

・ Water for Asian Cities（WAC）Nepal プログラムは ADB との共同プログラムで、そ

の一環で、SWMTSC とともに各市の廃棄物管理に係る C/D を支援している。A/P
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の策定支援では、これまで 25 都市で A/P が策定されるとともに、15 市で広範囲

に渡る長期計画（Extensive long-term plan）が策定されている。なお、A/P の作成

過程では、CKV 調査と同様に各種パイロット活動が行われている。 

・ Solid Waste Management Technical Guideline for Municipalities of Nepal の作成支援や、

SWMTSC が実施する各都市の廃棄物管理に関するトレーニングの実施支援。 

・ Practical Action（PA）とともに、7 市〔バラトプール（Bharatpur）、ラトナナガー

ル（Ratnanagar）、ラムグラム（Ramgram）、シッダールタナガール、ブトワール、

グレリヤ（Guleriya）、ティカプール（Tikapur）〕を対象に Water and Sanitation

（WATSAN）マスタープランの作成を支援。 

・ Water Supply and Sanitation Collaborative Council（WSSCC）からの資金（500 万 US

ドル）による Global Sanitation Fund（GSF）Program を UN-HABITAT が管理し、

衛生施設の整備を支援中。 

 

（2）その他 

Bagmati Action Plan（2009～2014 年）の策定に際し、UN-HABITAT が United Nations 

Environment Programme（UNEP）とともに、Nepal Trust for Nature Conservation 及び High 

Powered Bagmati Civilization Committee を支援した。同プランは、2008 年 6 月 8 日に閣

議決定がなされている。 

 

１－３－６ 韓国国際協力団（KOICA） 

KOICA は、2009 年 9 月 23 日に、East Asia Climate Change Project（EACP）として、下記の

プロジェクトの実施承認を Ministry of Finance から受けている。 

- Air Quality Management in Kathmandu Valley and Other Industrial Town like Birgunj 

- Clean Water System Based on Electro Chemical System and Photovoltaic Power Generation

（Kathmandu Valley Area Sewerage Management Project） 

- Waste to Energy Facilities（RDF Manufacture）Construction Project in Lalitpur City 

Waste-to Energy Facilities（RDF Manufacture）Construction Project においては、2009 年 12 月

までに、M/P、F/S、IEE、基本・詳細設計（Basic & Detailed Design）調査が行われている

（ENVICO/KEMCO が実施）。KOICA ネパール事務所によると、KOICA はネパールにおいて

環境セクターには重きを置いていないとのことであるが、KOICA 本部は本件の実施に意欲的

である（詳細は、「第２章３－２－２ラリトプル市（LSMC）」参照）。 

 

１－３－７ 中国政府 

2010 年 8 月 27 日、中国政府は、KMC の廃棄物管理のために、108 台のごみ収集車と 4,000

個のごみ箱などを供与した。詳細は「第２章３－２－１カトマンズ市（KMC）」に示すが、

廃棄物管理分野ではそれ以降に目立った動きはない。 

 

１－３－８ その他 

（1）United Nations Development Programme（UNDP）/ United Nations Environment Programme

（UNEP） 

UNDP は、PPPUE の支援を継続している。本プロジェクトには、2008 年 6 月より渡
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辺治朗氏がシニアボランティア（都市計画、特に都市ごみ）として派遣されていた。 

UNEP は、MTM においてバイオガス・プラントの設置を支援するなど、ごみからエ

ネルギーを得る（waste to energy）分野への関心が高まっている。 

 

（2）ドイツ国際協力公社（GIZ） 

2011 年 1 月に、GTZ（技術協力）を軸に InWEnt（研修）と DED（専門家派遣）を担

当する技術協力機関を統合して、GIZ が発足した。KRM においては、旧 GTZ が、urban 

development through local efforts（udle）の一環としてボランティアを派遣していた。しか

し、現在では udle の終了とともに、同ボランティアの派遣も終了している。CKV 調査

以前には、旧 GTZ がカトマンズ盆地の廃棄物管理に関して支援を行っていたが、廃棄

物管理に対して直接的な支援は行っていない。 

 

（3）フィンランド政府 

フィンランド政府は、廃棄物管理に関係するプロジェクトとして、下記のプロジェク

トを実施中である。 

・ Strengthening of Environmental Administration and Management at Local Level in 

Nepal（SEAM-N）Phase 2 

・ Regional Waste Management Project 

 

１－４ 主な NGO/NPO 及び民間セクターによる取り組みの状況 

１－４－１ 主な NGO/NPO の活動状況 

（1）Practical Action 

Practical Action は 1996 年に設立された Intermediate Technology Development Group

（ITDG）を前身とし、2005 年から現在の名称で活動を継続している。ネパールでは 1979

年にプロジェクトに関与を始めた。現在は EU とともに、Poverty Reduction of Informal 

Workers in Solid Waste Management Sector（PRISM）の活動を実施中である。資金拠出割

合は、EU：PA＝8：2 であり、Practical Action は、EU への報告とプロジェクトの実施管

理を行い、ローカル NGO の Centre for Integrated Urban Development（CIUD）が実施を担

当している。プロジェクトの概要は以下のとおりである。 

1）プロジェクト実施期間：2011 年 6 月～36 カ月 

2）プロジェクトパートナー＆アソシエイツ：EU、CIUD、SWMTSC、UN-HABITAT、

Nepal Reuse and Recyclable Goods Entrepreneurs Association（NRRGEA） 

3）活動目的 

・ IWW の地位、生活レベルの向上 

・ 廃棄物管理全体ではなく、廃棄物管理における IWW のステークホルダーとし

ての地位、生計向上をめざす。IWW が他の職を見いだすのではなく、現状の

活動・役割を継続させられるよう支援する。 

・ Good practice として、プロジェクト後は各市に活動を継続してもらう意図 

4）活動内容 

・ IWW、リサイクルディーラーなどのベースライン調査（SWMTSC のデータベ
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ースへの統合） 

・ IWW のグループ化、ID の発行 

・ ワークショップの開催（技術教育、衛生教育、労働環境改善など） 

・ A/P の作成 

・ 各 Municipality の代表者と IWW が一同に会し、意見交換を行うワークショップ

も計画中 

5）活動状況 

・ ベースライン調査は 終化段階 

・ 10 の IWW グループの形成 

なお、Practical Action は盆地外で、PPP によるコミュニティコンポストのプロジェク

トも実施中とのことである。 

 

（2）Society for Environment and Economic Development Nepal（SEED Nepal） 

SEED Nepal は、かつて DANIDA が NOE を支援していた Environment Sector Programme 

Support（ESPS）の経験者が中心となって設立された環境問題に幅広く取り組む NGO で

ある。環境全般やエネルギー、工場での労働環境に関する意識啓発・啓発活動や、トレ

ーニングを実施しているほか、工場の環境汚染対策に係る調査、指導、トレーニングや、

環境全般の調査研究も手掛けている。カトマンズ盆地の廃棄物管理に関係しては、UNEP

などの支援による Converting Waste Agricultural Biomass into Resource（CWABR）プロジ

ェクトで、MTM 市にバイオガス・プラントを設置した。同プラントは 2010 年 9 月 23

日より運用を開始している。 

 

（3）Nepal Pollution Control & Environment Management Center（NEPCEMAC） 

NEPCEMAC は 1997 年に設立され、有力な廃棄物関連 NGO の一つであり、KMC、LSMC

を中心に、周辺 VDC や BKM、MTM でも活動を行っている。上記のとおり、2010 年に

は、EOJ から草の根無償資金の支援を受けている。主な活動の状況は、下記に示すとお

りである。 

1）廃棄物収集（分別収集） 

KMC、LSMC 及びシタパイラ（Sitapila）VDC にて、2 色のプラスティックバケツを

活用する分別収集を実施中である。本活動は、市や SWMTSC からバケツの提供を受

ける連携が行われており、範囲は徐々に拡大中である。 

2）廃棄物収集（混合収集） 

収集対象：合計約 1 万 5,000 世帯。CKV 調査当時は、約 8,000～9,000 世帯であった

ものを拡大。KMC（Ward 3、4、5、15、16、29）、LSMC（Ward No.2、3、4、5、13、

14、19 - ※CKV 調査時より、No.14、19 が追加）、BKM、MTM の一部でも収集して

いる。 

収集時間：6～14 時、収集形態：各戸収集 

収集料金：少量排出家庭 70 ルピー/月、普通家庭 150～200 ルピー/月、大規模排出

者（学校など）2,000 ルピー/月 

料金徴収方法：各戸を訪問徴収 
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3）廃棄物運搬（分別収集） 

三輪自動車に赤と緑の旗を立てて、ごみ種ごとに一次収集を実施している。併せて、

Tipper truck も活用している。 

4）廃棄物運搬（混合収集） 

一次収集後に各地にあるごみ集積所に運搬し、ごみ集積所からシスドルへは所有し

ている 2 台のミニトラックによって運搬を行っている。特に、KMC では、ごみ集積

所として、2 カ所にコンテナを有償（2,000 ルピー/trip）で設置しており、運搬は KMC

により行われている。 

5）コンポスト 

カトマンズ盆地の 3 カ所でコンポストを生産中である。追加で 1 カ所（チョバール：

敷地面積 13 Ropani＝6,630 ㎡）の施設整備を進めている。4 カ所で、合計 10～12t の

コンポストを生産する予定である。販売価格は、梱包あり 14 ルピー/kg、梱包なし 10

ルピー/kg である。 

6）ミミズコンポスト 

ミミズコンポスト用の容器を開発したが、高価（7,000 ルピー/unit）なため、デモン

ストレーションレベルでの運用となっている。コンポスト容器には、蟻やネズミ除け

の工夫を施している。 

 

（4）Women Environment Preservation Committee（WEPCO） 

WEPCO は、地域の女性グループの活動支援・強化を通じて環境問題に取り組む NGO

として、1992 年に設立された。活動の範囲は、女性グループの支援のみならず、ごみの

収集や環境教育プログラムの実施など幅広く、CKV 調査においても、ごみ減量化や住民

の廃棄物管理に係る行動変容に係るパイロット活動にも、主要な役割を果たした。現在、

LSMC の Ward 1 地区でごみ収集を実施しており、200 ルピー/世帯（台所）のごみ収集料

金を集めている1。ごみの分別収集も進めており、600 個の分別用バケツ（赤色・緑色）

を配布した。WEPCO は、その敷地内に有機ごみからバイオガスを抽出するピットを設

置しており、収集した有機ごみから、バイオガスを抽出している。抽出したバイオガス

は自家利用するとともに近隣のホテルに供給しており、今後は、その供給範囲を拡大し

たいとしている。各家庭でのごみの減量化においては、CKV 調査後も、これまで 150

個の（SWMTSC から無償で供与された）コンポストビンを配布した。 

 

                                                        
1 NGOはごみ収集料金を徴収しているが、市が直接収集している所はごみ収集料金を徴収していない。しかし、WEPCOによ

ると、市のごみ収集担当者がNGOの担当地域まで勝手に入りこみ、ごみ収集料金を徴収して搾取し、NGOと揉めることがあ

るとのこと。 
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WEPCO が配布している分別用バケツ WEPCO に設置されたバイオガスピット

写真２－１ WEPCO によるごみ減量化活動 

 

（5）その他（本邦系 NGO/NPO） 

1）エコパーティー（ECO Party） 

廃プラスティックの油化再生や容器包装再利用による循環型社会の実現をめざし

て、環境学習施設の企画・運営（エコパーク）や、教育機関においては、油化再生の

実践を通して目的分別の知識と重要性を啓発する環境学習の推進（スクール油田キャ

ラバン）などの活動を行っている NGO である。2011～2012 年にかけて、KMC とポカ

ラ市にて計 9 校、1 クラブで以下のデモンストレーションを実施した。 

- 廃プラスティック油化装置での実演 

- プラスティックのリサイクルについて解説（TV モニタの活用） 

- ポスター及びバナーでの宣伝・普及活動 

- ネパール人スタッフに対する指導及び教育 

 

2）秋田キャンパスネット（Akita Campus Net） 

秋田キャンパスネットは学生団体（NPO）で、2009 年 8 月よりネパールの学生団体

「Children For Green Nepal」と提携して活動を行っている。バルクマリ（Balukumari）

にある LSMC 環境局のヤードの一角では、秋田キャンパスネットなどの支援でコンポ

スト施設が設置され、コンポスト作りが行われている。 

 

  

秋田キャンパスネットなどによる 
コンポスト作り 

コンポスト作り用 Box 

写真２－２ 秋田キャンパスネットなどによるコンポスト活動 
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3）Multipurpose Community Development Service（MCDS） 

ネパール政府に正式に登録された NGO で、Entire Development for Environmental and 

Nature（EDEN）プロジェクトを 3 年以上にわたり、KMC で実施している。主な活動

は、有機ごみのコンポスト化、プラスティックごみを利用したクラフト作成、再生紙

の再利用、定期的な清掃活動などである。 

 

１－４－２ 民間セクターの活動状況 

2011 年 7 月 29 日、Standard Finance Limited（ネパール 大手の証券会社）が、CSR の一環

で、KMC との共同イベントとして、1 万 5,000 個のナイロン製バックを無償で市民に配布し

た。 

 

２．廃棄物管理技術支援センター（SWMTSC）の現状と課題 

２－１ 実施体制 

（1）廃棄物管理技術支援センター（SWMTSC）の役割・活動 

新廃棄物管理法に基づいて、従来の SWMRMC は SWMTSC に改編され、全国の都市を

対象とした技術支援を行うこととなった。MOLD との役割分担としては、MOLD は政策面

を担当し、SWMTSC は技術面を担う。現在、ADB-T/A の支援により SWMTSC のビジネス

モデルが検討されているが、新廃棄物管理法に基づく SWMTSC の機能、責務、権限は下

記のとおりである。 

（a）To support the Local Body for development of technology appropriate for solid waste 

management and for enhancement of their capacity. 

（b）To monitor and evaluate the technical aspects of solid waste management and provide advice 

to the concerned Local Body regarding improvements to be done therein. 

（c）To prepare annual budgets and programs and submit those to the Board of Directors for 

approval. 

（d）To support Local Bodies on solid waste management. 

（e）To prepare processes and minimum standards for the collection, treatment, transportation, 

disposal or obliteration of solid waste of any nature and quantity at any specific place, and 

submit those to the Council for approval. 

（f）To develop, extend and disseminate innovative technology regarding solid waste management. 

（g）To provide technical assistance to the Local Bodies to construct facilities relating to solid 

waste management. 

（h）To conduct or cause to conduct research and study on solid waste management and collect 

statistics and make public the facts related to the solid waste management condition of the 

country. 

（i）To perform as a resource center and research center to develop skilled manpower and to 

enhance the capacity for solid waste management. 

（j）To draw attention of concerned agencies for proper management of hazardous, medical, 

chemical and industrial waste. 

（k）To identify and develop techniques to minimize the production of solid waste based on the 
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nature of the solid waste and to encourage for adoption thereof. 

（l）To prepare a set of strategy to be adopted for public participation in the waste management 

activities. 

（m）To provide suggestions to the Local Body regarding fixation and collection of service fee by 

carrying out detail studies on the issue to make solid waste management activities reliable and 

economically sustainable. 

（n）To execute or cause to execute the decisions of the Council, Board of Directors and 

Coordination Committee. 

（o）To provide technical assistance or advice, by charging service fee, in the event that any person, 

institution or body from the private sector carrying out solid waste management work 

requests for technical assistance or advice Center. 

（p）To do or cause to do the other works as prescribed. 

近では、UN-HABITAT の支援を得て、15 市を対象に廃棄物管理に係る戦略及び A/P

の策定を支援するとともに、29 市を対象にトレーニングを実施した。また、市からの要求

に従い、 終処分場の設置に係る IEE/EIA の実施も支援している。これまで 58 市の廃棄

物管理に関するベースライン調査を実施しているが、ADB-T/A の支援でそのアップデート

を実施予定である。 

カトマンズ盆地の 終処分場に関しては、シスドル処分場の拡張（Sisdol Phase II）を行

うとともに、アレタール（Aletar）処分場の閉鎖を行う予定である。また、バンチャレダ

ンダ処分場に対しては、取得した用地の周りへのフェンス設置を行っている。ただし、こ

れらの事項は、新廃棄物管理法にて、地方自治体の役割と明記されたため、2012 年度から

は、KMC が責任をもって行うことになる予定である（2012 年度予算の請求は、SWMTSC

が実施し、当該予算は KMC に移管される予定）。 

 

（2）廃棄物管理技術支援センター（SWMTSC）の組織・体制 

2012 年 3 月現在の SWMTSC は、五つの課（Section：Planning and Technical Section、

Administration Section、Finance Section、Legal Section、Logistics Section）からなり、その組

織は図 2-6 に示すとおりである。 
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出典：SWMTSC 

図２－６ SWMTSC の組織（2012 年 3 月現在） 

 

2012 年 3 月現在の SWMTSC の職員数は 21 名で、職員の状況は表 2-7 に示すとおりであ

る（職員リストは付属資料-7 参照）。 
 

表２－７ SWMTSC 職員の状況 

ポジション レベル 

ポジシ

ョン 

数 

男性 女性 人数 備考 

General Manager 11 1  1 1 Office In-charge 

Deputy Manager 7 
2 1 0 1 

Planning & Env. （ one 

vacant） 

Assistant Manager 6 3 3 0 3 Adm., Legal & Store 

Junior Officer 5 
4 4 0 4 

Adm., Store, Planning & 

A/c 

Assistant Officer 4 3 1 2 3 Administration 

Office support staff 1 7 5 2 7 Administration 

Driver - 2 2 0 2 Administration 

合 計 - 22 16 5 21  
出典：SWMTSC 
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表２－８ SWMTSC 職員の資格 

資格 人数 

PhD 1 

Master 1 

Graduate 4 

Certificate 5 

SLC 1 

Class 8 & below 9 

合計 21 
出典：SWMTSC 

 

なお、新廃棄物管理法に基づいて Solid Waste Management Council が組織化され、

SWMTSC が事務局を担うこととなっている。 

 

（3）機 材 

SWMTSC は、直接的に廃棄物管理に使用する機材を保有していないが、2 台の車両（Pick 

up）及び 7 台のオートバイを保有している。 

 

（4）予 算 

SWMTSC の過去 3 年の予算（支出）の状況は表 2-9 に示すとおりであり、2009 年度に

予算（支出）が大きくなっているのは、バンチャレダンダ処分場用地の取得などのためで

ある。なお、SWMTSC の 2012 年度（2012 年度～2069/70 年度）予算は、約 6,600 万ルピ

ーが見込まれている。 
 

表２－９ SWMTSC の予算（支出） 

支出（Rs.）/年度 
2066/67 

（2009） 

2067/68 

（2010） 

2068/69 

（2011） 

周期的な経費 
（Recurrent Expenses） 

Salary 3,012,000 2,960,000 2,990,000

Miscellaneous Allowance 557,000 350,000 15,000

Dress 6,000 8,000 8,000

Water & Electricity 30,000 75,000 83,000

Communication Charge 140,000 150,000 150,000

Fuel 430,000 375,000 412,000

Operation & Maintenance 247,000 225,000 225,000

Office expenses 564,000 245,000 257,000

Service & consultancy 75,000

Staff training 0 100,000 117,000

Monitoring & evaluation 

Expenses 94,000 300,000 330,000

Miscellaneous Expenses 119,000 25,000 28,000

小計 5,274,000 13,143,000 4,615,000
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資本的経費 
（Capital Expenditure） 
Local body conditional capital 

grant 8,330,000

Land purchase 580,000,000 1,805,000

Furniture & fixture 83,000 103,000

Transport 2,261,000

Machinery equipment 162,000 210,000

Public works 22,687,000 37,600,000 61,063,000

Capital improvement 

expenditure 808,000

小計 602,687,000 42,719,000 61,376,000

合計 607,961,000 55,862,000 65,991,000
出典：SWMTSC 

 

２－２ ネパールカトマンズ盆地都市廃棄物管理調査（CKV 調査）で策定したアクションプラ

ン（A/P）の実施状況 

CKV 調査で策定した A/P の実施状況は、付属資料-8 に示すとおりである。 

 

２－３ 主な課題 

SWMTSC においては、業務範囲が全国に拡大し技術支援を行う組織として明記されたもの

の、CKV 調査時からの主要メンバーが退職したのちは、ポジションが空いた状態が続いている。

ADB-T/A では SWMTSC の C/D に係るプログラムも策定中であるが、SWMTSC の組織・体制

の整備においては、有能な人材の確保、定着が大きな課題となっており、In house での外部（長

期）専門家の雇用に関する提案も検討されている。まだ途中段階ではあるが、ADB-T/A にて、

SWMTSC の新組織を図 2-7 に示すとおり、Technical Support Division、Research and Development 

Division、及び Administration, Legal and Finance Division の 3 部体制とすることが検討されてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：ADB-T/A Progress Report 1 

図２－７ ADB-T/A で検討中の SWMTSC の新組織 
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なお、同組織に求められる人材は、表 2-10 に示すとおり検討されている。 

 

表２－10 ADB-T/A で SWMTSC の新組織に提案されている人材 

No ポジション レベル 数 主な役割 

1 Executive Director 11 1 As prescribed in the SWM Act, 2067（2011） 

2 Technical Support 

Division 

  Technically competent in SWM to provide 

services to the local bodies 

2.1 Division Head 9 1 SWM related support services to the local bodies

（58 municipalities and 4993 VDCs）, medical 

sector and industries and commerce 

2.2 SWM Officer 7 1 SWM related support services to the local bodies

（58 municipalities and 4993 VDCs） 

2.3 SWM Officer 6 1 SWM related support services to the local bodies

（58 municipalities and 4993 VDCs） 

3 Research & 

Development 

Division 

  Conduct R&D on SWM and coordinate with 

other research/academic institutions & 

disseminate them 

3.1 Division Head 9 1 Conduct R&D on SWM and coordinate with 

other research/academic institutions & 

disseminate them 

3.2 SWM Officer 7 1 Conduct R&D on SWM and coordinate with 

other research/academic institutions & 

disseminate them 

3.3 Planning & 

Monitoring Section 

  Planned operation of SWMTSC with result based 

monitoring 

3.3.1 SWM Officer 6 1 Planned operation of SWMTSC with result based 

monitoring 

3.4 IT & SWM 

Information 

Centre/Section 

  Resourceful SWMTSC with information 

including Web-based and information centre to 

share with the clients 

3.4.1 IT Officer 6 1 Develop information base of SWMTSC including 

Web-based and information centre to share with 

the clients 

4. Administration, 

Legal & Finance 

Division 

  Council, board and office management 

Effective recording of finance and 

administration; and Ensure compliance on SWM 

of the local bodies 

4.1.1 Division Head 9 1 Effective council, board and management 

meeting, 

Documentation and communication, 

Effective accounting, budgeting, auditing and 

store, 

Ensure compliance on SWM of the local bodies 
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No ポジション レベル 数 主な役割 

4.1.2 Administration 

Officer 

6 1 Support to council, board and office management

Effective recording administration; and 

Staff management 

4.1.3 Receptionist and 

computer operator 

5 2 Registration and dispatch 

Word/data processing and printing 

4.1.4 Driver  2 Driving and maintenance for two vehicles 

4.1.5 Support staff  7 Security-2, helper-3 & gardener -1, cleaner-1 

4.2 Finance Section   Accounting, budgeting, auditing and 

disbursement 

4.2.1 Account Officer 6 1 Accounting, budgeting, auditing and 

disbursement 

4.2.2 Account Assistance 5 1 Book-keeping and recording, accounting, and 

support to disbursement, budgeting and auditing 

4.3 Inventory Section   Recording, distribution of goods and inspection 

of store 

4.3.1 Inventory Officer 6 1 Recording, distribution of goods and inspection 

of store 

4.4 Regulation & 

Compliance Section 

  Preparation of compliance guidelines and 

compliance review 

4.4.1 Compliance Officer 6 1 Preparation of compliance guidelines and 

compliance review 
出典：ADB-T/A Progress Report 1 

 

３．カトマンズ盆地の 5 市における廃棄物管理の現状と課題 

３－１ カトマンズ盆地における社会経済状況 

３－１－１ 行政区域 

ネパールは全国を五つの開発地域（Development Region）に分けており、カトマンズ盆地

は、中部開発地域（Central Development Region）に属する。開発地域はそれぞれ県（Zone）

に分けられているが、カトマンズ盆地はバグマティ県（Bagmati Zone）に属する。バグマテ

ィ県は六つの郡（District）を有し、カトマンズ盆地には、カトマンズ郡、ラリトプル郡、バ

クタプル郡が位置する。これら 3 郡は合計で 899km2 の面積を擁するが、そのうちカトマン

ズ盆地は約 665km2 であり、バクタプル郡の全域、カトマンズ郡の約 85％、ラリトプル郡の

約 50％が該当する。カトマンズ盆地には 150 の地方自治体（VDC 及び Municipality）があり、

市は、KMC、LSMC、BKM、マディアプル・MTM 及び KRM の 5 市で、図 2-8 に示すとおり

である。 
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図２－８ カトマンズ盆地の地方自治体（郡及び市） 

 

一方、2011 年 7 月、カトマンズ盆地内に新たに三つの市を設置することが告示された（全

国では、41 市）。当初は、ネパール年度の今年度中の実施が見込まれていたが、その実施が

遅れている。カトマンズ盆地内に新たに設置が告示された市と、各市に含まれる予定の VDC

は、表 2-11 に示すとおりである。 
 

表２－11 カトマンズ盆地内に新たに設置することが告示された市 

郡 告示された市 市中心部 区の数 包含される VDC 

カトマンズ Shankharapur Sankhu Bazar 11 Pukhulachhi 

Indrayani 

Sankhu Sun Tole 

Sankhu Bajrayogini 

ラリトプル Karyavinayak Saibu Bazar 9 Bungamati 

Khokana 

Saibu Bhainsepati 

 Champapur Chapagaun 

Bazar 

9 Chapagaun 

Jharuwarasi 
出典：MOLD 

 

３－１－２ 人 口 

1970 年代から始まったネパールの都市化は今後も続き、2027 年には都市人口が 1,136 万人と

全国人口 3,630 万人の約 31％に達するとの予測もある〔New Era（2006）「Nepal Population 

Perspective Plan 2002-2027」〕。都市人口の増加の背景としては、約 50 年間以上続いた全国人口
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の増加と、雇用機会や農村部における治安事情を背景とする都市部への人口流入が主な要因で

ある。 

カトマンズ盆地の範囲が郡の行政界と一致しないが、カトマンズ盆地に位置する郡の人口の

推移は表 2-12 に示すとおりである。2011 年の人口は、まだ暫定値であはるが、過去 10 年間で

約 100 万人増加している。 

 

表２－12 カトマンズ盆地に位置する郡の人口の推移 

（単位：人） 

郡 
1981 年 

センサス調査 

1991 年 

センサス調査 

2001 年 

センサス調査 

2011 年 

センサス調査暫

定値 

カトマンズ 422,237 675,341 1,081,845 1,740,977

ラリトプル 184,310 257,086 337,785 466,784

バクタプル 159,767 172,952 225,461 303,027

合計 766,314 1,105,379 1,645,091 2,510,788
出典：CBS 

 

近の調査結果としては、ADB が 2010 年に実施した「Kathmandu Urban Transport Development 

Plans and Programs」にて現在の人口と将来人口が推定されており、同報告書によると、カトマ

ンズ盆地の人口は 2010 年で約 200 万人、今後 10 年間の伸び率を 7.7％と想定し、2020 年には

約 400 万人に達するとしている。 

一方、2011 年の人口は、まだセンサスの暫定値であるが、カトマンズ盆地 5 市の人口は表

2-13 に示すとおりであり、CKV 調査にて 2015 年の人口を設定しているが、おおむねそのレベ

ルの人口規模に達している。特に、KMC の辺縁である MTM 及び KRM の人口は、2015 年の設

定値を上回っている。加えて各市へのヒヤリングでは、センサスですべての人口をカバーして

いるものでもなく、実際は数値以上の人口が居住していのが、共通の意見である。 

 

表２－13 カトマンズ盆地の 5 市の人口の推移 

（単位：人） 

市 
2001 年 

センサス調査 

2011 年 

センサス調査暫定値

2015 年 

CKV 調査の設定値 

KMC 671,846 1,006,656 1,055,591

LSMC 162,991 223,285 260,790

BKM 72,543 83,893 117,380

MTM 47,751 84,259 83,696

KRM 40,835 66,070 54,400

合 計 995,966 1,464,163 1,571,857
出典：CBS（2011 年センサス調査の暫定値は、非公式に入手） 

 

３－１－３ 産業・経済活動 

KMC の産業構成は、商業 21％、製造 19％、農業 9％、教育 6％、運輸 6％、宿泊・飲食 5％

で、加えて観光も同市の主要産業となっている。製造業はフォーマルセクターに属するものと、
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それ以外の家内工業的なもの（cottage industries）があり、ともに都市の内部と縁辺部で発達し

てきた。フォーマルな製造業としては、食品加工、飲料、家電、衣料品・カーペット、煉瓦・

建設資材、機械などがあり、それらの産業のために、1960 年代に KMC、LSMC の各１カ所〔バ

ラジュ及びパタン（Patan）〕に工業団地が整備された。工業団地以外では、製造業が主に主要

幹線道路（特にトリブヴァン・ハイウェイ、アルニコ・ハイウェイ）に沿って展開した。しか

し、政治的混乱と国民生活の不安定（ストライキの頻発、道路封鎖、法秩序の欠如などの影響）、

エネルギー、水供給、運輸交通などの貧弱なインフラ、及び環境汚染産業への反対による閉鎖

や域外移転などからフォーマルな製造業は縮小傾向にあり、新たな工業団地の整備もなされて

いない。一方、金属・鉛細工、カーペット・織物（パシュミナ、既製服）、伝統的食品加工・

保存、家庭用品〔木工品などの装飾品、絵画（仏画）〕などの家内工業については、一部が市

の縁辺部に移転したものの引き続き経済を支えている。 

製造業以外では、商業・ビジネス、運輸、観光関連サービス（ホテル、レストランなど）な

どその他幅広いサービス産業が増えている。また、インターネット、コンピュータ、通信など

の新たな商業サービスも出現している。 

 

３－１－４ 開発指標 

カトマンズ盆地に位置する 3 郡の主要開発指標は、表 2-14 に示すとおりである。 

 

表２－14 カトマンズ盆地に位置する郡の主な開発指標 

指標 
値 

カトマンズ郡ラリトプル郡 バクタプル郡

整備された飲料水源へのアクセス（％） 90.3 84.8 82.4

トイレ施設へのアクセス（％） 93.2 81.7 91.4

電気設備保有世帯比率（％） 97.6 88.0 98.4

調理用固形燃料使用世帯比率（％） 20.8 36.6 36.7

無線通信設備保有世帯比率（％） 80.6 80.6 73.4

人口 1,000 人当たりの電話回線（電話番

号の数） 
125.0 90.9 38.5

道路密度（1k ㎡当たり延長） 2.058 0.876 1.522

5 歳未満の子ども 1,000 人当たり急性呼

吸器感染症発生数 
92 141 67

5 歳未満の子ども 1,000 人当たり下痢発

生数 
80 110 46

3 歳未満の子ども 1,000 人当たり栄養失

調児数 
9.5 7.0 6.4

初等教育純就学率（％） 93.9 84.2 85.4

15～24 歳人口における識字率（％） 88.7 84.6 86.0

都市人口比率（％） 65.9 48.3 53.4

１人当たり開発予算支出（ルピー） 16,532 4,238 4,871

１人当たり通常予算支出（ルピー） 20,357 1,500 1,278

森林利用世帯（％） 6.37 15.33 17.37

保健機関密度（人口 1,000 人当たり） 3.48 3.77 4.25
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潅漑地域比率（％） 41.43 57.40 88.88

農業規模（ha／世帯） 0.24 0.29 0.22
出典：Intensive Study and Research Centre（2010） 

 

３－１－５ 土地利用 

（1）土地利用の概況 

カトマンズ盆地の土地利用は図 2-9 に示すとおりであり、5 市の中心部を中心に居住地・

商業地・公共施設用地（Institution）が分布し、その郊外に農村集落（Rural settlement）、農

村地帯、そして林地・緑地などが広がる。工業用地は、上述の KMC、LSMC のバラジュ

及びパタン工業団地のほか、BKM 北部の郊外に、比較的多く見られる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：ネパール「カトマンズ盆地交通管理及び道路計画」準備調査、2011 年 5 月 JICA 

図２－９ カトマンズ盆地の土地利用の状況 

 

（2）市街地の拡大 

カトマンズ盆地においては、1984～2000 年の間に市街地の面積が倍増したが、その顕著

な拡大は依然として続いている。KMC 及び LSMC においては、市域での市街化は既に相

当レベルまで進んでいることから、新たな市街地拡大の大部分は農村部（VDC の管轄区域）

で行われている。特に、近年、市内の土地を購入するほどには経済的余裕がない新規流入

層の旺盛な住宅需要を背景に、カトマンズ盆地の農村部では、かつてないほどの大量の宅

地開発や建物建設が多く見られており、2020 年までに盆地内の約 60％が市街化するとの

予想もある。また、市縁辺部においては、民間デベロッパーが電気・水道などを整備しつ

つ丘陵部を開発する動きが顕著であり、近年は集合住宅形式も見られる。カトマンズ盆地

での市街地拡大の状況は、図 2-10 に示すとおりである。  
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出典：ADB 

図２－10 カトマンズ盆地における市街化の進行の状況 

 

  

カトマンズ～バクタプル道路沿いに建

設中の建物 
KMC 郊外に建設中の集合住宅 

写真２－３ 郊外での建設ラッシュの状況 

 

農村部での開発は、土地利用計画や建設許認可手続きを無視し、かつ必要な道路・イン

フラ整備を伴わないで行われる傾向が顕著であることから、無秩序な市街化の進展により、

肥沃な農地の喪失や水資源の枯渇、インフラ（上下水道、道路など）の整備水準や整備効

率の問題を生じるとともに、ごみ処理の問題も深刻化することが懸念されている。 

民間デベロッパーが一定規模以上の宅地開発を行うためには、KVTDC に開発申請を行

い、許可（Planning Permit）を得る必要があるほか、IEE などが必要となる場合がある。

LSMC 環境局によると、IEE の承認申請に対しては、ごみ処理・処分の方法に関しても審

査の要件とするようにしているとのこと。 

衛星画像を用いて UN-HABITAT の支援にて作成された各市の市街地の状況は、付属資

料-9 に示すとおりである。市域に存在する宅地の多くは、住宅と商業などの混合市街地の
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状況を呈している。KMC や LSMC の中心部に近い住商併用建物には多くの流入人口が仮

居住し、建物の 1 階で商売を営みつつ、上の階は住宅や倉庫に使う傾向がある。スラムは、

おおむね市街地内にポケット状に取り残されたインフラ未整備地域（居住者は一般に市民

権、土地所有権を有す）に存在し、スクオッターは河川沿いの公共用地での不法居住が多

く見られる。 

 

３－２ カトマンズ盆地における廃棄物管理の状況 

３－２－１ カトマンズ市（KMC） 

（1）社会・経済の概況 

KMC によると、2011 年センサス調査の暫定値による 2011 年の人口は約 115 万人（非

公式に入手したデータでは、100 万 6,656 人）である。ただし、KMC によると、センサ

ス実施時に住民は正確な居住人数を答えない（少なく回答する）傾向があり、かつ人口

の流入が激しいため、実際はこれ以上の人口を有すると考えている。 

一方、KMC における主な工業に大きな変化はなく、バラジュ工業団地に主な工業が

集中している。 

 

（2）廃棄物管理に関する基礎データ・目標 

KMC によると、2011 年のごみ発生量を、定住人口から 345t/日、流動人口（Floating 

population）から約 35t/日、周辺 VDC から持ち込まれるごみ量を約 40t/日と推定してい

る。このほかに発生源で減量化されている量が約 50t/日、その他 5t/日とも推定しており、

合計で約 475t/日のごみが発生していると推定している。CKV 調査で設定したごみ発生

原単位（2011 年で 0.478kg/日/人）に、2011 年センサス調査の暫定値を掛け合わせて推

定すると約 480t/日となり、おおむね同様な値となっている。 

KMC では、テク中継基地及びシスドル処分場に設置したトラックスケールは、いず

れも故障などにより現在は稼働していないため、各施設へのごみ搬入車両数を容積別に

カウントすることによって、おおむねのごみ収集量（中継量、処分量）を推定している。

そのために、必ずしも正確な数値は把握していないのが実情であるが、約 9 割以上のご

みは収集できているとしている。 

なお、KMC として、CKV 調査で設定した目標以外に特に廃棄物管理に係る目標は設

定していない。 

 

（3）廃棄物管理に係る組織・体制 

1）組 織 

KMC の組織は、図 2-11 に示すとおりである。 
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出典：KMC 

図２－11 KMC の組織 

 

廃棄物管理は、環境管理局（Environmental Management Department）が担当しており、

具体的には同局の環境部（Environmental Division）廃棄物管理課（Solid Waste Management 

Section）、 終処分場管理課（Landfill Management Section）、及び機材課（Mechanical 

Section）が関係している。 

廃棄物管理に関係する職員の状況は表 2-15 に示すとおりで、清掃人（Sweeper）の数

が極めて多いが、現在では新規雇用は禁止されている。 

 

表２－15 KMC の廃棄物管理関係の職員数 

ポジション 職員数 

Department Head 1 

Division Chief 1 

Engineer/Officer 6 

Junior Engineer 5 

Administration Staff 37 

Metro Police 28 

Mechanics 30 

Driver 152 

Sweeper/Peon/Gardener 905 

Others 67 

合計 1,232 
出典：KMC 
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2）機 材 

KMC は、廃棄物管理に関連したさまざまな機材を保有しているが、そのうち、二

次輸送及び 終処分場の運用に係る機材は、表 2-16 に示すとおりである。 

 

表２－16 KMC の主な廃棄物管理に係る機材（二次輸送・最終処分） 

種類 台数・数 備考 

大型コンテナ輸送車（15m3） 17 日本からの無償供与 

大型コンテナ輸送車 6  

大型コンパクタートラック 7  

バックホーローダー 1  

チェインドーザー 2  

コンパクター 4  
出典：KMC 

 

なお、2010 年 8 月に中国政府から供与された機材は、「（4）一次収集・二次輸送の

状況」に示す。 

 

3）予 算 

廃棄物管理に係る予算は、下記のとおりである（詳細は、付属資料-10 参照）。 

- 2009/10：2 億 4,600 万ルピー 

- 2010/11：2 億 8,200 万ルピー 

- 2011/12：2 億 8,300 万ルピー 

- 2012/13：4 億 4,300 万ルピー（推定） 

 

4）制 度 

新廃棄物管理法の制定を受けて、KMC として廃棄物管理に係るガイドラインを作

成した。同ガイドラインには、市民や商業施設からのごみの排出（分別を含む）に係

る事項、ごみの収集方法、NGO、CBO など民間セクターの責務及び罰則に関する事

項が記載されている。同ガイドラインは、付属資料-11 に示すとおりである。 

また、MOE による Plastic Bag Regulation and Cotrol Directive 2011 を受けて、2011 年

11 月より、歴史・文化的地区〔パシュパティナート（Pashupatinath）、ボーダナート

（Boundhanath）、スワヤンブナート（Swambhunath）など〕で、20 ミクロン以下の黒

色のプラスティックバックの使用禁止キャンペーンを行っている。 

 

（4）一次収集・二次輸送の状況 

KMC では、戸別収集や集積ポイントを設置したごみ収集などさまざまなごみ収集方

法が導入されている。ごみの集積ポイントは、図 2-12 に示すとおりである。KMC の推

計では、約 5t/日以外のごみは収集できているとしている。 
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出典：CDIA 

図２－12 KMC のごみ一次集積所 

 

KMC のごみ収集は、市と民間セクターにより行われている。約 58 の NGO、CBO、

及び他の民間セクターが収集活動を行っており、約 30％のごみがこれら民間セクターに

より収集されている。民間による収集は、Ward 1、13、24 地区の全地域にて、Ward 2、

29 地区の約 50％、及び他の Ward の一部地区において、主に戸別収集が行われている。

民間セクターにより徴集されているごみ収集料金は、50～200 ルピー/月となっている。

道路清掃においても、約 15km が民間セクターにより行われているが、市職員数（特に、

清掃員）が多く急な民営化は難しいとしている。ただし、清掃員の新規雇用が制限され

ていることから、今後はその活用の機会は徐々に増加する方向としている。 

ごみ収集・運搬の機材としては、2010 年 8 月 27 日、中国政府からごみ収集車・輸送

車、コンテナ、ごみ箱などごみの収集・運搬用の機材と、道路清掃やし尿・下水用の車

両、及び救急車の供与を受けた。供与された機材は、表 2-17 に示すとおりである。 

 

表２－17 中国政府から供与された機材 

種類 台数・数 備考 

パッカー車 5  

覆蓋付きごみ収集車 50  

リフト機能付きごみ収集車 30  

大型コンテナ輸送車 6 二次輸送用 

大型コンテナ 36  

ごみ箱 4,000 240ℓ 

道路散水車 4  
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路面清掃車 2  

し尿収集車（バキュームカー） 2  

下水吸引車 2  

レッカー車 2  

救急車 5  
出典：KMC 

 

ごみ収集車両は、中国からの供与された車両数は、3 種類で合計 85 台にのぼり十分に

足りているとして、一部は使用せずに故障時や将来の代替車両として保管されている。

供与されたごみ収集車のうち 30 台はごみ箱を機械的に積み降ろしする機能（リフト機

能）を備えたごみ収集車で、同車両で機械的にごみの積み込みが可能なように、ごみ箱

4,000 個も供与された。しかし、ごみ箱を配置したところ、そこがごみの集積所となっ

てしまい周辺住民から苦情が出たこと、かつごみ箱の大半が盗難にあったため、現在、

ごみ箱は使用されていない。実際、中国政府は、機材供与を行うに際して、どのような

機材がどの程度必要となるかなどの事前の調査をすることはなかった。 

 

  

パッカー車 覆蓋付きごみ収集車 

 
 

リフト機能付きごみ収集車 大型コンテナ輸送車 

写真２－４ 中国政府から供与されたごみ収集車・輸送車 

 

二次輸送においては、中国政府から大型コンテナ輸送車が 6 台供与されたが、コンテ

ナの積み降ろし用アームなどに故障が多く発生している。アクセス道路の状態が悪いた

め、同部分に負担がかかることも一因となっている。修理に際しては、KMC として中

国政府（大使館）やメーカー（湖北程力专用汽车有限公司：HuBei ChengLi Special 

Automobile Co.,Ltd.）に直接問い合わせても、スペアパーツの調達ができない状況が続い
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ている。そのため、中国から供与されたコンテナ（36 台）はリフトアップができないた

め、使用されていない状態が続いている。 

 

 

 

使用されなくなったごみ箱 使用停止状態のコンテナ 

写真２－５ 中国政府から供与されたごみ箱とコンテナ 

 

かかる状況でテク中継基地では、日本から供与された二次輸送車と併せても二次輸送

能力が限られるとして、収集したごみの積み残しが生じている。本調査期間中では、中

国から供与されたごみ収集車も活用して対応がなされていたが、積み残されたごみを解

消するまでには至っていなかった。 

テク中継基地に設置したプラットフォームは、ごみ詰め替え時の飛散による周辺住民

からの反対、中国からの供与分を含む一部の一次収集車両・二次輸送車両のミスマッチ、

二次輸送車への積み替え時の圧縮（コンパクション）がしにくいなどの理由から、現在

は使用されていない。トラックスケールにおいても、約 1 年前から故障により稼働して

いない状態が続いている。テク中継基地の運用においては、テク中継基地で活動してい

た IWW は、中継基地周辺への住居の要求などにより紛争（ストライキ）が絶えなかっ

たため、中継基地内での活動が禁止された。これまで、二次輸送されるごみ量の削減に

寄与していた IWW の活動は、現在では、シスドル処分場で行われている。 

 

 

 

テク中継基地でのごみ積み替え作業 テク中継基地に積み残されたごみ 

写真２－６ テク中継基地の状況 
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CKV 調査の A/P で提案されたバラジュ（Balaju）中継基地の整備は、予定地が道路拡

幅のために削られ、現在の用地幅では中継基地として活用することは困難な状況となっ

ていた。 

ADB、ドイツ政府（旧 GTZ など）、SIDA が協調して進めている The Cities Development 

Initiative for Asia（CDIA）の一環として、2009 年 2～6 月に、ADB-T/A により KMC の都

市開発に関する調査が行われた。その 1 コンポーネントに廃棄物管理が含まれており、

テク中継基地の改良やバラジュ公園付近での新規中継基地の整備に関する調査報告書

が作成されている。 

同報告書で提案されているテク中継基地の改良計画案は図 2-13 のとおりであり、比較

的大容量のごみを積み替えるために既存プラットフォームにごみの飛散防止を行うこ

とと、小型車両からのごみを積み替える施設を既存中継基地内に整備する案が提案され

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：CDIA 

図２－13 CDIA で提案されたテク中継基地の改良案 
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なお、CDIA ではビシュヌマティ（Bishnumati）川沿いに道路設置・拡幅計画（Bishnumati 

Link Road）が提案されている。現在のテク中継基地への車両は道幅が狭いバンダールマ

ルグ（Bhandhar Marg）を通過しているが、Bishnumati Link Road ができた場合には同ル

ートを活用することが可能なため、ビシュヌマティ川に架かるタクドバン（Taku Dobhan）

橋の改良と併せて同計画の推進が望まれる。 

一方、バラジュ公園付近での新規中継基地は、図 2-14 の位置にバラジュ（北）中継基

地として提案がなされている。テク中継基地と同様に、大型車両からのごみを詰め替え

るプラットフォームと、小型車両から詰め替えるプラットフォームの 2 カ所に提案がな

されている。ただし KMC は、同場所も周辺住民の反対などが想定され設置は難しいと

の見解をもっている。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：CDIA 

図２－14 CDIA で提案されたバラジュ中継基地（北）の位置 

 

（5）機材ワークショップの状況 

機材のメンテナンスは、テク中継基地に近接する機材ワークショップで実施されてお

り、ワークショップの運営状況は以下に示すとおりである。現状の敷地のままでは、機

材の設置、管理場所、十分な作業スペースがなく、抜本的な改善が難しい状況である。 

・重機や二次輸送車の大型機材の修理・メンテナンスは場所の都合もあり、メインの

ワークショップとは離れた場所（テク中継基地に隣接）で行われている。 

・機材はメンテナンスよりも問題が起きてから修理により対応する状況となっている。 
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・ワークショップは非常に狭く、修理待ち機材にて溢ふれている状況である。機材が

不足し修理に時間を要すことが、修理待ち機材で溢ふれかえる状況を引き起こす悪

循環となっている。 

・稼動 20 年近い重機のエンジンやギヤをオーバーホールするなど、修理・メンテナ

ンスの技術は高いと評価できるが、機材不足により修理に時間を要している。修理

の遅れはサービスの遅れと作業員の手待ちにつながり、廃棄物収集などの作業の効

率性を阻害している。 

・ボディ修理や二次輸送車のサスペンション修理は、外部委託している。 

・中国から供与された機材においては、スペアパーツがなく（入手できない）、エン

ジンの電子制御燃料噴射（Electronic Fuel Injection）システムをメンテナンスする機

材がないため、メンテナンス上の問題をもたらしている。 

 

（6）中間処理・ごみ減量化の状況 

KMC では、廃棄物管理課（Solid Waste Management Section）にあるコミュニティ参加

促進ユニット（Community Mobilization Unit）が中心となって、さまざまなごみ減量化に

関する活動を行っている。例えば、代表的な活動は下記のとおり。 

・Ward No. 9 Rato Pool にて、コミュニティコンポストを実施中（約 225 世帯と対象と

しており、750kg/月のコンポストを製造中）。 

・Ward No 21 ハリガオン（Harigaon）にて、小規模 Compost Plant の設置とリサイク

リングセンターを運用中。 

・これまで約 6,000 個のコンポストビンを配布（2010 年度は 1,500 個）。 

一方、テク中継基地のミミズコンポストは、大雨の際にミミズが死滅し、その後は再

開していない。コンポストチェンバーも、分別したごみの輸送ができず中断したままの

状態となっている。 

なお、A/P で SWMTSC が設置すると計画していた大型ごみ減量化施設は、HLCSWM

の動きがあるものの実現するには至っていない。 

 

（7） 終処分の状況 

シスドル処分場は 2005 年 6 月 5 日～2009 年 8 月 30 日までに運用し、その後、アレタ

ール処分場に移動し、2009 年 8 月 31 日～2011 年 7 月 16 日まで運用した。アレタール

処分場が満杯になった 2011 年 7 月 17 日からは、再びシスドル処分場で埋め立てを行っ

ている。今後は、シスドル処分場を拡張して活用する予定である。 

SWMTSC により新しいアクセス道路が計画されており、同道路が完成すれば約 5km

の距離短縮になるので、KMC として期待している。 

新廃棄物管理法では、地方自治体が 終処分場の設置（処分場用候補地の選定、用地

の確保を含む）、運営の責任を有することになるので、2012 年度（2012 年 8 月以降）は、

予算手当から含めて KMC が行う必要がある。ただし、2011 年度は移行期であるとして、

処分場設置に係る予算措置は SWMTSC が行い（運用は、もともと KMC が実施）、2012

年度その予算は KMC に移管されることになっている。 

処分場周辺の住民への補償費用は SWMTSC が予算措置を行うが、その執行は DDC を



 

－45－ 

通じて行っているので、KMC としては、直接そのハンドリングを行うことにはならな

いと認識している。 

 

（8）住民の啓発の状況 

コミュニティベースの 3R に関連した活動を継続しており、TV 番組での啓発も継続中

である。Community Mobilization Unit（CMU）としては、2011 年度は 3 クロール（3,000

万）ルピーの予算であったが、2012 年度は 4 クロール（4,000 万）ルピーを要求してい

る。ビデオ教材などを作成済みで、2012 年度に Environmental Resource Center の設置も

予定している。 

Baba プログラムを継続しており、これまで 55 の Nature Club を組織したが、Ward 

Environmental Committee（WEC）は、それに代わる活動組織があるとして組織化は行わ

ないことになった。 

なお、首相の呼びかけで、KMC では総計 10 万人のボランティアを動員する大規模な

クリーンアップキャンペーンの実施を 2012 年 4 月に予定している。ボランティアは、

政府系機関、軍、警察、ネパール商工会議所、ロータリークラブ、ライオンズクラブ、

NGO、学校のほか、各一般家庭からも参加を呼びかける予定である。 

 

（9）アクションプラン（A/P）の実施状況 

CKV 調査で策定した A/P の実施状況は、付属資料-12 に示すとおりである。 

 

３－２－２ ラリトプル市（LSMC） 

（1）社会・経済状況 

2011 年センサス調査の非公式に入手した暫定値では、22 万 3,285 人であるが、KMC

と同様に、同数値以上の人口がいると推定している。 

LSMC では、住宅や民間デベロッパーによる集合型住宅の建設ラッシュとなっており、

特にリングロード外側で著しくなっている。一方、LSMC における主な工業に大きな変

化はなく、パタン工業団地に主な工業が集中している。 

 

（2）廃棄物管理に係る基礎データ・目標 

CKV 調査で設定したごみ発生原単位（2011 年で 0.478kg/日/人）に、2011 年センサス

調査の暫定値を掛け合わせて推定すると、LSMC で発生しているごみ量は、約 100t/日と

推定される。これは、下記に示す LSMC が推定するごみ収集量と比較して大きな値とな

っているが、発生源でのごみ減量化効果を見込むと、おおむね、LSMC の推定するごみ

量に近い値となる。 

実際、LSMC には具体的にごみ量を計測するトラックスケールがないため、車両台数

から収集ごみ量を推定している。市が収集を行っているごみ量に関しては、各車両の容

量から見積もることは可能だが、民間セクターが収集している分に関しては推定の域を

出てないのが実情である。現在のところ、民間セクターが収集している分を約 30t/日と

推定しており、市が収集しているごみ量と合わせて、収集しているごみ量を約 65～75t/

日と見積っている。なお、LSMC としては、人口増加が激しいが、発生ごみの増加量は
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比較的抑えらているととらえており、ごみ減量化活動の効果があったと考えている。 

なお、LSMC として、CKV 調査で設定した目標以外に特に廃棄物管理に係る目標は設

定していない。 

 

（3）廃棄物管理に係る組織・体制 

1）組 織 

LSMC の組織は、図 2-15 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
出典：LSMC 

図２－15 LSMC の組織 

 

廃棄物管理は、環境課（Environmental Section）が担当しており、同課には、Sanitation 

Sub-section 及び Mechanical Sub-section がある。また、コミュニティベースの廃棄物管

理に関する活動においては、社会福祉部（Social Welfare Division）のコミュニティ開

発課（Community Development Section）と共同で活動を行っている。 

環境課の職員の状況は、表 2-18 に示すとおりである（コミュニティ開発課を除く）。 
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表２－18 LSMC における廃棄物管理関係の職員数 

ポジション 職員数 

Section Chief 1 

Section Officer 1 

Office assistant（1st） 1 

Office assistant（2nd） 2 

Jachaki（Supervisor） 1 

Head of Driver 1 

Driver 20 

Mechanics 2 

Assistant Mechanics 3 

Technical helper 2 

Naike 6 

Sweeper/Peon/Gardener 150 

合計 190 
出典：LSMC 

 

2）機 材 

LSMC が保有する廃棄物管理関係の機材は、表 2-19 に示すとおりである。 

 

表２－19 LSMC における廃棄物管理関係の機材 

機材 数 備考 

大型コンテナ輸送車（15m3） 4 日本からの無償供与 

中型ダンプトラック（3.5m3） 12  

トラクター（2.3m3） 2  

ジェットマシーン 2  

バックホーローダー 2 JCB 

小型コンテナ（4.5m3） 1  
出典：LSMC 

 

3）予 算 

LSMC の廃棄物管理に関連する予算は、表 2-20 に示すとおりである。 

 

表２－20 LSMC における廃棄物管理関係の予算（x103ルピー） 

年度 
事務所

経費 
燃料 

車両 

メンテ

ナンス

処分場

開発 

代替処

分場 

環境改

善 

コンポ

ストビ

ン購入 

合計 

2063/64 0 0 0 1,000 836 0 955 2,791

2064/65 0 9,650 1,500 1,031 817 0 0 12,998

2065/66 638 10,488 1,744 0 1,039 720 77 14,707

2066/67 1,177 9,298 1,067 701 1,494 346 28 14,110

2068/69 

（要求） 

1,500 14,712 5,008 1,000 1,870 750 800 25,640

出典：LSMC 
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4）制 度 

LSMC として、新廃棄物管理法に基づくなど独自に廃棄物管理に係る制度は設けて

いないが、新たに大型集合住宅などの建築許可申請があった場合には、廃棄物管理の

実施方法に関しても審査の要件としている。 

また、KMC とプラスティックフリー（プラスティックバックの使用禁止制度）の

導入に関して話し合いを行っており、動物園での使用禁止を宣言した。 

 

（4）一次収集・二次輸送の状況 

ごみの一次収集は、市、主要な NGO（4 団体）及びその他小規模な団体（約 8～10 団

体）により行われており、図 2-16 に示すとおり市中心部は民間セクター、リングロード

の外側は市が収集を行っている。世帯数ベースでは、約 25％を市が収集している。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：LSMC 

図２－16 LSMC における民間セクターによるごみ収集区域 

 

主要な NGO は、NEPCEMAC、WEPCO、NEPCO などで、NEPCEMAC は収集したご

みをシスドル処分場へそのまま輸送している。市は無償でごみを収集しているが、民間

セクターは 100 ルピー/台所/月を徴収している。KMC がごみ収集料金（Tariff）を設定し

た場合には、できれば同じ料金設定が望ましいと考えている。 

市が行っている収集では 20 年以上前の収集車両（重機は 15 年前）を使用しており、

車両の不足が深刻で、毎日メンテナンス作業が必要な状況となっている。LSMC として、

KMC に中国政府から供与されたごみ収集車の予備の車両の提供を申し出ているが、対
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中国のこともあるため実現には至っていない。 

ごみの二次輸送に際しては、バルクマリの環境局敷地に収集したごみが持ち込まれて

おり、そこで二次輸送車への積み替えがなされている。バルクマリの環境局敷地は、さ

ながら暫定的な中継基地となっている。ただし、周辺住民からの苦情により活動時間を

限定され、朝 11 時までにはごみの詰め替え作業を終えることとしている。なお、環境

局敷地では、約 10～15 名の IWW による有価物の回収活動も認めている。 

 

 

 

バルクマリでのごみ積み替え作業 バルクマリでの有価物回収 

写真２－７ バルクマリ環境局敷地の状況 

 

A/P で提案されたアファドル（Afadol）での中継基地設置の計画は、CKV 調査のとき、

IEE の実施や用地確保のためのフェンス設置、地元住民とも協力関係を構築したが、現

在は断念した状況である。バグマティ川へのごみ投棄禁止という 高裁の勧告に対し、

明確ではないものの、LSMC として、ごみの中継のための活動も禁止するものとの理解

に至ったためである。 

二次輸送車は日本から供与された大型コンテナ輸送車が 4 台あるのみで、1 台でも故

障すると二次輸送容量が不足する状況が続いており、LSMC としては、もう 2 台程度必

要と考えている。 

 

（5）中間処理・ごみ減量化の状況 

LSMC において、ごみの減量化に関して、さまざまな取り組みがなされている。ホー

ムコンポストの普及・促進に向けては、SWMTSC からホームコンポスト用ビンの提供

を受けて、配布を継続している。2010 年度は、SWMTSC から 100 個のホームコンポス

トビンの提供を受けて、750 ルピー/個で配布した。 

バルクマリの環境局敷地内では、秋田キャンパスネット（Akita Campus Net）などの

支援を受けてコンポストを実施中である。2010 年 4 月には、JOCV の協力の下、高倉方

式のコンポストを推進する活動を行った。また、ADB-T/A（Capacity Building for Waste 

Management）におけるパイロット活動として、ティカタリ（Tikathali）（VDC 管轄区。

2011 年にアレタール処分場へのごみ運搬が中断した際に、ごみ投棄場とした場所）に、

小規模なコンポスト施設の設置に係る計画が策定される予定である。同コンポスト施設

には、分別収集された有機ごみが持ち込まれる予定である。 



 

－50－ 

ごみの分別においては、Ward 13 と 22 地区をごみの分別地区として指定し、分別収集

を開始する予定である。約 2,500 世帯を対象に分別用バケツ（緑-有機、赤-無機）を配

布中で、既に 2,000 セットの配布を終えている。収集は、有機ごみとそれ以外を別々の

車両で行うこととしている。これとは別に、NGO も独自に分別収集を進めている。NGO

の分別用バケツは、SWMTSC から供与された 1,200 セットを活用し、NEPCEMAC に 600

セット、WEPCO に 400 セット、NEPCO に 200 セットを提供している。また、JOCV の

働きかけにより、KOICA と共同で Ward 20 地区にてごみの分別活動を行った。その際、

JICA から 25 万ルピーの供与を受けている。 

2009 年 9 月 23 日、MOF から KOICA に、EACP と称して三つのプロジェクトの実施

承認が下りており、そのうちの一つが「Waste to Energy Facilities（RDF Manufacture）

Construction Project」である。2009 年 12 月までに ENVICO/KEMCO により、RDF 

Manufacture 建設に係る M/P、F/S、IEE、B/D・D/D 調査が行われている。IEE は、2009

年 11 月 28 日に MOLD より承認を受けている（EIA は必要ない）。予定地は図 2-17 に示

す Ward 4 地区のアファドルで、日本国政府が無償資金協力で太陽光発電施設を設置した

下水処理施設予定地の南側に位置している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典： Feasibility Study, Waste-to – Energy Facilities （ RDF 

Manufacture）Construction Project in Lalitpur City, Nepal, 
2009.12, ENVICO/KEMCO 

図２－17 RDF Manufucture プラントの予定地 
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F/S 調査報告書によると、施設の処理規模は 30 t/日（3.75 t/時）、事業費は約 38 億韓国

ウォン（約 2 億 7,000 万円）である。LSMC によると、既に用地取得の手続きに入って

おり、周辺住民からも大きな反対はないとのことである。調査の実施過程では、同プロ

ジェクトのプロモーションのため、KMC 職員を含む 22 名が韓国に招待されている。 

一方、HLCSWM に関する動きとしては、MOLD と選定されたグループとの間で MOU

が締結されている。SWMTSC やラリトプルの CEO は、Witness としてサインしている。

ただし、具体的な事業内容や責任分担などは明確になっていない。 

 

（6） 終処分の状況 

LSMC としてバグマティ川へのごみ投棄は中止しているが、民間セクターの一部が夜

間などに投棄している可能性がある。現在、シスドル処分場へは約 40t/日のごみ輸送し

ている。LSMC として、シスドル処分場へはホイールローダー（1 台）を提供している

ほか、ガード 1 名を LSMC が雇用している。 

 

（7）住民の啓発の状況 

女性グループにおいては、ここ 5 年間で 60 団体から 120 団体に増加している。3R に

関連したトレーニングやコンポスト作りなどについて、他のグループへもトレーニング

を行うなど活動が拡大している。また、プラスティックバックや牛乳パック、古着のリ

サイクル・リユースに関する取り組みも行われている。 

CKV 調査でも住民の啓発、行動変容パイロット活動において、Nature Club の組織化

に従事した ECCA（NGO）の支援にて、学校に 9 団体の Nature Club を組織化した。2012

年 2 月にも、環境意識の啓発のため street drama を行っている。このほか、学校でのオ

リエンテーションや環境教育キャンプ、（環境の日の）イベントなどを行っている。 

LSMC としては多くの活動を行っているが、住民の啓発には多くの予算を要しており、

担当者として議会の承認を得るのに苦労しているとのこと。 

 

（8）アクションプラン（A/P）の実施状況 

CKV 調査で策定した A/P の実施状況は、付属資料-13 に示すとおりである。 

 

３－２－３ バクタプル市（BKM） 

（1）社会・経済状況 

BKM では、2011 年の人口を過去の人口の伸び率から約 10 万人と推定している。一方、

非公式に入手した 2011 年センサス調査の暫定値では、8 万 3,893 人となっている。 

BKM では、ネパール全国での増加などにもより観光客は増加傾向にあり、 近では

ゲストハウス数が約 10％増加している。また、新規の工場の立地なども見られ、これら

の施設からのごみの発生が見込まれる。 

 

（2）廃棄物管理に係る基礎データ・目標 

BKM は、CKV 調査以降、サンプル的なごみ量調査を行っているのにすぎないが、現

在のごみ発生量を約 28t/日と推定している。このうち、26t/日を収集しているとしている
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（2t/日が未収集）。 

CKV 調査で設定したごみ発生原単位（2011 年で 0.363kg/日/人）に、2011 年センサス

調査の暫定値を掛け合わせて推定すると、BKM で発生しているごみ量は、約 30t/日であ

り、BKM の推定値とほぼ同様である。 

廃棄物管理の目標は、CKV 調査で設定した管理率を用いている。 

 

（3）廃棄物管理に係る組織・体制 

1）組 織 

BKM の組織は、図 2-18 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：BKM 

図２－18 BKM の組織 

 

廃棄物管理は、環境課（Environmnetal Section）が担当しており、その傘下の廃棄物

管理係（Waste Management Seb-section）、機材ユニット（Mechanical Unit）、及びごみ

減量ユニット（Waste Minimization Unit）が関与している。また、コミュニティベース

の活動の促進においては、社会福祉課（Social Welfare Section）のコミュニティ参加促

進ユニット（Community Mobilazation Unit）と協力して行っている。ただし、上記組

織は 2 年前に組織開発が検討されて提案された新組織なものの、実際は旧組織のまま

の運用が続けられている。 

現在廃棄物管理に従事する人員は、City inspector 及び Ward inspector を含めて合計

175 名で、その内訳は表 2-21 に示すとおりである。 
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表２－21 BKM における廃棄物管理関係の職員数 

ポジション 職員数 

City inspector 1 

Ward inspector 2 

Sweeper（Contract base） 57 

Sweeper（Employment base） 36 

Waste picker 38 

Waste loader 20 

Landfill 8 

Diriver 13 

合計 175 
出典：BKM 

 

2）機 材 

BKM として現在保有している廃棄物管理関係の機材は、表 2-22 のとおりである。 

 

表２－22 BKM における廃棄物管理関係の機材 

機材 数 備考 

ダンプトラック（Tipper） 2  

ピックアップ・バン 12  

トラクター 1  

小型トラック 5  

手押し車（Hand cart） 88 三輪車 

Kharpan 30 肩がけバケツ 

バックホー・ローダー 1  

チェイン・ドーザー 1  

エクスカベーター 1  

コンポスト・ヤード 1  

紙のリサイクル施設 1 GTZ の支援で設置 
出典：BKM 

 

3）予 算 

BKM における廃棄物管理に係る予算は表 2-23 のとおりで、予算が増加した特別な

理由はないが、燃料費や報酬の上昇に従い市の予算自体も増加している。 

 

表２－23 BKM における廃棄物管理関係の予算及び支出 

年度 予算 支出 備考 

2064/65 28,500,000 24,334,839  

2065/66 46,100,000 30,412,825  

2066/67 49,200,000 46,199,531 Tipper 調達 

2067/68 39,100,000 31,284,661  

2068/69 53,700,000 -  
出典：BKM  
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4）制 度 

BKM として、新廃棄物管理法などに基づく廃棄物管理に係る独自の制度はない。 

 

（4）一次収集・二次輸送の状況 

ごみの収集においては、図 2-19 に示すとおり新市街地に対して収集区域を拡大してお

り、新規に収集車両が必要となっている。 

 
 

2004 年のごみ収集区域 2012 年のごみ収集区域 

出典：BKM 

図２－19 BKM のごみ収集区域 

 

Ward 7、12、14、16 地区では、車両を用いたホイッスル収集を行っているため、特に

ごみの集積ポイントを設置するようなことはしていない。ごみ収集料金としては、下記

のとおり徴収している。 

- Party Place ：500 ルピー/月 

- ゲストハウス：500 ルピー/月 

- 一般家庭 ：36 ルピー/台所/年 

収集において民間セクターを活用していない。かつて地元 NGO からプロポーザルを

受けたことがあるが、採用しなかった。一方、Sweeping においては、Ward 12 地区で民

間と契約しており、BKM として資機材を提供している。 

 

（5）中間処理・ごみ減量化の状況 

CKV 調査時に導入した分別収集を継続・拡大している。CKV 調査では、Ward 14（60

世帯）と Ward 17（100 世帯）地区で導入したが、その後、Ward 2（81 世帯）、Ward 4（17

世帯）、Ward 15（211 世帯）地区に区域を拡大している。分別収集区域ではコミュニテ

ィグループを組織し、戸別収集を行っている。分別のために、各戸に緑・赤のバケツを

約 500 セット配布した。CKV 調査で作成した分別のためにトレーニングマニュアルを活

用している。 

しかし、当初市街地にあったコンポスト・ヤードは、大雨のときのごみの腐敗による

悪臭問題で周辺住民から苦情が出たため、3～4 年前から使用を中止している。ごみの
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終処分に苦慮していた際にウインドローを高く盛り上げたが、雨期に腐敗が進み悪臭を

放ったことが原因であった。 

そこで、数年前のごみ投棄場の跡地であるサッラガリ（Sallaghari）（下水処理場の脇）

にコンポスト・ヤード（Shed）を設置した。分別収集したごみは、本ヤードに運搬して

いる。処理規模は約 80t/年で、できたコンポストは 200 ルピー/t で農民に販売している。

ガラスの混入がなく品質が良いので、農民の要求は大きい。2012 年、Ward 2 及び 6 地区

に新たにコンポスト・ヤード（Shed）の設置を計画している。 

 

 

 

サッラガリにおけるコンポスト・ヤー

ド 

コンポスト・ヤードで作られている

コンポスト 

写真２－８ サッラガリにおけるコンポスト・ヤード 

 

コンポストビンの配布も継続している。2009 年に 200 個、2010 年度には 65 個を配布

済みである。SWMTSC に 2 年前に要求し、2011 年度 200 個を受け取った。原価は 2,400

ルピーだが、BKM が 50％（1,200 ルピー）の補助を行っている。コンポストビンを使用

している世帯でも、ごみ収集料金は変わらない。 

有価物の回収・売却においては、市が直接行うのでなく、Informal sector が実施して

いる。現在のごみ投棄場（Tatali）には 3 名の IWW がいて、有価物を回収している。ペ

ットボトルにおいては、2～3 年前はマーケットがなく回収されていなかったが、現在は

回収されている。ちなみに、約 2～3 ルピー/ボトル、カートンは約 8 ルピー/t である。 

かつて（CKV 調査以前）GTZ の支援で設置された紙のリサイクル施設は、まだ稼働

している。 

 

（6） 終処分の状況 

A/P で提案したタイカブ（Taikabu）処分場においては、候補地は現在も農地だが、地

元住民の反対は根強い。CKV 調査のときにも、EIA 手続きがストップしたり、用地取得

のために政府〔SWMRMC（当時）〕は 2 クロールの予算を確保したが、反対で予算を執

行できなかった。 

タイカブ処分場設置の見通しが立たないことから、現在は、収集したごみはタタリ

（Tatali）VDC の Ward 8 地区（Khwopa Engineering Collage の近く）の低地に投棄してい

る。現地では、エクスカベーターを用いた簡単な覆土や、害虫発生防止剤の散布を行っ

ているが、浸出水は処理しておらず、ガス抜き管も設置されていない。本サイトは、比
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較的低地にある農地であったため、土地の所有者から嵩上げのためにごみの投棄を要請

されたもので、民間の土地である。ごみ投棄の終了後は土地を返還し、所有者は農地と

して再度利用することとしている。本サイトは約 2 カ月から使用を開始し、残り約 6～7

カ月使用可能と見込まれているが、その後、新たなごみ投棄場を見つける必要がある。 

 

  

タタリ VDC におけるごみ投棄場 タタリ VDC におけるごみ投棄場 

写真２－９ タタリ VDC におけるごみ投棄場 

 

なお、タタリ VDC にてごみ投棄を行う以前は、サッラガリ（政府の土地）で約 1 年

ごみを投棄していた。またそれ以前は、シパドル（Sipadol）VDC（BKM 南約 1.5km）

及びチョンガガネーシュ（Chongaganesh）（Ward 17 地区）を併用してごみを投棄してい

た。シパドルは斜面であったが、地元住民から埋め立てたうえで道路の設置要望があっ

たために投棄場として使用したものの、雨期にはアクセスが悪くなるため Chongaganesh

と併用した。これら投棄場は、覆土と斜面崩壊を防ぐための蛇籠を設置して閉鎖を行っ

ている。 

BKM としては、市内に 終処分場を設置するのは困難なため、周辺の VDC ないし市

（バネパ、ドリケルなど）との共同開発も視野にいれて処分場の設置を模索したい意向

を有しているが、具体的な見通しは立っておらず、場合によっては、バンチャレダンダ

処分場の利用も検討している。 

 

（7）住民の啓発の状況 

上記のとおり、分別収集区域の拡大に際して、分別に向けた啓発、トレーニングを行

っている。 

 

（8）アクションプラン（A/P）の実施状況 

CKV 調査で策定した A/P の実施状況は、付属資料-14 に示すとおりである。 

 

３－２－４ ティミ市（MTM） 

（1）社会・経済状況 

MTM では、2011 年の人口を、過去の人口の伸び率から約 6 万 2,000 人と推計してい

る。一方、非公式に入手した 2011 年センサス調査の暫定値では、8 万 4,259 人となって
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おり、大きく異なっている。カトマンズ～バクタプル道路拡幅の影響も大きく、人口の

増加が著しいことから、実際は、2011 年センサス調査の暫定値に近い人口を有している

可能性がある。 

工場や商業施設においても、拡幅されたカトマンズ～バクタプル道路沿いを中心に、

増加が著しくなっている。 

 

（2）廃棄物管理に係る基礎データ・目標 

MTM は、CKV 調査以降ごみ量調査を行っていないが、現在、約 17t/日のごみが発生

していると推定している。そのうち、約 2t/日はコンポスト作りに活用されているが、約

4t/日は未収集で、空き地などに投棄されていると推定している。 

CKV 調査で設定したごみ発生原単位（2011 年で 0.306kg/日/人）に、2011 年センサス

調査の暫定値を掛け合わせて推定すると、MTM で発生しているごみ量は約 26t/日と推

定される。MTM の推計値と異なるが、これは主に推定人口が異なることに起因してい

る。実際の人口が 2011 年センサス調査の暫定値に近い場合には、MTM が推定する以上

に、未収集のごみが空き地などに投棄されている可能性がある。 

なお、廃棄物管理に係る目標は、CKV 調査時に設定した目標を用いている。 

 

（3）廃棄物管理に係る組織・体制 

1）組 織 

MTM の組織は、図 2-20 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典：MTM 

図２－20 MTM の組織 

 

廃棄物管理は、コミュニティ開発及び廃棄物管理課（Community Development and 

Solid Waste Management Section）の廃棄物管理係（Solid Waste Management Sub-section）

が担当しており、必要に応じて計画及び技術課（Planning and Technical Section）が技

術的な支援を行っている。 

現在、廃棄物管理を担当している職員は 2 名、清掃員（sweeper）12 名、ドライバ

ー1 名である。  
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2）機 材 

MTM が廃棄物管理のために保有している機材は、表 2-24 に示すとおりである。 

 

表２－24 MTM における廃棄物管理に係る機材 

機材 数 備考 

ダンプトラック（8t） 1  

Rickshaw 4  

手押し車（hand cart） 27  

バイオガス・プラント 1 UNEP などの支援で設

置 

コンポストチェンバー 4 稼働停止中 
出典：MTM 

 

3）予 算 

人件費（職員の給与）を含まない廃棄物関連の予算は、表 2-25 に示すとおりである。

2065/2066（2008/2009）年度には、ごみの収集・運搬用ダンプトラックの調達のため

に、165 万ルピーの予算を確保した。 

 

表２－25 MTM の廃棄物管理に係る予算と支出 

年度 予算（ルピー） 支出（ルピー） 

2063/64 2,000,000 1,110,251 

2064/65 2,495,000 1,719,830 

2065/66 2,442,000＋1,650,000（ダンプ

トラックの調達） 

1,154,706＋1,605,000（ダンプ

トラックの調達） 

2066/67 2,970,000 1,435,842 

2067/68 3,300,000 1,542,441 

2068/69 3,680,000 - 
出典：MTM 

 

4）制 度 

MTM として、新廃棄物管理法などに基づく独自の制度はないが、カトマンズ盆地

内での協力関係としては、コミュニティの廃棄物管理に係るトレーニングなどを行う

際に、リソースパーソンの交換を行っている。 

 

（4）一次収集・二次輸送の状況 

2065/2066（2008/2009）年度に、ごみの収集・運搬のためにダンプトラック（Tipper、

8t）を 1 台購入した。市が収集したごみは、CKV 調査時にタイカブ処分場ができるまで

の暫定的な措置として開始したテク中継基地への搬入を継続している。テク中継基地に

は毎日運搬しており（1 日 2 トリップ）、無償でごみを受け入れてもらっている。 

MTM として 12t/日のごみを収集しており、約 8t/日は市が収集し、残り約 4t/日は民間

セクターが収集している（民間セクターの収集量は推定）。民間セクターは収集したご

みを独自にシスドル処分場に搬入しているが、雨期で運搬が難しい場合には、テク中継
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基地に持っていくこともある。 

現在、収集活動を行っている民間セクターは下記の 4 団体で、ほか CBO や地元グル

ープ（ユースグループなど）も参加している。 

- NEPCEMAC 

- Nepal Fulbari Pradushan Niyantran Kendra 

- Kumari Cleaning Service 

- Home International Cleaning Service 

民間セクターのごみ収集においては、 低、200 ルピー/世帯/月のごみ収集料金を徴収

しており、大型の施設などでは、500～1,000 ルピー/施設/月が徴収されている。MTM と

して、民間セクターの活用に関するガイドラインを作成している。 

 

（5）中間処理・ごみ減量化の状況 

MTM では、ホームコンポストやプラスティックの分別回収などを積極的に拡大して

いる。コンポストビンは、2010 年度 45 個を配布した。配布に際しては、ビンの定価 2,000

ルピーに対し、市は 50％（1,000 ルピー）の補助金を出している。MTM では新規建物の

建築が多くなってきているが、建築確認許可の条件（Building Completion Conditions）と

して、コンポストビンの配置・使用を指導している。 

プラスティックの回収のためには、50 セットの Suiro を無償で配布した。市としてシ

ードマネー（seed money）を提供し、コミュニティや女性グループが独自にプラスティ

ックの分別収集・売却の活動を継続できるようにしている。 

一方、市がかねてから所有するコンポストチェンバーは、いまだ使用できていない状

況が続いている。MTM としては、住民の協力を得て活用したい意向を有しており、コ

ンポストチェンバーの運用に関してコミュニティと調整中で、2011 年度、運用に向けた

予算手当も行っている。 

UNEP/SEED Nepal などの支援により、有機ごみからバイオガスを抽出するプラントを、

2010 年 9 月にデモンストレーションとして設置した。プラントは、インド・プネ MAIL 

HEM 社製で、200kg/日のキャパシティがある。設置費用は約 120 万ルピー（80 万イン

ド・ルピー）であった。ごみは、野菜市場から持ってきており、約 200kg のごみから約

4～5kg のバイオガス生産が可能としている。運用マニュアルも作成されており、本プラ

ントの稼働がうまく行った場合、MTM としては、より大型のプラントを設置したいと

考えている。 
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MTM におけるバイオガス・プラント MTM におけるバイオガス・プラント

写真２－10 MTM におけるバイオガス・プラント 

 

（6） 終処分の状況 

タイカブ処分場の設置のめどがたっていないため、 終処分場の設置に係る具体的な

検討は進んでいない。テク中継基地やシスドル処分場に持ちこんでいるごみ以外は、空

き地や谷間に投棄しているのが実情である。 

 

（7）住民の啓発の状況 

ホームコンポストやプラスティックのリサイクルなどに関連して、コミュニティや女

性グループに対してさまざまなトレーニング、啓発活動を行っている。 

一般的な啓発活動としては、バクタプル（Bakutapur）FM で、週に 1 回（7～8pm）、

環境に関する啓発番組を放送している。 

 

（8）アクションプラン（A/P）の実施状況 

CKV 調査で策定した A/P の実施状況は、付属資料-15 に示すとおりである。 

 

３－２－５ キルティプル市（KRM） 

（1）社会・経済状況 

KRM では、2011 年の人口を過去の人口の伸び率から約 5 万人と推定している。一方、

非公式に入手した 2011 年センサス調査の暫定値では、6 万 6,070 人となっており、暫定

値の方が大きくなっている。KRM 自体も、人口増加率は全国平均より大きいと見込ん

でいるが、人口の伸びは KRM の推定よりも大きい可能性がある。 

 

（2）廃棄物管理に係る基礎データ・目標 

KRM は、CKV 調査以降ごみ量調査を行っていないが、現在、約 15t/日のごみが発生

していると推定している。一方、CKV 調査で設定したごみ発生原単位（2011 年で 0.306kg/

日/人）に、2011 年センサス調査の暫定値を掛け合わせて推定すると、KRM で発生して

いるごみ量は、約 20t/日と推定される。主に推定人口が異なるためであるが、実際の人

口が 2011 年センサス調査の暫定値に近い場合には、KRM が推定する以上に、ごみ発生
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量がある可能性がある。 

なお、廃棄物管理に係る目標は、CKV 調査時に設定した目標を用いている。 

 

（3）廃棄物管理に係る組織・体制 

1）組 織 

KRM の組織は、図 2-21 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：KRM 

図２－21 KRM の組織 

 

廃棄物管理は、社会福祉課（Social Welfare Section）の公共衛生・環境及び清潔係（Public 

Health、Environment and Cleanliness Sub-section）が担当し、技術的な事項は計画及び技

術課（Planning and Technical Section）が支援することになるが、限られた人員で、兼務

による業務を行っているのが実情である。現在、廃棄物管理に関係する職員は、表 2-26

に示すとおりである。 
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表２－26 KRM における廃棄物管理関係の職員数 

ポジション 職員数 

Chief of Planning and Technical 

Section 

1 

Planning Administration and SWM 1 

SWM and Public Relation 1 

Loder Operator 1 

Doser Operator 1 

Driver（Tipper） 2 

Driver（Light vehicle） 2 

合計 9 
出典：KRM 

 

2）機 材 

保有する機材の大半は老朽化が激しく、バックホー・ローダー（JCB 社製）は故障で

稼働していないため（メンテナンス中）、民間から借りあげた重機を使用している（1 週

間に 1 回程度。1,800 ルピー/時間）。ほかにチェイン・ドーザー1 台、2 台のダンプカー

を保有している。 

 

表２－27 KRM における廃棄物管理に係る機材 

機材 数 備考 

ダンプトラック（Tipper） 2  

小型車両 1 分別されたプラスティ

ックの収集 

バックホー・ローダー 1 メンテナンス中 

チェイン・ドーザー 1  
出典：KRM 

 

3）予 算 

廃棄物管理に係る予算及び支出の状況は、表 2-28 に示すとおりである。予算は、過去

3 年度とも 250 万ルピーとなっている。KRM の予算は約 1 億ルピーで、そのうち約 60％

がインフラ整備に充てられており、廃棄物管理の担当職員は廃棄物管理に充てられる予

算は十分でないと考えている。 

 

表２－28 KRM の廃棄物管理に係る予算と支出 

年度 予算（ルピー） 支出（ルピー） 

2064/65 2,000,000  169,977 

2065/66 3,200,000  240,037 

2066/67 2,500,000 2,412,876 

2067/68 2,500,000 2,513,719 

2068/69 2,500,000 - 
出典：KRM 

  



 

－63－ 

4）制 度 

KRM として、新廃棄物管理法などに基づく独自の廃棄物管理に係る制度はないが、

カトマンズ盆地内での協力関係としては、コミュニティの廃棄物管理に係るトレーニン

グなどを行う際にリソースパーソンの交換を行っている。 

なお、CKV 調査ののち、2 年前まで udle プロジェクトの一環で GIZ（旧 GTZ）からボ

ランティアが派遣されていた。現在は、GIZ の関与はない。 

 

（4）一次収集・二次輸送の状況 

ごみの収集は、市が直接行う区域と、下記の民間セクターが行っている区域がある。ご

みの収集を行っている民間セクターは下記のとおりで、約 8～10t/日のごみを収集している。

かつて収集を担っていた Unique Group（NGO）は、収集活動から撤退した。 

- Swachha Batabarab Srijana Kendra 

- Kirtipur Bazar Byabasthapan Samitee 

- I Kirtipur 

- Clean Nepal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：KRM 

図２－22 KRM における民間セクターによる収集区域 

 

一方、上記の民間セクターとは、KRM として特に契約関係をもっていないのが実情で

ある。各民間セクターは、未収集区域が生じた場合に、独自に収集を開始している。契約

（ないし MOU）を締結できない理由としては、ごみの 終的な運搬先が未確定なことが

主な理由である。したがって KRM としては、テク中継基地への搬入許可を早急に得られ

るように要望している。民間セクターは、約 45～250 ルピー/月のごみ収集料金を徴収して

いる。 
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（5）中間処理・ごみ減量化の状況 

CKV 調査時に開始した Suiro を用いたプラスティックの分別収集を継続・拡大している。

町内会レベルで、市中心部の 25 カ所で展開中。黒色のプラスティックバック、牛乳パッ

ク、その他に分別して 150～200kg/月が収集されている。分別収集されたプラスティック

の量は町内会で記録されている。売却金は、シンボリックなものとして 100 ルピーコイン

を参加者に配分するとともに、街燈を設置したこともあった。今では、Good practice とし

て、他の都市から視察に訪れるまでになった。 近では、三つの異なるコミュニティに対

し、2 日間の家庭レベルの廃棄物管理に関するトレーニングを実施した。 

コンポストビンの配布も継続しており、これまで 1,300 個を配布した。市が 20％、udle

が 50％、利用者が 30％の費用負担とした。週 1 回のモニタリングを 6 カ月行ったところ、

約 93％の家庭でコンポスト作りが行われていた（約 7％の使用者は、コンポストビンを戸

外に置いたため、ごみが乾燥してしまった）。 近では、SWMTSC に 100 個のコンポスト

ビンの供与を申し出て了解を得たため、届きしだい、配布に取りかかるとしている。 

中規模のごみの選別・コンポスト施設は、現在のごみの投棄場となっている Ward 3 地区

の空き地に設置を予定している。 

 

（6） 終処分の状況 

CKV 調査での Umbrella concept に基づき、テク中継基地へのごみの搬入を予定していた

が、KMC から受入れ許可がおりない状況が続いている。CEO や地方開発大臣を通じて働

きかけを行っているが、実現するに至っていない。そこで、Ward 3 地区のナヤンバザール

（Nayan Bazar）の空き地にごみを投棄している。簡単な覆土は実施しているが、浸出水の

処理は行っておらず、ガス抜き管の設置も行っていない。 近、ごみが発火することが多

く、その煙に対して周辺住民から苦情が出たため、2012 年 3 月現在、使用を中止してバグ

マティ川近くの空き地などにごみを投棄している。KRM として、発火原因は人為的なも

のであるとして、フェンスやガード小屋を設置中で、ガードを配置して管理を強化すると

している。 

 

  

ナヤンバザールにおけるごみ投棄場 ナヤンバザールにおけるごみ投棄場 

写真２－11 KRM のごみ投棄場 
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一方では、シスドル処分場に直接ごみを持ち込んでいる民間セクーもいる。 
 

（7）住民の啓発の状況 

ホームコンポストやプラスティックの Suiro を活用した分別回収などの拡大に際して、

各種広報やトレーニングを行っている。また、JOCV との協力による地元ケーブル TV を

活用した広報活動も実施中である。 

 

（8）アクションプラン（A/P）の実施状況 

CKV 調査で策定した A/P の実施状況は、付属資料-16 に示すとおりである。 
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第３章 カトマンズ盆地における廃棄物処分場の概況 
 

１．現在稼働中の処分場の現状と課題 

１－１ カトマンズ市（KMC）・ラリトプル市（LSMC）の 終処分場 

１－１－１ シスドル処分場及びアレタール処分場の運用実績 

KMC、LSMC は、現在はシスドル処分場拡張部（フェーズ 2）に廃棄物を 終処分してい

る。CKV 調査時に開設されたシスドル処分場（フェーズ 1）は計画を超える 4 年強の期間利

用され、近傍のアレタール処分場での 終処分を経て、2011 年 7 月から、シスドル処分場の

周辺拡張を伴う処分場（フェーズ 2）としての供用を開始した。各処分場及び処分場候補地

の位置関係は、図 3-1 に示すとおりである。また、各処分場の状況を写真 3-1 に示す。 

 

表３－１ シスドル処分場及びアレタール処分場の運用実績 

運用期間 終処分場 備 考 

2005 年 6 月 5 日

～ 

2009 年 8 月 30 日 

シスドル処分場 

（フェーズ 1, Valley 

1 & Valley 2） 

Valley 1 は、CKV 調査期間中に供用

を開始 

Valley 2 は、Valley1 の設備設計（浸

出水集排水施設、浸出水処理施設な

ど）を踏襲 

2009 年 8 月 31 日

～ 

2011 年 7 月 16 日 

アレタール処分場 シスドル処分場フェーズ 1 の設備設

計を踏襲 

2010 年より、IWW が活動を開始 

2011 年 7 月 17 日 

～現在 

シスドル処分場拡

張 

（フェーズ 2） 

浸出水処理に係る施設は、フェーズ 1

施設を流用する計画 

 

シスドル処分場フェーズ 1 においては、廃棄物埋立作業の阻害要因となる IWW の活動は

禁じており、サイトに存在していなかった。しかし、周辺住民からの反対により、テク中継

基地における有価物の抜き取り作業（有価物回収）が 2008 年に禁止され、2009 年にアレタ

ール処分場に運営が移ったのち、数名の IWW がテク中継基地からアレタール処分場に移動

し、有価物回収を開始した。テク中継基地で活動を行ってきた経験者が、処分場周辺住民に

対し現金収入手段となる本作業を伝えたため近傍の人も集まることとなり、現在では約 30

～40 名程度の IWW がシスドル処分場拡張部で活動している。 
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図３－１ オカルポワ地区における廃棄物処分場及び候補地及びアクセス道路の立地状況 

 

  

アレタール処分場（2009 年供用前） アレタール処分場（2012 年 3 月） 

写真３－１ アレタール処分場の状況 

 

  

アレタール処分場

シャムルコルサ処分場候補地 

システガイロ処分場候補地

カルテケット処分場候補地

シスドル処分場
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シスドル処分場拡張部（2012 年 3 月） シスドル処分場 Valley 2（2012 年 3 月）

 

 

シスドル処分場 浸出水排水溝 シスドル処分場 ガス抜き管 

 

 

シスドル処分場拡張部で活動する IWW

シスドル処分場 Valley1 浸出水調整池

（処理施設の故障により処理はできな

い） 

写真３－２ シスドル処分場の状況 

 

１－１－２ シスドル処分場の基本データ（地図、面積、搬入量・元、ごみ投棄可能年数な

ど） 

（1）シスドル処分場の施設緒元 

シスドル処分場のフェーズ 1 及びフェーズ 2 の施設概要は、表 3-2 に示すとおりである。

フェーズ 2 では図 3-2 に示す工事・構造物が計画されている。フェーズ 1 の 3 倍以上の埋

立容量が推計されており、約 6.75 年の供用可能期間を見込まれている。KMC による処分

場容量の算定の概要は、付属資料-17 に示すとおりである。 
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表３－２ シスドル処分場の施設緒元 

項目 フェーズ 1 フェーズ 2 

処分場施設 浸出水集排水施設、浸出

水調整池（エアレータ）、

ガス抜き管 

ガス抜き管延長 

敷地面積（㎡） 20,400 35,868 

処分場容量（㎡） 375,000 1,255,894 

拡 張 の た め の 掘 削 量

（㎡） 

- 447,310 

拡 張 の た め の 掘 削 量

（㎡） 

- 447,310 

供用期間（年） 3*1 6.75 

（2011～2017 年） 

運営時間 平日：6:30～17:00 または 18:00 

土曜/祝日：午前 6:30～午前 11:00 
注：*1 中断はあったものの実際には 4 年以上利用した。 

出典：KMC 資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：KMC 資料を基に作成 

図３－２ シスドル処分場拡張計画（フェーズ2） 

 

（2）シスドル処分場の廃棄物搬入量 

処分場への搬入廃棄物量の把握について、KMC では、テク中継基地へのごみ持ち込み

機材台数を記録しており、本記録から、嵩比重により換算して収集されたごみ量を記録

している。ネパール暦 2065～2067 年（西暦 2008 年 4 月～2011 年 3 月）にテク中継基地
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からシスドル/アレタール処分場へ運搬されたごみ量は表 2-31 に示すとおりである（KMC

から提供された元データは、付属資料-18 参照）。2010 年 8 月には中国政府から収集・運

搬機材が供与されたことから、それ以前の 2 年間の傾向に比べて、収集・運搬ごみ量が

増加したものと考えられる。テク中継基地からの運搬廃棄物に加え、シスドル/アレター

ル処分場へは、民間業者や NGO により直接搬入が行われている。 

 

表３－３ テク中継基地からシスドル/アレタール処分場への搬入ごみ量 

ネパール暦 西暦 重量（1,000t/年） 容量（1,000 ㎥/年） 

2065 2008/2009 75.2 117.3 

2066 2009/2010 74.5 116.2 

2067 2010/2011 93.5 145.6 

平均  81.1 126.3 
出典：KMC 

 

（3）シスドル処分場拡張部の埋立容量に関する考察 

KMC は、シスドル処分場拡張部の寿命を 6.75 年と推計し 2017 年までの運用を見込ん

でおり、本拡張部の埋め立て中に長期処分場の建設などの 終処分に関する長期的な対

応を実現したい意向を有している。ただし、SWMTSC による当該拡張部の容量推計にお

いては以下の点において不確実さがあり、処分場の寿命は推計よりも短くなる可能性も

ある。このため、長期的な解決策の実現は、より急務となる可能性が高い。 

・ 容量推計で用いている 2011 年の対象人口は、2011 年センサス調査暫定値（KMC）

の約 7 割である。同様に、2012～2017 年の対象人口も実際の人口を下回る可能性

が高い。 

・ 容量推計で用いている 2011 年の埋め立てごみ量は 5 万 2,600t/年であるが、表 3-3

に示すとおり、2010/2011 年にテク中継基地から 終処分場へ搬入されたごみ量実

績はこれを上回る 9 万 3,500t/年である。2012 年以後も推計値を実績が上回る可能

性が高い。 

 

１－１－３ シスドル処分場の運営体制（人員、機材、予算など） 

（1）人 員 

シスドル処分場へは複数市からの廃棄物が投棄されているが、廃棄物処分に関する運

営は、主に KMC 環境部が実施している。LSMC は、処分場運営のためにホイールロー

ダーを 1 台提供している。 

表 3-4 に、シスドル処分場の運営に係る人員数と役割を示す。機材オペレーターなど

の市スタッフに加え、周辺住民の非正規雇用により運営を行っている。非正規雇用のス

タッフはシスドル処分場開設当時から雇用されており、現状の運営には既に慣れている

と見受けられるが、準好気性埋立の論理や施設構造についての理解は難しいと推察され

る。 
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表３－４ シスドル処分場運営に係る人員 

担 当 人数 備 考 

監督（土木技術者） 1～2 常駐せず、必要に応じて指示を行う 

機材オペレーター 2～3 季節により変動。交代制 

運搬車両誘導 1  

薬剤噴霧 2  

処分場施設延長メンテナ

ンス（ガス抜き管延長な

ど） 

9 周辺住民を雇用 

（1 名は正規職員として雇用されてい

る） 

覆土運搬 ‐ 廃棄物運搬機材と運搬スタッフを活用 

計 15～17  

 

（2）機 材 

処分場運営のための機材を表 3-5 に示す。ブルドーザーは、廃棄物の点圧・敷き均し

に、ホイールローダーは、トラックからの廃棄物の積み下ろしや覆土の採取・トラック

への積み込みなどに活用されている。薬液噴霧車は、廃棄物投棄の運営場所近くに待機

し、害虫や悪臭の発生防止のための薬剤の噴霧に使われている。薬液噴霧車は、2007 年

には稼動していなかったが、住民からの苦情への対応のために導入された。 

覆土の採取や法面の形成に有用なバックホウは、処分場サイトに常駐せず、必要に応

じて KMC から輸送して利用している。機能が廃棄物の点圧に特化しているランドフィ

ルコンパクターは、CKV 調査当時から故障したままの状態で、処分場の管理事務所の横

に置かれている。KMC では 4 年前に 1 台のブルドーザを更新して 2 台体制を維持して

おり、ランドフィルコンパクターの機能よりも、点圧と敷き均しの両方を行えるブルド

ーザーの汎用性を重視しているものと考えられる。 

 

表３－５ シスドル処分場運営に係る機材 

機材 
台数 

（2007 年）

台数 

（2012 年）
備考 

ブルドーザー 2 2  

ホイールローダー 1 2 KMC と LSMC より各 1 台 

薬液噴霧車 0 1  

バックホウ 0 ‐ 常駐せず、必要に応じ運搬

して稼働 

ランドフィルコン

パクター 

1 ‐*1  

計 4 5  
注：*1 管理事務所の横には、ランドフィルコンパクター1 台が故障したまま残置されている。 
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ブルドーザー ホイールローダー 

 

 

薬液噴霧車 ランドフィルコンパクター（故障中）

写真３－３ シスドル処分場運営に係る機材 

 

（3）予 算 

ネパール暦 2068/2069 年（西暦 2011/2012 年）の KMC の予算によると、廃棄物処分場

の運営費として、2,470 万ルピーが計上されており、項目としては処分場サイトでの排

水溝の設置や機材の修理、短期処分場の建設に加え、ティンピプレからの既存のアクセ

ス道路 8km の維持管理費用などを計上している。 

 

１－１－４ アレタール処分場の閉鎖計画 

2011 年に、廃棄物の投棄及び処分場運営を中止したアレタール処分場は、2012 年 2 月 24

日に閉鎖工事の着手指示が業者に対し出されており、本業務の現地調査期間中に工事は開始

されなかったものの近々に行われる予定である。閉鎖に伴う作業内容は以下のとおりである。

工事契約において、工期は 3 カ月以内と示されており、2012 年の雨期以前（6 月ごろ）まで

には工事が完了する予定である。 

・埋立後の法面の整形 

・斜面崩壊防止用の蛇籠設置 

・ 終覆土 

・排水溝の設置 
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１－１－５ オカルポワ地域での処分場候補地選定作業 

バンチャレダンダ処分場の開発においては、ネパール側は独自でその本格的な開発には着

手しておらず、前述のとおり、 終処分場はアレタール処分場を経てシスドル処分場（フェ

ーズ 2）を利用している。この過程において、SWMTSC ではオカルポワ地域での代替処分場

候補地の調査を行い、2010 年にシスドル処分場拡張部（フェーズ 2）の利用と、調査により

特定された候補地シャムコルサ（Shymekholsa）での処分場開発とを比較検討の調査

（Comparative Analysis among Shame Kholsi Landfill Site and Capacity extension of Sisdol 

Landfill Site）を行い、シスドル処分場の拡張（フェーズ 2）に着手することが決定された。

処分場候補地調査で比較された候補地は、いずれもシスドル処分場からバンチャレダンダ処

分場サイトまでの中間に位置し、長期的に活用するというよりは、長期処分場を整備するま

での代替候補地として選定されている。代替処分場候補地の位置は、図 3－1 に示したとお

りである。 

 

表３－６ オカルポワ地域の代替処分場候補地 

候補地 概 要 備 考 

カルテケット 

（Khalte Khet） 

なだらかな傾斜に広がる農地。容量確保が

困難。 

アレタール処分場からバンチャレダンダ

サイトへの道路沿いに位置する。 

 

システガイロ 

（Sithe Gairo） 

緩やかな傾斜に農地が広がる。容量確保が

困難。 

 

シャムコルサ バンチャレダンダサイトから東側に一つ

尾根を越えた谷部。約 3 年の埋立容量確保

が推計されている。 

シスドル処分場

フェーズ 2 との

比 較 検 討 の 結

果、不採用 

 

１－１－６ 処分場運用の現状と課題 

（1）シスドル処分場の運営状況（覆土、ガス抜き管の設置、浸出水の処理など） 

シスドル処分場の 終処分の運用は、基本的に CKV 調査による指導に沿った内容を

めざしているが、表 3-7 に示す問題の可能性がある。シスドル処分場では浸出水処理が

行われていない。シスドル処分場と同様の浸出水処理施設を導入したアレタール処分場

においても状況は同じく、機材の稼働・活用はなく、浸出水処理が行われていない状況

にある。この状況は、「グリッド電源の停電」→「燃料価格の高騰に起因する発電機活

用の困難さと浸出水処理施設（エアレータ）の不定期運転」→「浸出水の腐敗」→「悪

臭の深刻化」→「施設の不定期運転による周辺への強い悪臭の拡散」→「浸出水処理施

設稼働に対する住民の反対」→「施設の非稼働」→「施設機材の故障と盗難」という悪

循環により生じている。単なる機器故障を超え、住民反対という社会的要因が施設の稼

働を難しくしている。 
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表３－７ KMC による処分場の運営状況と問題点 

作業項目と評価 運営状況 問題点 

アクセス管理：× スタッフはいるものの、処

分場には敷地境界を示すフ

ェンスなどはない。 

不特定の人間が処分場内部に

アクセスでき、また処分場区

域の近傍を公道が通過する状

態。IWW の作業中の事故が報

告されている。 

廃 棄 物 搬 入 管

理：△ 

搬入車両・所属（自治体、

民間）、を記録している。ご

み種の確認はない。 

医療系廃棄物、有害廃棄物の

排除が行われていない。 

廃棄物計量：× トラックスケールの故障の

ため、搬入ごみの計量は行

われていない。車両台数に

よる搬入ごみ量を算出して

いる。 

処分場への搬入廃棄物重量が

正確に把握できず、処分場計

画が困難である。 

運 搬 機 材 の 誘

導：△ 

誘導員が車両を誘導し、廃

棄物投棄場所を指示してい

る。 

 

廃 棄 物 敷 き 均

し・転圧：○ 

ブルドーザーによる敷き均

し・転圧を実施している。

落とし込み方式を採用。 

 

稼働記録：○ 重機運転日・時間、スタッ

フの出勤稼働、覆土に要し

た車両台数を記録してい

る。 

 

浸出水集水・処

理：× 

拡張部の底部には、集排水

管は敷設されておらず、敷

き均した廃棄物層から浸出

水が浸み出している。排水

溝を設置し、それを Valley 1

の浸出水貯留池の方向に導

水している。貯留した浸出

水の処理は行っておらず、

浸出水が多い時期には近傍

河川へオーバーフローす

る。 

浸出水を集める意図はあるが

埋立廃棄物内を準好気に保つ

ための集排水管、ガス抜き管

は機能していない。 

エアレータなどの機材の故障

のため集められた浸出水の処

理が行われず、未処理にてオ

ーバーフローする状態であ

る。 

処 分 場 ガ ス 処

理：× 

適宜ガス抜き管の延長を行

っている。 

管の縦方向への延長が行われ

ているが、管頂からのガスの

放出が認められない。 

即日覆土：○ 各日の作業の終了前に覆土

を実施している。 

 

終覆土：△ 埋立終了区域に対し 終覆

土を実施しているが、ごみ

が若干露出している。 

アレタール処分場の閉鎖工事

が未実施。 

注：○ 可、△ 多少の改善が必要、× 大幅な改善が必要 
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（2）シスドル処分場及びアレタール処分場による周辺環境への影響 

上述の運用の問題点から判断すると、シスドル及びアレタール処分場からは表 3-8 に

示す環境影響が懸念される。 

 

表３－８ シスドル処分場及びアレタール処分場による周辺環境への影響と対策 

環境影響項目 影響要因 環境影響 対策 

水質汚濁 浸出水の流出 ・放流先河川水質

の悪化による利

水への影響 

・水系生物の生息

への影響 

・浸出水処理の実

施 

大気汚染 IWWによる野焼き ・有害ガス・煤塵

の発生 

・処分場へのアク

セス、場内活動

の管理の徹底 

 覆土作業による粉

じん 

・周辺への粉じん

の飛散 

・緩衝地帯の確保 

・散水 

悪臭 処分場ガス・浸出

水からの臭気 

・周辺への悪臭の

発生と継続 

・浸出水処理の実

施 

・ガス抜き管によ

る準好気性状態

の確保 

 投棄された廃棄物

からの臭気 

・周辺への悪臭の

発生と継続 

・覆土の徹底 

有害物質 有害廃棄物の投棄 ・有害物質の排出

と放散 

・生物への影響 

・有害廃棄物の受

入規制 

 

2010～2011 年にかけて、Nepal Academy of Science and Technology （NAST）が SWMTSC

からの委託を受け、これらの処分場周辺への環境影響の程度について調査（Identification 

of Affected Areas of Okharpauwa Landfill Site）が実施された。 

調査の概要は、表 3-9 に示すとおりである。 

 

表３－９ 処分場からの環境影響範囲調査の概要（NAST） 

調査項目 調査実施時期 

表流水（河川）、地下水、浸出水、土壌 2010 年 6 月 

処分場ガス、放射線、風向・風速、粒子状物質（大気） 2010 年*1 

悪臭 2011 年 1 月 
注：*1 測定月は不明  

 

浸出水の排出先となっているコルプコーラ（Kolpu Khol）川での河川水質調査結果に

よると、図 3-3 に示すとおり、処分場からの浸出水流入後に BOD、アンモニア、汚濁物

質の濃度がピークを示し、BOD では基準の超過が確認された。下流に行くに従ってこれ
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らの濃度は低減し、甚大な環境影響が認められる結果ではなかった。河川の流下に伴い、

自然の浄化作用が機能しているものと考えられる。ただし、本水質調査は雨期の初めに

一度のみ実施されたもので、季節変動などを把握できるものではない。SWMTSC では

追加調査の意向もあることから、SWMTSC の管理下で継続的に調査を行うことが望ま

れる。 

なお、ほかにも、Forum for Environment Management and Sustainable Development と

Tribhuvan 大学が 2007 年 12 月～2008 年 12 月にかけて同地区を対象とした水質調査を実

施している（Assessment of Change in Surface Water Quality in the Nearby Area due to Solid 

Waste at シスドル Sanitary Landfill Site）。NAST の水質調査結果と同様に、処分場から

の浸出水流入直後の水質はその影響を大きく受けるものの、流下するに従って浄化され

る傾向が確認されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：Identification of Affected Areas of Okharpauwa Landfill Site, NAST, SWMTSC, 2011 

図３－３ シスドル処分場周辺河川の水質調査地点（NAST） 

 

  

バンチャレダンダ処分場サイト アレタール処分場 シスドル処分場
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出典：Identification of Affected Areas of Okharpauwa Landfill Site, NAST, SWMTSC, 2011 

図３－４ シスドル処分場周辺河川の水質調査結果の抜粋（NAST） 

 

（3）雨期におけるアクセス道路の被害軽減策（道路維持管理、バイパスの整備） 

Trishuli National Highway からの分岐にあたる、ティンピプレからシスドル処分場まで

の約 8km のアクセス道路の維持管理は、現在は KMC が実施している。雨期の洪水に起

因する土砂崩れにより、アクセス道路が不通となってごみの処分場搬入が滞る状況が頻

繁に起きてきた。このため、KMC では雨期に備え、乾期に谷部のカルバート整備や路

肩の補修・整備を実施するなどの対策を施している。維持管理の内容は以下のとおりで、

主として雨期の洪水により道路が使えなくなる状況の予防ないしは復旧を行っている。

道路側溝の清掃・維持管理のために地域住民を労働力として活用（9 名の地元スタッフ

を雇用）しているほか、工事や資材調達を伴うものについては入札により業者に委託し

ている。 

・道路側溝、谷部排水用カルバートの設置、掃除 

・土砂崩れ防止壁の設置 

・道路舗装の修復 

 

本調査の現地調査は、2 月下旬～3 月下旬の乾期の終わりであった。KMC では、本格

的な雨期が始まる前の対策のための入札準備を進め、新聞公示が行われたところであっ

た。 

また、ティンピプレからバンチャレダンダ処分場候補地までは、既存道路より延長が

短い代替アクセス道路の整備について、詳細な調査（Detailed Engineering Survey, Design 

and Cost Estimate of Madku, Aathmaiel and Ghattekhola-Banchardanda Road, 2011, 

NEST/GRID/CARD-JV）が実施されている。本道路の整備は、既存のアクセス道路が不

通となった際にバンチャレダンダ処分場のみならずシスドル処分場へのアクセスを確

保する機能が期待できる。本道路についての住民の要望は強く、住民独自で道路工事

（Open truck）が開始された状況である。SWMTSC 及び KMC は、本代替アクセス道路

は、二つの国道（National Highway）をつなぐ道路となり道路網の構築に貢献するもので
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あることから、将来は DOR の管理下におかれることを期待している。DOR の管理下に

置かれることにより、土砂崩れ時の対応の迅速化の面でも効果があると考えられる。代

替アクセス道路は図 3－1 に示したとおりティンピプレと処分場用地とをつないでいる

が、ティンピプレ側は急峻な地形を通過することになる。 

 

 

 

ティンピプレ側起点 バンチャレダンダ側取り付け箇所 

写真３－４ 代替アクセス道路の通過地域 

 

なお、バラジュからティンピプレを結ぶバイパスは、一部は舗装されるなど数年前ま

で SWMTSC により整備が進められていたが、周辺に住居ができ始めたとして、現在、

整備は中断されたままとなっている。同道路は通行自体は可能なものの、一部道路幅が

狭い箇所があること、舗装されていない箇所は道路があれていることから、大型車両が

通行するアクセス道路としての使用は困難な状況である。 

 

（4）周辺住民との調整、補償の実施状況 

補償に関する住民との調整は、SWMTSC が主体となって実施している。表 3-10 に示

す事項について、これまで住民や地域と調整・補償を実施してきたが、SWMTSC への

住民側の要求は、いまだに日々大きくなってきている。そのため、補償の基準を明確に

するなどの適切な補償・調整メカニズムが求められるが、シスドル処分場の Valley 1 の

整備のころには、ローカルコミッティーが存在しコミッティ代表との交渉による調整が

可能であったが、政情の変化に伴い現在はコミッティーが存在しておらず、直近の住民

との個別交渉となるため調整が難しい状況にある。 

SWMTSC は、バンチャレダンダ処分場の用地取得や補償に関連し、DDC を通じ、ヌ

ワコット郡とダディン郡に対し、初年度 650 万ルピー（Rs. 65lakh）、翌年度から毎年 1,000

万ルピーを支払っている。ただし、王政崩壊後、それまで補償の対象としていないかっ

た新たな VDC から要求がくるなど、補償要求が拡大傾向にあり、その対応に苦慮して

いる。 
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表３－10 処分場立地・運営に係る補償内容 

処分場 調整・補償内容 備考 

共通 雇用機会の提供 処分場スタッフ、ヘルス・ポ

スト、道路維持管理 

 KMC のヘルススタッフの派

遣（無料診察・投薬） 

2 回/週 

 ポリスステーションの設置 2011 年 9 月 

 救急車各 1 台の供与（ヌワコ

ット郡、ダディン郡） 

2011/2012 年度 

アレタール処分

場 

月補償費の支払い 

※面積に応じ 3,000～5,000 ル

ピー/月 

42 世帯が対象 

 処分場に近接する集落へのア

クセス道の設置（245m） 

 

 コンポストヤードの建設・提

供 

使用されていない 

シスドル処分場 

拡張（フェーズ 2） 

アレタール処分場と同様の月

補償費支払い 

住民は 2005 年に翻った支払

いを要求している 

バンチャレダン

ダ処分場 

処分場から 300m をバッファ

ーゾーンとして確保し、用地

取得実施 

500m のバッファー確保を要

求する住民もいる。 

 シスドル処分場からのアクセ

ス道路延長 

 

 代替アクセス道路（ティンピ

プレ～バンチャレダンダ間）

の調査、建設 

 

 

（5）処分場への搬入停止期間 

2011 年 10 月 11 日のカンティプール（Kantipur）では、過去 5 年間で 65 回もごみ収集

及び処分場への投棄の停止が発生したと報じられている。これらの理由には、① 処分

周辺住民への補償の遅れ、② 要求の拡大（従来の住民組織以外の新たなグループから

の新たな要求を含む）に起因する搬入妨害に加え、③ 地滑りによるアクセス道路の通

行阻害、④ 機材の故障、⑤ 作業員のストライキなどが挙げられる。KMC の担当者の

記録によると、これらの期間は 300 日を超えるとのことである。ただし、2011 年 8 月の

新廃棄物管理法では、廃棄物管理活動に対する妨害行為への罰則規定が設けられ、公布

後にシスドル処分場にポリスステーションが設置された以降は、住民の抵抗・妨害行動

によりシスドル処分場への廃棄物搬入が滞ったことはない。 

 

２．処分場建設計画・背景 

２－１ 将来の処分場整備計画と課題 

（1）ネパール都市廃棄物管理調査（CKV 調査）における処分場整備計画（施設整備計画） 

CKV 調査では、長期処分場の適地として図 3-5 に示すバンチャレダンダ、ファーシドー
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ル、タイカブの 3 候補地を代替案比較し、バンチャレダンダ及びタイカブの 2 カ所を 終

処分場予定地として選定した。 終処分場に加え、2 カ所の廃棄物減量化施設、3 カ所の

中継基地の組み合わせにより、ゾーン A（KMC、LSMC、KRM）及びゾーン B（BKM、

MTM）での持続的な廃棄物管理を実現することが提案された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：CKV 調査報告書 

図３－５ CKV 調査における施設整備に関する代替案検討対象 

 

表３－11 カトマンズ盆地共通基本方針に基づく全体施設計画 

施設 内 容 

ゾーン A – KMC、LSMC、KRM 

1 シスドル処分場 

 （1）第 1 沢区画 第 1 期は約 12～14 カ月間の供用予定。 

 （2）第 2 沢区画 第 2 期を整備し、約 12 カ月間の供用予定。 

 （3）閉鎖後管理 埋立終了後は適切な閉鎖管理を行い、環境モニタリングを

継続する。 

2 バグマティ川河

川敷ごみ投棄場 

新たに二次輸送車が到着した段階で（2005 年 10 月の予

定）、バグマティ川河川敷ごみ投棄場を閉鎖し、全量をシ

スドル処分場で処分する。その後数年間は、バグマティ川

投棄場の安全閉鎖のための取り組みを進める。 

3 バンチャレダン

ダ処分場 

本処分場は今後 3 年以内をめどに開発する。技術レベル 3

の準好気性埋立システムとする。 

   

 

アファドル中継基地
（廃棄物減量化施設）
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施設 内 容 

4 西部廃棄物減量

化施設 

コンポストを中心に、資源回収・選別施設を備えた廃棄物

減量化施設を、KMC 及び LSMC の西部、7～10km 圏内に

開発する。施設は 3 フェーズに分けて建設する。当初 100t/

日規模の処理能力を有する施設とし、 終的に 300t/日規

模の処理能力まで拡張する。残渣は処分場へ運搬、処分す

る。 

5 テク中継基地 テク中継基地はパイロットプロジェクトで、能力約 200t/

日まで改善された（ピーク時 40t/時）。基地での積み替え

作業はプラットフォームの活用と従来のローダーによる

積み込みが併用される。IWW の活動をコントロールする。

6 バラジュ中継基

地 

バラジュ中継基地は、2006 年中の開発をめざす。計画能

力約 120t/日。 

7 アファドル暫定

中継基地 

アファドルに暫定中継基地を建設し、当面の数年間運転。

廃棄物減量化施設完成と同時に LSMC の廃棄物は全量、

直接輸送に切り替える。 

ゾーン B – BKM、MTM 

1 ハヌマンテ川河

川敷ごみ投棄場 

数年間は、覆土を行いつつハヌマンテ川河川敷ごみ投棄場

を継続使用。 

2 MTM 処分場 中心部のごみは輸送車によってテク中継基地に運搬する

が、その他のごみは、臨時処分場を確保して、覆土を行い

つつ処分を継続する。 

3 タイカブ処分場 数年以内にタイカブ処分場を開発する。技術レベル 3 の準

好気性埋立システムとする。 

4 タイカブ廃棄物

減量化施設 

タイカブ処分場敷地内に、廃棄物減量化施設を新設する。

処理能力は当初約 10t/日とし、 終的に 15t/日まで拡張す

る。 
出典：CKV 調査報告書 

 

（2）ネパール都市廃棄物管理調査（CKV 調査）以降の処分場整備に向けた動向 

ゾーンAにおいては、CKV調査以降、廃棄物 終処分の進展に従いシスドル処分場Valley 

1 は満杯となり、その後シスドル処分場の Valley 2 の運用を開始した。Valley 2 に続く 終

処分場として見込まれていたバンチャレダンダ処分場の整備は、EIA 承認の遅延もあり、

提案どおりには進まなかった。 

長期処分場の整備が進まないなかで、CKV 調査での代替案比較により不採用とされたフ

ァーシドール処分場候補地の PreF/S の実施や、アレタール更にはバンチャレダンダ候補地

に近接するシャムコルサ候補地などの短期処分場候補地の検討を繰り返している。長期処

分場建設のための自国資金による大規模投入は行えないものの、廃棄物 終処分の危機的

状況に対する認識は強く、これを解決するための緊急的努力を進めてきたものととらえら

れる。なお、バンチャレダンダ処分場整備のための投入としては、候補地の用地取得（約
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1,800 Ropani＝92ha）、周辺住民・郡への補償と調整が行われてきた。 

ゾーン B においては、CKV 調査で選定されたタイカブ処分場の整備に全く進展がみら

れていない。カトマンズ盆地の廃棄物処分場整備に関連する事象の変遷は表 3-12 に示すと

おりである。 

 

表３－12 カトマンズ盆地の処分場整備に関連する事象 

年月 事 象 

2004 年 （CKV 調査開始、フェーズ 0） 

2005 年 6 月 シスドル処分場 Valley 1 の供用開始 

2005 年 7 月 バンチャレダンダ処分場建設に係る無償資金協力事業の要請 

2007 年 3 月 （CKV 調査終了、フェーズ 4） 

2008 年 ファーシドール処分場に関する PreF/S の実施 

2009 年 6 月 バンチャレダンダ処分場の EIA 承認取得 

2009 年 8 月 アレタール処分場の運営開始、シスドル処分場（フェーズ 1）

の供用終了・閉鎖 

2010 年 7 月 シスドル処分場拡張（フェーズ 2）とシャムコルサ処分場との

代替案比較実施 

2011 年 7 月 シスドル処分場拡張（フェーズ 2）の運営開始、アレタール処

分場の供用終了・閉鎖 

2011 年 8 月 シスドル処分場へのポリスステーションの設置 

2011 年 9 月 ティンピプレ～バンチャレダンダ間の代替アクセス道路の詳

細設計 

2012 年 代替アクセス道路の建設、橋梁設計（予定） 

 

２－２ 終処分場建設があと回しにされてきた背景 

（1）ネパール都市廃棄物管理調査（CKV 調査）前の処分場整備の経緯 

カトマンズ盆地における 終処分場の変遷は表 3-13 に示すとおりであり、いずれも環境

や周辺住民に配慮が十分でないことから、環境汚染に起因する周辺住民からの反対により

閉鎖されてきた。CKV 調査以前で も長期間運営が行われたのはゴカルナ処分場の約 8

年間である。シスドル処分場とアレタール処分場の運営期間を合わせると約 7 年間弱（中

断期間含む）となり、ゴカルナ処分場に次ぐ運営期間となっている。 

 

表３－13 既往埋立処分場の変遷 

名称 設立年 閉鎖年 当時の状況 

テク 1985 年 1991 年 環境汚染問題による住民反対により閉

鎖。 

ゴカルナ

（Gokarna） 

1986 年 1994年 1月 環境汚染問題による住民の強い反対に

より閉鎖。 

ショババガバ

ティ 

（Shova 

Bhagavati） 

1994 年 1995 年 

（6 カ月）

ビシュヌマティ（Bishnumati）川の河岸

に半年の期限付きということで投棄。
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名称 設立年 閉鎖年 当時の状況 

ゴカルナ 1995 年 2000 年 埋め立て再開に対する住民の強い反対

により閉鎖。 

ジョルパティ

（Jorpati） 

2000 年 2000 年 

（2 カ月）

航空機への鳥害（Bird Strike）の発生、

バグマティ地区下水処理場建設地の上

流域であり、浸出水による河川の汚染

問題により、2 カ月で閉鎖。 

バグマティ川

沿い〔クレシ

ョール

（Kuleshuar）

～バルク

（Balkhu）付

近〕 

2000 年 2005年 6月

※ シ ス ド

ル 処 分 場

開設 

悪臭・鳥害・害虫の発生、及び浸出水

の河川へ流入。 

閉鎖後も不法投棄は継続。住民反対に

よりシスドル処分場への搬入ができな

い期間には一時的に使用された。 

出典：“Community Participation in Solid Waste Management in PATAN” Kathmandu, 1996 
「ネパール都市環境対策報告書」（JICA 都市環境専門家、2002 年 3 月） 

 

（2）処分場候補地選定に関するプロセス 

SWMTSC の廃棄物管理技術ガイドラインには、処分場整備のプロセスとして以下のフロ

ーが示されている。カトマンズ盆地の処分場候補地選定は、CKV 調査以前もしくは当時に

実施された候補地選定以降に新たに有力な候補地が現れてはおらず、既存処分場周辺での

サイト探しあるいは過去に棄却された候補地の再検討が行われてきたにとどまっている。 

 

出典：廃棄物管理技術ガイドライン、 SWMTSC 

図３－６ 処分場開発のプロセス 

 

（3）ネパール都市廃棄物管理調査（CKV 調査）後の処分場整備遅延の背景 

EIA の遅延の理由は、環境影響の懸念に対する住民の反対運動ではなく、CKV 調査期間
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中から政治的に不安定な状態が続いたことが も大きかった。 

ネパールにおいて運営事例のない長期衛生処分場運営のための環境保全措置の実施に

ついて住民からの懸念が伝えられたことはあったものの、承認手続きにおいては、決定の

ために複数の政党が関与したために会議の調整に時間を要したしたことが主要な遅れの

原因である。 

バンチャレダンダ処分場について、EIA 承認が得られたのちも建設に着手できない理由

は、自国での資金確保が困難で日本の無償資金協力への期待によるところが大きい。バン

チャレダンダ処分場の整備が遅れ、 終処分に関する抜本的な解決がなされていないのは

事実であるが、燃料費の高騰や政情不安定な状況においてアレタール処分場やその他の代

替地の検討を行い、短期的な解決策ではあるが、限られた予算ながらも対応してきている。 

 

２－３ 過去中止となった処分場建設計画及び中止に至った原因 

CKV 調査で提案された施設整備において、明確に中止に至ったものはない。タイカブ処分場

整備については状況に進展がないうえ、住民反対が根強く、用地の価格の上昇も伝えられてお

り、施設整備は非常に困難な状況であると分析できる。 

CKV 調査以降に検討された処分場候補地には、オカルポワ地区のシャムコルサ、カルテケッ

ト、システガイロ（Sisthe Gaior）や南部のファーシドールがあり、シスドル処分場拡張（フェ

ーズ 2）の着手が決定された現状においては、これらの処分場整備の動きはない。しかし、バ

ンチャレダンダ処分場整備が更に遅れる場合には、短期的解決策として、オカルポワの代替地

が再び候補にあがる可能性は低くはないと考えられる。 

 

３． 終処分場建設に係る本邦支援の妥当性 

３－１ バンチャレダンダ処分場建設の現状 

（1） 終処分場建設に係る 新計画 

CKV 調査以降、バンチャレダンダ処分場について設計や計画の見直しは行われていない。

一方、カトマンズ盆地内人口の急増が伝えられ、物価の上昇傾向も明確なことから、建設

に要する投資額は大幅に変わる可能性が高い。CKV 調査時の基本設計に携わったローカル

コンサルタントによると、CKV 調査当時からの状況の変化を考慮すると、当時の積算の倍

程度の建設費が必要になるであろうとの感覚的意見であった。 

 

（2）処分場建設に係る手続きの実施状況〔環境影響評価（EIA、ほか）〕 

既述のとおり、EIA に関する承認は取得済みである。MOE によると、EIA 報告書の承認

手続きにおいて、EIA の作成過程にて事業予定地の市/VDC において、パブリックヒヤリ

ングが行われる。それを踏まえて、すべての関係する DDC 及び VDC の代表者（長）から

の Recommendation レターが添付される必要がある。代表者からのレターであるが、代表

者は、通常住民の意見をよく聞いたうえでレターを作成するため、かかるレターが出され

るということは、おおむね住民の同意を得ていると MOE はとらえている。今後、ネパー

ルにおける EIA 関連の手続きとしては、供用開始 2 年後に、環境モニタリング報告書を提

出することのみである。 

また、EIA 承認の条件となる森林伐採許可なども合わせて取得済みであり、水文気象局
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（Department Hydology and Meterology）からの許可も、特に必要はない。工事の実施に向

けては、資金源が明確となったのち、MOLD で開発に関する承認が必要となるが、現時点

で必要な公的手続きは完了している。 
 

（3）用地取得の状況 

処分場施設計画では、既に水平距離で 300m の範囲をバッファーゾーンとして確保して

おり、これらの面積を含めて用地は取得済みである。取得した用地については、事業用地

の明示のために、一部でフェンスの設置も開始している。 

 

（4）アクセス道路の整備状況（シスドル～バンチャレダンダ間、新規アクセス道路計画） 

CKV 調査終了時には車両の走行ができなかったシスドル処分場からバンチャレダンダ

サイト近傍までの道路は、工事の実施のためには工事車両の通行が可能となるよう改善が

必要、未舗装ながら車両の走行が可能な状態に整備済みである。 

また、ティンピプレからバンチャレダンダサイトまでは、ショートカットとなる道路の

整備について調査が実施済みである。本道路が整備されれば、輸送距離が短縮されるとと

もに、現状のアクセス道路が地滑りや土砂崩れなどにより通行止めとなった場合にも搬入

のためのアクセスが確保されることから、カトマンズ盆地からの廃棄物輸送が滞ることが

避けられる。 

 

 
 

取得済み用地周辺のフェンス設置 
バンチャレダンダ取り付け部分のアク

セス道路 

写真３－５ バンチャレダンダ処分場付近での準備状況 

 

（5）予 算 

処分場の本体工事のための資金手配については、いまだ日本への期待が強く、自国内で

資金手配をする動きはない。上述の代替アクセス道路（ティンピプレ～バンチャレダンダ

間）の予算は、SWMTSC が 4 月からのネパール新年度の予算で計上する。また、バンチ

ャレダンダ処分場への廃棄物搬入路に必要となる橋梁の設計業務についても、2012 年度に

予算化される予定である。 

 

３－２ 計画の妥当性（技術、管理、環境社会配慮的側面から） 

長期処分場整備のために、用地取得、住民への補償、アクセス道路の確保などの準備が進め
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られてきている。予定地において、物理的に工事を行い、建設後の処分場へごみを搬入するこ

とに大きな障害はないものと評価できる。 

現状における一番の懸念事項は、建設後の処分場運営である。シスドル処分場、アレタール

処分場と浸出水処理施設を備えながらも、処理が行われない運営が継続されてきた。現状では

浸出水は河川へ直接流入しているものの、有害な廃棄物が少ないため環境への負の影響は限定

的であると想定されるが、将来的には廃棄物の質の変化により影響が大きくなるおそれがある。

また、CKV 調査での設計に沿った準好気埋立を意図してはいるものの、浸出水の発生状況、処

分場ガス処理状況から判断して、準好気状態とはなっていないと考えられる。準好気埋立構造

の長期処分場整備のためには、運営面の改善が不可欠である。 

ネパール側に、準好気処分場整備並びに運営に対してモチベーションをもたせる手段として、

本処分場整備を CDM 事業として形成し進めることが考えられる。準好気埋立は CDM 事業と

しての方法論が 2011 年に承認された。CDM 事業として進める場合には、処分場運営において

埋め立てられた廃棄物中の準好気状態が保たれない場合には、温室効果ガスの削減とはならな

いためクレジットが得られない。したがって、CDM を通じた事業収益を求める場合には、適

正な運営の管理が必要である。 

 

３－３ その他の 終処分場（タイカブ処分場）計画の現状 

ゾーン B においては、提案されたタイカブ処分場候補地においては、いまだ住民の反対が根

強く、処分場整備の準備を進めるめどは立っていない。BKM としては、周辺の市や VDC と協

力してタイカブ以外の候補地を探るか、場合によってはシスドル処分場やバンチャレダンダ処

分場にごみを搬入することも視野に入れ始めている。BKM からシスドル処分場やバンチャレ

ダンダ処分場へはやや距離があるものの、カトマンズ～バクタプル間の道路拡幅により、以前

に比べて時間距離は大幅に短縮されており、場合によっては考え得る選択肢でもある。この場

合には、CKV 調査での umberll conept の見直しも含め、関係者での調整が必要となる。 

なお、CKV 調査での代替案比較において棄却された盆地南部のファーシドール処分場につい

ては、PreF/S が実施されてはいるものの施設整備を行う予定はない。 
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第４章 結論・今後の支援に係る提言 
 

４－１ カトマンズ盆地の廃棄物管理をとりまく状況の変化 

CKV 調査（フォローアップ調査）の終了（2007 年 3 月）から約 5 年が経過したが、政治的な

不安定や住民の反対などに起因する施設整備に遅れが見られるものの、各市は、総じて CKV 調

査での C/D の成果を生かして、策定した A/P に沿った廃棄物管理に係る活動を継続していること

が確認された。しかし、5 年の歳月が経過するなかで、カトマンズ盆地の廃棄物管理に関する外

部環境は、CKV 調査時の想定から変化してきており、それらに対処する必要が出てきている。 

（1）カトマンズ盆地内の急速な都市化・市街化 

ネパールの政治情勢が変化するなかで、カトマンズ盆地においては地方からの人口流入が

激しく、カトマンズ盆地内の都市化・市街化はその速度を増している。都市化・市街化は、

カトマンズ盆地内での新たな施設整備を更に困難としているとともに、増え続けるごみ量と

拡大する市街地でのごみ収集への対応が急務となっている。特に、各市で排出されるごみ量

は CKV 調査での想定量を上回っており、施設整備の遅れも相まって、収集・運搬や最終処

分などにおいて、各市はその対応に日々追われている状況が続いている。 

他方、人口増などを背景として、カトマンズ盆地内には従来の 5 市に加えて新たに三つの

市〔シャンカラプール（Shankharapur）、カルヤビナヤック（Karyavinayak）、チャンパプール

（Champapur）〕の設置が告示されている。これらの市では、地方行政体としての体制構築と

並行して、カトマンズ盆地内での各市間の協力体制の構築も含む適切な廃棄物管理に向けた

実施体制の整備が必要になるものと考えられる。 

 

（2）新廃棄物管理法の制定 

制度面では、2011 年 6 月に新廃棄物管理法が制定され、現在、同法に基づいて新たな廃棄

物管理に関する国家戦略や廃棄物管理規則（regulation）の策定作業が進められている。新廃

棄物管理法では、廃棄物管理に係る地方自治体の責務が明確にされ、例えば、KMC や LSMC

の最終処分場の整備はこれまで SWMTCS が担っていたが、今後は KMC や LSMC がその責

任を担うこととなった。また、同法には、民間セクターの活用や廃棄物管理サービス料の徴

収などが盛り込まれたほか、不正行為・妨害行為に対する処罰の強化も謳われている。具体

的な事項は廃棄物管理規則で定められることになるが、今後は、新廃棄物管理法の適正な執

行に向けて、同法に示される各項目の確実な実施（法の執行）が求められることとなる。 

 

（3）民間セクター活用に対する要求の拡大 

新廃棄物管理法での規定以前から、カトマンズ盆地での廃棄物管理においては、ごみの一

次収集や減量化に係る活動に NGO を含む民間セクターが参加している。特に昨今では、増

加するごみ量に対して行政側の体制整備が追いつかないこともあり、以前にも増して、その

活用に対する関心や必要性が高まっている。しかし、民間セクターの参加・活用においては、

一定のルールを定めて行っている市もあれば、ルールや契約形態もなく行われている市もあ

り、必ずしも適切に監理・運用されているとは言い難く、一部に不法なごみの投棄や未収集

区域が残る要因の一つになっている。したがって、これら民間セクターの適正な活用に係る

対応が必要である。また、回収し廃棄物の処分までを民間セクターに委託しているため、正
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確な収集量及び処分状況に係るデータが欠如しており、計画策定の支障となっている。 

 

（4）ごみ減量化に対する要求の拡大 

CKV 調査のときから、ごみの減量化に対する関心は比較的高く、同調査のパイロット活動

では、ホームコンポストやプラスティックの分別回収などの普及・促進が行われ、CKV 調査

後においても、各市とも係る活動を継続・拡大するなど積極的に取り組んできている。また、

ごみの減量化に対する取り組みにおいては、その実施のために分別収集への取り組みも拡大

している。加えて、人口の急増に伴うごみ発生量の増加や、KMC や LSMC においては、燃

料費（単価）の高騰も相まってカトマンズ盆地外に位置する最終処分場への二次輸送に対す

るコストが増加しており、ごみの減量化による（コスト）負担軽減に対する要求が高まって

いる。昨今運用を開始したシスドル処分場（フェーズ 2）においても、その延命化のために、

ごみの減量化は緊急な課題となっている。 

 

（5）バイオマスエネルギー活用に関する関心の高まり 

ごみの減量化への関心が高まる状況下で、昨今では、ネパールの電力・エネルギー事情を

反映して、単なるコンポスト作りや有価物の回収にとどまらず、ごみからエネルギーを回収

することに関心が移行してきている。ドナーの支援や NGO による取り組みにおいても係る

分野に着目する例がみられ、HLCSWM/SWMTSC による取り組みは waste-to-energy が中心

になる可能性が高く、韓国/KOICA が LSMC で調査を進めている施設も RDF 製造プラントと、

ごみの減量化とともにエネルギー回収への関心に高まりをみせている。 

 

４－２ 廃棄物管理分野支援検討に係る留意事項 

（1）ハイレベル・コミッティ（HLCSWM）/廃棄物管理技術支援センター（SWMTSC）による

PPP、及び韓国/韓国国際協力団（KOICA）による RDF 製造プラント事業の動向 

ごみ量の多い KMC 及び LSMC に対しては、最終処分場の延命化とともに、輸送費削減の

ためにごみの減量化施設の設置が CKV 調査の A/P で提案されたが、具体的に設置するに至

っていない。かかる状況で、HLCSWM/SWMTSC による PPP を活用した取り組みが進められ

ている。また、韓国/KOICA による RDF 製造プラント設置に係る動きもある。これらの取り

組みにおいてはその実現性は不透明な状況だが、今後のカトマンズ盆地の廃棄物管理システ

ムに大きな影響を与える取り組みのため、今後もその動向に対する留意が必要である。 

 

（2）他ドナーによる協力の動向 

現在、カトマンズ盆地の廃棄物管理に対する他ドナーの支援としては、ADB による T/A

（Capacity Building for Waste Management）が進められているほか、UN-HABITAT や EU がそ

れぞれ支援を行っている。ただし、総じて廃棄物管理分野での他ドナーの支援はカトマンズ

盆地外の地方都市に焦点をあてており、カトマンズ盆地の廃棄物管理に対しては限定的で、

一次的なものである。他方、世界銀行は、従来の地方都市への支援から方針が変更され、カ

トマンズ盆地の廃棄物管理に対する支援を検討中である。世界銀行の支援内容は、まだ明確

にはなっていないが、同取り組みとの重複は避け、相乗効果を生むように協力内容を検討・

調整する必要がある。 
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（3）シスドル最終処分場の運用改善 

KMC 及び LSMC（間接的に MTM）は、オカルポワ地域にてシスドル処分場やアレタール

処分場を運用してきており、2011 年 7 月以降は、シスドル処分場を拡張して（シスドル フ

ェーズ 2）ごみの最終処分を行っている。SWMTSC が試算しているように今後 6 年以上にわ

たり同処分場の使用が可能という前提の下、同処分場を運用している間に、安定的・長期的

に運用可能な最終処分場の整備に向けた取り組みが不可欠である。しかし、現在のシスドル

処分場の運用においては浸出水の処理がなされておらず、ガス抜き管においても適切に設置

されているとは言い難く、周辺環境への影響が懸念されるとともに、今後、長期的な処分場

を整備・運用するうえでの課題となるため、早急な運用の改善が求められる。 
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A: 収集運搬の

改善 

A-1: 効率的な収集シス

テムの構築（民間セクタ

ーないしカトマンズ市） 

A-1-S1: 民間セクターによる収集サービス

に係る規則やモニタリングシステムの構築 

A-1-S2: 民間セクターによる各戸収集サー

ビスの提供（全世帯の 25％） 

A-1-M1: 民間セクターによる収集サービス

に係る規則やモニタリングシステムの見直

し・修正 

A-1-M2: 民間セクターによる各戸収集サー

ビスの提供（全世帯の 40％） 

民間セクターによる収集サービスは行われ

ているが、その規則やモニタリングシステ

ムは構築されていない。したがって、全世

帯の何％が民間セクターにより収集サービ

スを受けているか、正確には把握されてい

ない。 

A-1-L1: 民間セクターによる収集サービス

に係る規則やモニタリングシステムの見直

し・修正 

A-1-L2: 民間セクターによる各戸収集サー

ビスの提供（全世帯の 60％） 

A-1-S3: 収集車両の代替計画の立案、予備

テスト、収集車両の調達（収集車両の 25％） 

A-1-M3: 収集車両の調達（50％） 中国政府からの供与により、50％以上の調

達率となっている(100％)。 

A-1-L3: 収集車両の調達（100％） 

A-1-S4: 廃棄物減量化施設に対する分別収

集計画の立案 

A-1-M4: 廃棄物減量化施設運営に伴う分別

収集の実施開始 

現在、分別収集計画を作成中であるが、廃

棄物減量化施設の設置・運営に関しては、

未確定のままである。 

A-1-L4: 分別収集地域の拡大 

A-1-S5: 公共スペースや観光地域へのリサ

イクル用ごみ箱の設置（1,000 個/年） 

A-1-M5: 公共スペースや観光地域に設置し

たリサイクル用ごみ箱のモニタリング・整

備、必要に応じた増設 

リサイクル用ではないが、中国政府から供

与されたごみ箱をいったん設置したが、現

在は利用されていない。 

A-1-L5: 公共スペースや観光地域に設置し

たリサイクル用ごみ箱のモニタリング・整

備、必要に応じた増設 

A-1-S6: 地理情報システム（GIS）を用いた

収集計画（分担区画やルート）の立案 

A-1-S7： シスドル処分場へのごみの運搬を

考慮した収集・運搬システムの改善 

A-1-M6: 収集計画（分担区画やルート）を

基にした収集・輸送システムの改善 

UN-HABITAT の支援で、GIS を用いて収集計

画を作成中（2012 年 5 月ごろに完了予定）。

具体的に収集・輸送システムの見直しは、

未着手である。 

A-1-L6: 収集計画（分担区画やルート）を

基にした収集・輸送システムの改善 

A-2: 効率的な運搬シス

テムの構築（中継基地の

利用ないし処分場への

直接運搬） 

A-2-S1: テク中継基地の効率的な運用シス

テムの構築 

A-2-S2: バラジュ中継基地の計画、設計、

建設及び運用（収集ルートの再検討を含む） 

A-2-M1: 中継基地以外の中継地点の設置計

画と用地取得 

CDIA にて、テク中継基地の改善計画や、バ

ラジュ中継基地代替地が提案されている。

なお、バラジュ中継基地の当初の候補地は、

用地の一部が道路拡幅により削減され、使

用できなくなっている。 

中継地点においては、9 カ所に 17 個のコン

テナを配置している。 

A-2-L1: 中継基地以外の中継地点の運用開

始 

A-2-S3: 収集・輸送車両の調達 A-2-M2: 収集・輸送車両の調達 中国政府から、収集・運搬車両が供与され

ている。 

A-2-L2: 収集・輸送車両の調達 

A-2-S4: 周辺村落(VDC)から排出されるご

みの輸送に関する規則及びシステムの構築 

 特に、進展はない。  

A-3: 機材や施設の適切

な整備システムの構築 

A-3-S1:機材整備所の修復・改善と機材スペ

アパーツ貯蔵庫の設置 

A-3-S2: テクにおける通常作業のための新

規機材整備所設置の準備 

A-3-M1: 新規収集・運搬に係る機材の調達

（管理に関するトレーニングの実施） 

特に、進展はない。 A-3-L1: 機材整備所の整備と民間セクター

へのサービスの拡大 

A-4: 不法投棄の削減 A-4-S1: 不法投棄場所の清掃活動と関連す

る一次収集システムの改善（ビシュヌマテ

ィ川沿い） 

A-4-M1: 不法投棄場所の清掃活動と関連す

る一次収集システムの改善（ビシュヌマテ

ィ川及びその他の川沿い） 

2012 年 4 月に、大規模な清掃活動が予定さ

れている。 

なお、関連して収集システムの改善までは

未着手だが、河川沿いの道路の拡幅を受け

た検討を予定している。 

A-4-L1: 不法投棄場所の清掃活動と関連す

る一次収集システムの改善（その他の川沿

い） 
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B. 廃棄物減量

化の促進 

B-1: 廃棄物減量化施設

の開発（混合ごみの搬

入、民間セクターの関

与） 

B-1-S1: 廃棄物管理資源化センターとの協

調による適地への中央レベルの廃棄物減量

化施設（処理能力：50～100 t/日）の設立 

- 適地選定 

- 候補地調査 

- 概略設計 

- フィージビリティ調査（市場調査も含

む） 

- 用地取得 

- EIA 

- 詳細設計 

- 建設工事 

- その他 

B-1-S2: 廃棄物管理資源化センターとの協

調による廃棄物減量化施設の運用開始 

B-1-S3: 民間セクターによる廃棄物減量化

施設の運用状況のモニタリング・評価 

B-1-M1: 廃棄物減量化施設の拡張（処理能

力：200～300 t/日まで） 

B-1-M2: 民間セクターによる廃棄物減量化

施設の運用状況のモニタリング・評価 

B-1-M3: 民間セクターによるマーケティン

グ活動と国家政策策定への支援 

HLCSWM の主導により、PPP による廃棄物管

理への取り組みに向けた手続きが進められ

ている（対象が廃棄物減量化施設となるか

ど う か は 決 ま っ て い な い が 、

waste-to-energy に関連した施設となるこ

とが想定されている）。 

B-1-L1: その他廃棄物減量化施設に関する

調査の実施 

B-1-L2: 適用可能なリサイクル技術の検討 

 B-2: 家庭／コミュニテ

ィコンポスト化活動と

リサイクル活動の促進 

B-2-S1: 家庭／コミュニティコンポスト化

活動とリサイクル活動の現況調査 

B-2-S2: 家庭コンポスト容器とミミズコン

ポスト道具一式の製造とその配布 

B-2-S3: 第 21 区のコミュニティリサイクル

センターの運営と他区への拡大（NEREPA に

よる支援） 

B-2-M1: 家庭コンポスト容器とミミズコン

ポスト道具一式の販売促進（計 5,000 世帯） 

B-2-M2: 数地区でのコミュニティコンポス

ト容器を用いたコンポスト化活動の実施 

B-2-M3: 18 の区（全体の 50％）でのコミュ

ニティリサイクルセンターの運営  

家庭コンポストに関しては推進しており、

コンポスト容器の販売を継続しているが、

ミミズコンポストに関しては、促進を中止

している。 

コミュニティコンポストにおいては、第 5

区で実施中。 

コミュニティリサイクルセンターは、第 21

区に加え、第 2 区、第 28 区にも拡大してい

る。 

B-2-L1: 家庭コンポスト容器とミミズコン

ポスト道具一式の販売促進（計 1万世帯） 

B-2-L2:コミュニティコンポスト容器を用

いたコンポスト化活動の実施（各区一つ以

上） 

B-2-L3: すべての区（35）でのコミュニテ

ィリサイクルセンターの運営 

B-3: ミミズによる中規

模コンポスト化施設の

運用と拡大 

B-3-S1: ミミズによる中規模コンポスト化

施設の運用と拡張 

B-3-S2: ミミズコンポスト製品の販売キャ

ンペーンと市場調査の実施 

B-3-M1: ミミズによる中規模コンポスト化

施設の拡張 

B-3-M2: ミミズコンポスト製品の販売マー

ケティング 

ミミズによるコンポスト活動は中止してい

る。 

B-3-L1: ミミズによる中規模コンポスト化

施設の新規設立 

B-3-L2: ミミズコンポスト製品の販売マー

ケティング 

C. 最終処分方

法の改善 

 

 

C-1: 衛生処分場の運用 C-1-S1: シスドル処分場の運用 C-1-M1: シスドル処分場の運用〔廃棄物減

量化施設からの残余物の受け入れ（30～

40t/日）を含む〕 

シスドル処分場は、途中アレタール処分場

の運用を経て、現在も拡幅によるフェーズ 2

として運用中である。 

 

 C-2: 長期処分場の開発 

 

C-2-S1:長期処分場候補地での調査の実施 

C-2-S2: 廃棄物管理資源化センターとの協

調による長期処分場の開発 

- 候補地調査 

- 概略設計 

- 事業可能性調査 

- 用地取得  

- 環境影響評価 

- 詳細設計 

- 建設工事 

- その他 

C-2-M1: 廃棄物管理資源化センターとの協

調による長期処分場の開発 

C-2-M2: 廃棄物管理資源化センターとの協

調による長期処分場の運用開始 

C-2-M3: 長期処分場用の重機の調達 

CKV 調査のフォローアップ調査による支援

も含め、現段階では環境影響評価（EIA）ま

で終了している。 

C-2-L1: 長期処分場の運用 
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 C-3: 処分場の安全閉鎖 C-3-S1: バグマティ川河川敷ごみ投棄場の

閉鎖と修景事業の実施 

C-3-M1: バグマティ川河川敷ごみ投棄場の

閉鎖と修景事業の実施 

C-3-M2: 廃棄物管理資源化センターとの協

調によるシスドル処分場の閉鎖 

バグマティ川河川敷きのごみ投棄場の閉鎖

や修景に、特に進展はない（ごみの投棄は

中止している）。 

また、シスドル処分場は、まだ運用中だが、

運用を終えた第 1 沢区画、第 2 沢区画では

最終覆土が行われ、アレタール処分場にお

いても、最終覆土が行われる予定となって

いる。ただし、いずれも浸出水の処理はな

されてない。 

C-3-L1: 廃棄物管理資源化センターとの協

調によるシスドル処分場の閉鎖 

D. 住民参加・

行動変容の促

進 

 

D-1: BABAプログラム
*

（ターゲットは社会変

化を効果的に引き起こ

す子ども達）の拡張 

D-1-S1: 環境クラブの設立（50 クラブ） 

D-1-S2: トレーニングパッケージの開発 

- 廃棄物管理 

- 緑化促進 

- 文化遺産保存 

- コミュニケーション 

- 環境クラブの管理 

D-1-S3: 環境クラブメンバーを対象とした

上記五つのトレーニングの実施 

D-1-S4: 環境クラブと地元コミュニティと

の相互交流（コミュニティ全体での連携を

図る） 

D-1-M1: 環境クラブの設立（100 クラブ） 

D-1-M2: 環境クラブメンバーを対象とした

五つのトレーニングの実施 

D-1-M3: 環境クラブと地元コミュニティと

の相互交流（コミュニティ全体での連携を

図る） 

 

2012 年 3 月までに、55 の環境クラブが設立

され、メンバーを対象としたトレーニング

や地元コミュニティとの相互交流が行われ

ている。 

D-1-L1: 環境クラブの設立（200 クラブ、合

計 400 クラブの設立完了） 

D-1-L2: 環境クラブメンバーを対象とした

五つのトレーニングの実施 

D-1-L3: 環境クラブと地元コミュニティと

の相互交流（コミュニティ全体での連携を

図る） 

 D-2: コミュニティグル

ープ、NGO、CBO、民間セ

クター等のコミュニテ

ィの主導的活動の支援 

D-2-S1: コミュニティグループ、NGO、CBO、

民間セクターに関するデータベースの構

築、長期的視点から判断した組織の選出 

D-2-S2: 区環境委員会の活動状況のレビュ

ー・評価と新規区環境委員会の設立（10 区） 

D-2-S3: 区環境委員会に対する廃棄物管理

や住民啓発に関するトレーニングの実施 

D-2-S4: コミュニティに対して主導的活動

を実施した区環境委員会への技術的・財政

的支援 

D-2-S5:ベスト区環境委員会に対する表彰  

D-2-M1: 新規区環境委員会の設立（20 区） 

D-2-M2: 区環境委員会間の相互交流、訪問

の実施 

D-2-M3: コミュニティに対して主導的活動

を実施した区環境委員会への技術的・財政

的支援 

D-2-M4: 定期的な区環境委員会活動のフォ

ローアップ 

コミュニティグループ、NGO、CBO、民間セ

クターに関するデータベースの構築に、特

に進展はない。 

区環境委員会（WEC）は、同活動を中止して

いる（他の類似する活動との重複を避ける

ため）。 

D-2-L1: コミュニティに対して主導的活動

を実施した区環境委員会への技術的・財政

的支援 

D-2-L2: 区環境委員会間の相互交流、訪問

の実施 

D-2-L3: 定期的な区環境委員会活動のフォ

ローアップ 

 D-3: シティボランティ

アの動員（カトマンズ市

と市民とのつながり役

として） 

D-3-S1: BABA クラブ活動の支援活動へのシ

ティボランティアの動員 

D-3-S2: キャパシティディベロップメント

やチーム連帯感醸成のためのシティボラン

ティアを対象としたキャンプ活動 

D-3-S3: ホームコンポスティングや調査、

区環境委員会活動の支援活動へのシティボ

ランティアの動員 

D-3-S4:シティボランティアの公募と選抜

者へのトレーニング 

D-3-M1: シティボランティアの啓発（ホー

ムコンポスティングや調査、区環境委員会

活動の支援活動） 

D-3-M2: 過去のボランティアの実態の把握

（要望が多い場合は二つの団の組織化を検

討） 

2012 年 3 月までに、175 名のシティボラン

ティア（CV）を選定している。中止した区

環境委員会に関連する活動を除き、活動を

実施中である。 

D-3-L1: 毎年のシティボランティア（100

名）の公募（多様な専門分野の人選） 

D-3-L2: 過去のボランティアの実態の把握

（要望が多い場合は二つの団の組織化を検

討） 
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 D-4: マスコミュニケー

ション及び教育の実施 

D-4-S1: コミュニティ参加促進課(CMU)の

広報用グッズの作成（ちらし、パンフレッ

ト、ポスター、ステッカー等） 

D-4-S2: 市街地への廃棄物管理に関する立

て看板の設置 

D-4-S3: コミュニティ参加促進課あるいは

広告効果の高い場所での廃棄物管理に関す

る説明用展示物の設置 

D-4-S4: テレビ番組“ハムロカトマンズ”

での特集や報告 

D-4-S5: 廃棄物管理関連のウェブサイトの

立ち上げと更新 

D-4-S6:コミュニティによる展示会やイベ

ントの定期開催 

D-4-M1: テク中継基地における環境公園で

の廃棄物管理関連情報や展示品の設置 

D-4-M2: 廃棄物管理関連のウェブサイトの

更新 

D-4-M3: メディアを利用したキャンペーン

プログラムのレビューと継続（短期活動の

継続的実施） 

テレビ番組“ハムロカトマンズ”は継続中

だが、廃棄物管理関連のウェブサイトの立

ち上げは、未実施の状況である。また、市

街やテク中継基地脇の環境公園などでの廃

棄物関連情報や展示品の設置は、限定的に

実施されている。 

D-4-L1: メディアを利用したキャンペーン

プログラムのレビューと継続 

 D-5: コミュニティ参加

促進課の強化 

D-5-S1: BABA クラブコーディネーターの雇

用 

D-5-S2: 課の管理に係る職員（アシスタン

トレベル）の雇用 

D-5-S3: 十分な事務所スペース、機材、財

源の確保 

D-5-M1: コミュニティ参加促進課（CMU）の

環境情報、教育、コミュニケーション分野

への業務の拡大 

D-5-M2: コミュニティ啓発、子どもプログ

ラム、ごみ管理、マス教育等の専門家の派

遣 

BABA クラブの活動は、継続されている。 D-5-L1: 環境部局内に環境管理全般に関す

る公共事業を管理する課としての再設立 

E 組織・制度の

整備 

E-1: 合理的な組織・制

度の整備 

E-1-S1: 環境部の再組織化計画の実施 E-1-M-2: 官民パートナーシップ管理関連

活動の専門部署への移管 

官民パートナーシップ管理関連活動の専門

部署は未設立。 

E-1-L1: 必要に応じた組織改変に関する定

期的モニタリングとレビュー 

 E-2: 組織管理の強化 E-2-S1: アクションプランに対するモニタ

リング・評価システムの構築 

E-2-S2: 事業ベース予算編成システムと効

率的な利用を考慮した支出状況モニタリン

グの導入 

E-2-S3: 定期的な調整会議や経験共有等を

通じた情報共有・管理システムの改善 

E-2-M1: アクションプラン実施状況の中期

評価 

E-2-M2: 事業ベース予算編成と支出状況モ

ニタリングの実施 

E-2-M3: 定期的な調整会議や経験共有等を

通じた情報共有・管理の実施 

アクションプランのモニタリングや、定期

的な調整会議は未実施（不定期な会議は、

適宜、実施）。なお予算は支出状況のモニタ

リングは行われているが、事業ベースの予

算編成にはなっていない。 

E-2-L1: アクションプラン実施状況の最終

評価 

E-2-L2: 事業ベース予算編成と支出状況モ

ニタリングの実施 

E-2-L3: 定期的な調整会議や経験共有等を

通じた情報共有・管理の実施 

 

E-2-S4: データベースを活用した廃棄物関

連データの収集・分析システムの構築 

E-2-M4: データベースを活用した廃棄物関

連データの収集・分析 

テク中継基地及びシスドル処分場のトラッ

クスケールが故障したのちは、廃棄物管理

に係るデータの収集は限定的となってい

る。 

E-2-L4: データベースを活用した廃棄物関

連データの収集・分析 

 

E-3: 適切な人材雇用と

配置 

E-3-S1: アクションプラン実施における各

部署の業務内容・責任分担の明確化 

E-3-S2: 将来の人材の必要性（施設開発等）

を考慮した人材の雇用・配置 

E-3-M1: より効果的な職員の活動実績評価

システムの構築 

E-3-M2: 活動実績評価等の客観的指標に基

づく適材適所型人材配置システムの構築 

E-3-M3: 将来の人材の必要性（施設開発等）

を考慮した人材の雇用・配置 

新たな人材の雇用・配置はなされているが、

活動実績評価システムなどは未実施であ

る。 

E-3-L1:中期活動の継続的実施 

E-3-L2:中期活動の継続的実施 

E-3-L3:中期活動の継続的実施 

 

E-4: 体系的・持続的関

連制度の強化 

E-4-S1: 人材開発計画を基本とした人材配

置計画の立案とその実施 

E-4-S2: 人材開発管理者の雇用と職員の能

力・知識・トレーニング受講実績の管理 

E-4-S3: 既存の人材の最大限の有効活用の

ための知識共有や仲間トレーニング

（peer-training）活動の強化 

E-4-M1: 人材開発計画を基本とした中長期

人材開発プログラムの立案とその実施 

E-4-M2: 人材開発のための体系的所内トレ

ーニングの実施 

E-4-M3: 環境部内への人材管理者（フルタ

イム）の雇用 

特に、進展はない。 E-4-L1: 人材育成のための人材開発計画の

規則化と外部関係者への情報公開 
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F. その他 F-1: 医療廃棄物管理シ

ステムの構築 

F-1-S1: 医療廃棄物管理に関するガイドラ

インの普及 

F-1-S2: テクにある医療廃棄物処理施設の

運用 

F-1-S3:機材の調達（オートクレーブ） 

F-1-S4: カトマンズ市職員、民間セクター、

医療機関へのトレーニングの実施 

F-1-S5: 民間セクターへの運用委託 

F-1-S6: 運用状況のモニタリング・評価 

F-1-M1: 中央レベルでの医療廃棄物処理施

設の設立 

F-1-M2: 啓発プログラムの実施 

F-1-M3: モニタリング・評価活動の実施 

特に、進展はない。 F-1-L1: 医療廃棄物の継続的処理 

F-2: 有害廃棄物管理シ

ステムの構築 

 F-2-M1: 有害廃棄物管理に関する調査の実

施 

環境省が調査を実施している。 F-2-L1: 有害廃棄物管理システムの構築

（コンピュータ、バッテリー、産業廃棄物

等） 

F-3. 清掃員の段階的・

効果的な民営化（清掃員

への配慮の検討） 

F-3-S1: 清掃員の作業環境の確認と仕事内

容の向上のための取り組み 

F-3-S2: 一般競争入札による民営化手続き

の規則化 

F-2-S3: 各種民間業者間の定期的な協調関

係の構築 

F-3-M1: 民営化の推進（清掃員の極端な削

減を回避しながら収集地域の 50％をめざ

す） 

アクションプラン当初は約 15％であった民

営化は、約 30％まで増加している。現在、

新たな清掃員の職員としての雇用は、禁止

されている。 

F-3-L1: 民営化の推進（清掃員の極端な削

減を回避しながら収集地域の 60％をめざ

す） 

注：BABA プログラムとはカトマンズ市における環境クラブ（BABA クラブ）による環境改善活動の総称である。 
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(2062 (2062 (2062 (2062 サワンサワンサワンサワン––––2065 2065 2065 2065 アサールアサールアサールアサール))))    (2065 (2065 (2065 (2065 サワンサワンサワンサワン––––2068 2068 2068 2068 アサールアサールアサールアサール))))    (2062 (2062 (2062 (2062 サワンサワンサワンサワン––––2062062062069999    アサールアサールアサールアサール))))    (2068 (2068 (2068 (2068 サワンサワンサワンサワン––––2072 2072 2072 2072 アサールアサールアサールアサール))))    

A. 収集運搬の

改善 

A-1: 民間セクターによ

る収集の促進 

A-1-S1: ラリトプル市の既存政策の再検討

と関係機関との調整による条例（規則）の

制定及びその公表（民間セクターの参加、

住民からの料金徴収システムの導入、民間

セクター導入に伴う清掃員の職の保障等の

考慮） 

A-1-S2: 官民パートナーシップに係る標準

業務指示書や契約書フォーマットの作成 

A-1-S3:店舗から排出されるごみの民間セ

クターによる収集システムの構築に係る新

規パイロットプロジェクトの実施 

A-1-S4: 民間セクターによる郊外地区（全

世帯の 25％）への各戸収集システムの新規

導入 

A-1-M1: 前期活動からの教訓に基づく民間

セクターに係る規則の再検討 

A-1-M2: 民間セクターからの収入を管理す

るための会計システムの構築 

A-1-M3: 前期活動からの教訓を生かしたモ

デル地区の拡大 

A-1-M4: 民間セクターによる郊外地区（全

世帯 50％）への各戸収集システムの導入（市

所有車両の民間セクターへの賃貸借契約に

基づく委譲） 

A-1-M5: 民間セクター運搬に係る計画立案

（官民パートナーシップの代案） 

条例の制定、官民パートナーシップに係る

標準業務指示書や契約書フォーマットの作

成は、未実施である（CKV 調査時に作成した

ガイドラインはある）。 

民間セクターによる店舗や郊外地区への各

戸収集システムの導入は、適宜行われてい

るが、会計システムの構築や、賃貸借契約

に基づく委譲などは、未着手である。 

A-1-L1: 前期活動からの教訓に基づく民間

セクターに係る規則の再検討 

A-1-L2: 民間セクターによる各戸収集地区

の拡大（70％） 

A-1-L3: 民間セクターによる収集地点から

中継基地までの輸送の実施 

A-2: 収集・運搬システ

ムの改善 

A-2-S1: タイム・アンド・モーション調査

の実施 

A-2-S2: 新規収集・輸送ルートの導入 

A-2-S3: 収集・輸送に係る費用分析の実施 

A-2-S4: 車両容量分析の実施と新規車両の

調達計画立案 

A-2-M1: 収集・輸送システムの再検討と改

善 

特に、進展はない。 A-2-L1: 収集・輸送システムの再検討と改

善 

A-3: 暫定中継基地の開

発 

A-3-S1: アファドルでの暫定中継基地用地

の手続きと運用の開始 

A-3-M1: 暫定中継基地の閉鎖 アファドルでの暫定的なごみの中継は中止

したが、バルクマリの環境局敷地が、暫定

的な中継基地として利用されている。 

 

B. 廃棄物減量

化の促進 

B-1: 廃棄物減量化施設

の開発 

B-1-S1: 廃棄物管理資源化センターとカト

マンズ市との協調による適地への中央レベ

ルの廃棄物減量化施設の設立と運用の開始 

B-1-M1:廃棄物減量化施設の運用 HLCSWM/SWMTSCが主導で進めているPPPの取

り組みでは、waste-to energy に施設の整備

が想定され、現在かかる手続きが進められ

ている。一方、韓国による RDF 製造プラン

トの調査も並行して進められている。 

 

B-2: ホームコンポステ

ィングの促進 

B-2-S1: 家庭コンポスト容器（1,200 個）の

配付 

B-2-M1: 家庭コンポスト容器（1,200 個）の

配付 

家庭コンポスト容器の配布を継続してお

り、毎年 200 個（2010 年度は 100 個）の容

器（ビン）が配布されている。 

B-2-L1: 家庭コンポスト容器（1,200 個）の

配付    

B-3 3R 活動の促進 B-3-S1 地元住民による 3R 活動の促進 B-3-M1: コミュニティ/個別レベルにおけ

る排出源での廃棄物減量化促進のためのリ

サイクルセンターの設立 

B-3-M2:家具等中古品売買システムや仲介

店の設立 

地元住民による 3R 活動の促進はなされてい

るが、リサイクルセンターや家具中古車売

買システムや仲介店の設立には、至ってい

ない。 

B-3-L1: 3R に基づいたリサイクルセンター

の設立とそれに伴うウェイストピッカーの

官民パートナーシップ概念の適応やプラス

ティックバックや紙のリサイクル活動の促

進 

B-3-L2: 中継基地周辺への中規模リサイク

ルセンターの設立 

C. 最終処分方

法の改善 

C-1: 衛生埋立処分場の

運用 

C-1-S1: カトマンズ市との協調によるシス

ドル処分場の運用 

C-1-S2: 廃棄物管理資源化センターとカト

マンズ市との協調による長期処分場の開発 

C-1-S3: バグマティ川河川敷ごみ投棄場の

閉鎖 

C-1-M1: カトマンズ市との協調によるシス

ドル処分場の運用 

C-1-M2: 廃棄物管理資源化センターとカト

マンズ市との協調による長期処分場の開

発、運用の開始 

シスドル処分場は、途中、アレタール処分

場の運用を経て、現在もフェーズ 2 として

運用中である。 

長期処分場は、用地取得や EIA は終了した

が、建設工事（本体）を開始するまでには

至っていない。 

C-1-L1: 長期処分場の運用 
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アプローチアプローチアプローチアプローチ    戦略戦略戦略戦略    

A/PA/PA/PA/P で提案された活動で提案された活動で提案された活動で提案された活動    A/PA/PA/PA/P の実施状況の実施状況の実施状況の実施状況    A/PA/PA/PA/P で提案された活動で提案された活動で提案された活動で提案された活動    

短期短期短期短期    (2005(2005(2005(2005/06/06/06/06----2007200720072007/08/08/08/08))))    中期中期中期中期    (2008(2008(2008(2008/09/09/09/09----2010201020102010/11/11/11/11))))    2005/062005/062005/062005/06----2011/122011/122011/122011/12    長期長期長期長期    (2011(2011(2011(2011/12/12/12/12––––2020202014/14/14/14/15)15)15)15)    

(2062 (2062 (2062 (2062 サワンサワンサワンサワン––––2065 2065 2065 2065 アサールアサールアサールアサール))))    (2065 (2065 (2065 (2065 サワンサワンサワンサワン––––2068 2068 2068 2068 アサールアサールアサールアサール))))    (2062 (2062 (2062 (2062 サワンサワンサワンサワン––––2062062062069999    アサールアサールアサールアサール))))    (2068 (2068 (2068 (2068 サワンサワンサワンサワン––––2072 2072 2072 2072 アサールアサールアサールアサール))))    

D. 住民参加・

行動変容の促

進 

D-1:マスコミュニケー

ション及び教育の実施 

D-1-S1: 住民啓発及び教育活動の実施 

- 定期的な啓発用教材の作成活動、新聞へ

の公表、ドラマ、コミュニティ活動、報

酬・報償、現場訪問・観察活動、廃棄物

管理デーの設定 

D-1-M1: 住民啓発及び教育活動の継続実施 

-定期的な啓発用教材の作成活動、新聞へ

の公表、ドラマ、コミュニティ活動、報

酬・報償、現場訪問・観察活動、廃棄物

管理デーの設定 

3R に関連したトレーニング、コンポスト作

りなどさまざまな住民啓発や教育活動が継

続されている。 

D-1-L1: 住民啓発及び教育活動の継続実施 

-定期的な啓発用教材の作成活動、新聞へ

の公表、ドラマ、コミュニティ活動、報

酬・報償、現場訪問・観察活動、廃棄物

管理デーの設定 

 D-2: 廃棄物管理に関す

る各種グループの組織

化及び動員 

D-2-S1: モデル地区における区環境保護委

員会の設立と動員 

D-2-S2: 子どもたちによる環境クラブの設

立と動員 

D-2-S3: 若者のシティボランティアとして

の動員 

D-2-S4: 廃棄物管理に係る女性グループの

強化 

D-2-M1: モデル地区でのコミュニティグル

ープ（44 グループ）の設立と子ども教育や

退職者も含めた住民意識の向上やコンポス

ト化活動の促進（コミュニティ開発部によ

る実施管理） 

区環境保護委員会の設立は未着手だが、学

校に九つの Nature Club が組織されている。

また女性グループは、60 団体から 120 団体

に増加している。 

D-2-L1:全区でのコミュニティグループ

（100 グループ）の設立と子ども教育や退職

者も含めた住民意識の向上やコンポスト化

活動の促進 

E. 組織・制度

の整備 

E-1: 人材開発計画の実

施 

E-1-S1: 市職員、NGO、CBO、自治会（TLO
*

）

を含めた人材開発計画の立案とモニタリン

グ 

E-1-M1: 適切な人材管理とモニタリング、

やる気を引き起こす職場環境の確立 

特に、進展はない。 E-1-L1: 廃棄物管理部内への人材開発とデ

ータベースを担う局の設立 

E-2： 廃棄物管理に関す

る年間実施計画の策定 

E-2-S1: 各年次当初における廃棄物管理に

関する年次作業計画の公表 

E-2-M1: 各年次当初における廃棄物管理に

関する年次作業計画の公表 

特に、進展はない。 E-2-L1: 各年次当初における廃棄物管理に

関する年次作業計画の公表 

 

E-3: 廃棄物管理関連部

局間の責任分野の明確

化と協調関係の改善 

E-3-S1: 廃棄物管理関連組織（環境局）の

状況の再検討と廃棄物管理に関する各種事

項を調整する責任者の任命 

E-3-M1: 責任重複分野の再検討と意思決定

の単純化 

E-3-M2: 苦情受付のための 24時間ホットラ

インの設立 

特に、進展はない。  

E-4: 料金徴収システム

の設置 

E-4-S1: 住民からの料金徴収システム導入

に関する調査の実施 

E-4-M1: 料金徴収システムの有効性につい

ての再検討と罰則制の導入 

特に、進展はない。新廃棄物管理法に基づ

く、規則（regulation）の制定を受けて検

討予定となっている。 

E-4-L1: 政府による市廃棄物管理に関する

法律の制定 

E-4-L2: 市法令の検討 

E-4-L3: 上記法律や法令の住民や自治会

（TLO
*

）、NGO への情報の普及 

E-5: 廃棄物関連データ

ベースの管理 

E-5-S1: 廃棄物管理関連データの収集とデ

ータベースでの整理 

E-5-S2: 年 2 回（乾期・雨期）のごみ量・

ごみ質調査の実施 

E-5-M1: データベースによるデータの整理 

E-5-M2: 年 2 回（乾期・雨期）のごみ量・

ごみ質調査の実施 

ごみ量調査は行っていないが、車両台数か

らごみ量を推定している。ただし、民間セ

クターが収集している分に関しては、推定

の域を出ていない。 

E-5-L1: データベースによるデータの整理 

E-5-L2: 年 2 回（乾期・雨期）のごみ量・

ごみ質調査の実施 

F. その他 F-1: 特定廃棄物管理シ

ステムの促進 

F-1-S1: 医療廃棄物管理に係る法及びシス

テムの検討 

F-1-M1: 中央レベルでの医療廃棄物処理施

設（焼却炉）の設立 

特に、進展はない。 F-1-L1: 医療廃棄物処理施設（焼却炉）の

効率的利用 

注：TLO＝Tole Organization（トーレ単位の組織：自治会） 
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    CKVCKVCKVCKV 調査で策定したアクション・プラン（調査で策定したアクション・プラン（調査で策定したアクション・プラン（調査で策定したアクション・プラン（A/PA/PA/PA/P）とその実施状況）とその実施状況）とその実施状況）とその実施状況（バクタプル市）（バクタプル市）（バクタプル市）（バクタプル市）    

アプローチアプローチアプローチアプローチ    戦略戦略戦略戦略    

A/PA/PA/PA/P で提案された活動で提案された活動で提案された活動で提案された活動    A/PA/PA/PA/P の実施状況の実施状況の実施状況の実施状況    A/PA/PA/PA/P で提案された活動で提案された活動で提案された活動で提案された活動    

短期短期短期短期    (2005(2005(2005(2005/06/06/06/06----2222007007007007/08/08/08/08))))    中期中期中期中期    (2008(2008(2008(2008/09/09/09/09----2010201020102010/11/11/11/11))))    2005/062005/062005/062005/06----2011/122011/122011/122011/12    長期長期長期長期    (2011(2011(2011(2011/12/12/12/12––––2020202014/14/14/14/15)15)15)15)    

(2062 (2062 (2062 (2062 サワンサワンサワンサワン––––2065 2065 2065 2065 アサールアサールアサールアサール))))    (2065 (2065 (2065 (2065 サワンサワンサワンサワン––––2068 2068 2068 2068 アサールアサールアサールアサール))))    (2062 (2062 (2062 (2062 サワンサワンサワンサワン––––2062062062069999    アサールアサールアサールアサール))))    (2068 (2068 (2068 (2068 サワンサワンサワンサワン––––2072 2072 2072 2072 アサールアサールアサールアサール))))    

A: 収集運搬の

改善 

A-1: 収集システムの改

善 

A-1-S1: ごみ収集のための中型ダンプトラ

ック及び三輪車の調達 

A-1-M1: ごみ収集ルートの改訂、新たな市

街地への収集サービスの拡大 

中型ダンプトラックや三輪車は調達済み。

ごみ収集ルートの改訂や、新たな市街地へ

の収集サービスも拡大している。 

A-1-L1: 中期活動の継続 

A-1-L2: 中継基地の運用 

 

A-2: 分別収集の促進

（コミュニティ参加促

進） 

A-2-S1: 地域レベルでの参加者グループの

組織化によるごみ分別や台所ごみ収集の促

進 

A-2-S2: ホテルやレストランから排出され

るごみの分別収集の促進 

A-2-M1: 地域レベルでの参加者グループの

組織化によるごみ分別や台所ごみ収集の促

進 

ごみの分別収集実施区域を、Ward 2、Ward 4、

Ward 15 地区に拡大している。分別収集区域

では、コミュニティクループを組織し、戸

別収集を実施している。 

A-2-L1: 中期活動の継続 

B. 廃棄物減量

化の促進 

B-1: 現存のコンポスト

化施設の拡張・改善（中

継基地としての機能を

付加） 

B-1-S1: 掘削機（10t/日容量）またはバッ

クホーローダー、廃棄物分別機の調達 

B-1-S2: 施設拡大のための用地取得 

B-1-S3: インフラ整備（屋根、車庫、駐車

場、トラックスケール、ごみ分別場、スク

リーニング場等) 

B-1-M1: 拡張したコンポスト化施設の運用

の開始（フェーズ 1）とパッケージングした

コンポスト製品のマーケティング活動 

アクションプラン当初に運用していたコン

ポスト化施設は使用を中止し、Sallaghari

に新たにコンポストヤードを設置している

（屋根とスペースのみ）。なお、できあがっ

たコンポストは、付近の農民に販売してい

る。 

B-1-L1: 拡張したコンポスト化施設の運用

の開始（フェーズ 2）とパッケージングした

コンポスト製品のマーケティング活動 

B-2: 住民啓発による廃

棄物減量化促進（コミュ

ニティ主体型の効果的

廃棄物管理） 

B-2-S1: 排出源での廃棄物減量化に関する

住民意識向上（ホームコンポスティング、

ミミズコンポスト活動、学校児童へのごみ

の再利用に関するトレーニング等） 

B-2-S2: ごみ収集地点や区役所近隣への小

規模容器やコンテナの設置〔コンポスト化

施設に搬入されない物質（ガラス、電球、

蛍光灯等）を保管するために設置し、地元

住民によって監視・運用する〕 

B-2-M1: 短期活動の継続 ホームコンポストは、コンポストビンを配

布して、促進している。一方、コンポスト

化施設に搬入されない物質のうち、有価物

の回収・売却は、Informal sector が担って

いる。 

B-2-L1: 中期活動の継続 

B-3: コミュニティコン

ポスト化活動の実践    

 B-3-M1: 地域レベルでの使用者グループの

組織化による新たな市街地への閉鎖型コン

ポストチャンバーの実験的導入 

特に、進展なし。 B-3-L1: 中期活動の継続 

C. 最終処分方

法の改善 

C-1: 衛生処分場の開発 

 

C-1-S1: 地形測量と地質調査の実施 

C-1-S2: EIA 手続き完了 

C-1-S3: EIAで提案された環境影響緩和策を

考慮した詳細設計の実施（廃棄物処分場内

の廃棄物減量化施設、浸出水処理施設、緩

衝地帯等を含む） 

C-1-S4: 用地取得と直接的に影響を受ける

住民の周辺への移転 

C-1-S5: アクセス道路の建設 

C-1-M1: アクセス道路建設の完了 

C-1-M2: 処分場（フェーズ 1）建設の完了 

C-1-M3: 処分場の適切な運用・管理に関す

るモニタリングのための環境モニタリング

委員会の設立 

C-1-M4: 処分場（フェーズ 1）の運用・管理

開始（廃棄物減量化施設の併用） 

特に進展はなく、低地や空き地を活用して、

ごみの投棄を続けている。 

C-1-L1: 処分場（フェーズ 2）建設の完了 

C-2-L2: 処分場（フェーズ 2）の運用・管理

開始（廃棄物減量化施設の併用） 

C-1-L3: 処分場の適切な運用・管理に関す

る環境モニタリング委員会による定期的フ

ォローアップ 

 

C-2: 処分場運営のため

の機材・車両の調達 

 C-2-M1: 重機の調達（中型ダンプトラック、

パワーショベル、ローラー、小掘削機、ご

み分別機、トラックスケール等） 

ごみ収集・運搬用の中型ダンプトラックは

調達したが、他は進展なし。 

 

 

C-3: 処分場開発への地

元住民の参加促進 

C-3-S1: 処分場開発に関して地元合意形成

を図るローカルコミッティの設立 

C-3-S2: 周辺地域開発に関する検討 

C-3-M1: 周辺地域開発の実施 特に、進展なし。 C-3-L1: 周辺地域開発の実施 

 

C-4: 関連調査・分析 C-4-S1: 現在使用中及び以前使用した投棄

場からの浸出水質の調査・比較分析（廃棄

物及び浸出水による水質汚染） 

C-4-M1: 短期活動の継続 特に、進展なし。  
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アプローチアプローチアプローチアプローチ    戦略戦略戦略戦略    

A/PA/PA/PA/P で提案された活動で提案された活動で提案された活動で提案された活動    A/PA/PA/PA/P の実施状況の実施状況の実施状況の実施状況    A/PA/PA/PA/P で提案された活動で提案された活動で提案された活動で提案された活動    

短期短期短期短期    (2005(2005(2005(2005/06/06/06/06----2222007007007007/08/08/08/08))))    中期中期中期中期    (2008(2008(2008(2008/09/09/09/09----2010201020102010/11/11/11/11))))    2005/062005/062005/062005/06----2011/122011/122011/122011/12    長期長期長期長期    (2011(2011(2011(2011/12/12/12/12––––2020202014/14/14/14/15)15)15)15)    

(2062 (2062 (2062 (2062 サワンサワンサワンサワン––––2065 2065 2065 2065 アサールアサールアサールアサール))))    (2065 (2065 (2065 (2065 サワンサワンサワンサワン––––2068 2068 2068 2068 アサールアサールアサールアサール))))    (2062 (2062 (2062 (2062 サワンサワンサワンサワン––––2062062062069999    アサールアサールアサールアサール))))    (2068 (2068 (2068 (2068 サワンサワンサワンサワン––––2072 2072 2072 2072 アサールアサールアサールアサール))))    

D. 住民参加・

行動変容の促

進 

D-1: 廃棄物管理に関す

る住民啓発・教育の実施 

D-1-S1: コミュニティ参加促進のためのト

レーニング教材・資料の開発 

D-1-M1: 短期活動の継続 分別収集区域拡大の一環として実施してい

る。 

D-1-L1: 中期活動の継続 

D-1-S2: 収集システムを含めた廃棄物管理

に関する情報の普及（ちらし、パンフレッ

ト、カレンダー、映画上映時の広告等) 

D-1-M2: 短期活動の継続 バクタプル FM で、週に 1回、環境に関する

啓発番組を放送中。 

D-1-L2: 中期活動の継続 

D-1-S3: マスコミュニケーション及び教育

プログラムの実施〔ステッカー、ポスター

の配布、ドラマ上演（お祭り時）、子どもに

よるドラマコンクール、壁画の制作、地元

コミュニティの清掃活動〕 

D-1-M3: 短期活動の継続 

 

分別収集区域拡大の一環として実施してい

る。 

D-1-L3: 中期活動の継続 

 

 D-1-M4:学校での定期的なコミュニティ主

体型廃棄物管理に関するオリエンテーショ

ンの実施 

D-1-M5: マスミーティングや行進〔少なく

とも年に 1度、環境の日（6 月 5 日）での実

施〕 

特に、進展なし。 D-1-L4: 学校での定期的なコミュニティ主

体型廃棄物管理に関するオリエンテーショ

ンの実施 

D-1-L5: マスミーティングや行進〔少なく

とも年に 1度、環境の日（6 月 5 日）での実

施〕 

D-2: 廃棄物管理に関す

る対人コミュニケーシ

ョン及び教育の推進 

D-2-S1: NGO等の協力による対人コミュニケ

ーション及び教育プログラムの推進（対象

地域選定、オリエンテーション、対象住民

の廃棄物管理に関する知識・経験・習慣に

関する基礎調査、若者へのカウンセラート

レーニング、対象地域の子どもの活動をサ

ポートする学校教師へのトレーニング） 

D-2-M1: 短期活動の継続 NGO などが活動を継続中。 D-2-L1: 中期活動の継続 

E. 組織・制度

の整備 

E-1. 組織改編と組織強

化 

E-1-S1: 研修ニーズ分析を踏まえた廃棄物

管理に関するトレーニングの実施 

E-1-S2: 廃棄物管理に係る組織改編 

E-1-M1: 長期衛生処分場の適切な運用・管

理のための人材雇用 

E-1-M2: 機材部（副部局）の設立  

バクタプル市として、新組織が提案されて

いる。廃棄物管理に関しては、機材ユニッ

トも設置されている。 

E-1-L1: 機材整備所の設備の改修 

E-2: 廃棄物関連データ

のデータベースによる

管理 

E-2-S1: 廃棄物管理関連データの収集 

E-2-S2: 収集データのデータベースによる

整理 

E-2-M1: データ収集システムの構築 

E-2-M2: データベースによるデータの整理 

トラックスケールがないため、車両台数か

らごみ量を推定している。 

E-2-L1: データベースによるデータの整理 

F. その他 F-1: コミュニティや民

間セクターへの廃棄物

管理業務の委託 

F-1-S1: CBO によるモデル地区での家庭、ホ

テル、レストランからの有機性ごみの収

集・運搬活動の実施 

F-1-M1: CBO によるモデル地区での家庭、ホ

テル、レストランからの有機性ごみの収

集・運搬活動の実施 

分別収集区域拡大の一環として実施してい

る。 

F-1-L1: CBO によるモデル地区での家庭、ホ

テル、レストランからの有機性ごみの収

集・運搬活動の実施 

F-2: 管理効率や費用対

効果の最大化 

F-2-S1: モデル地区での民間セクターの多

様なアプローチによる廃棄物管理への参加 

- ケース I: コミュニティレベルの労働者

による道路清掃 

- ケース II: 戸別収集 

- ケース III: ケース Iと II 

- ケース IV: ホテルやレストランからの

有機系ごみの収集 

- ケース V: 有価物の収集・運搬・売却 

F-2-M1: 民間セクターの多様なアプローチ

による廃棄物管理への参加の拡大 

 

道路清掃に民間セクターを活用している

が、収集活動には民間セクターは活用して

いない。有価物の回収・売却は、Informal 

sector が担っている。 

F-2-L1: 民間セクターの多様なアプローチ

による廃棄物管理への参加の拡大 
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    CKVCKVCKVCKV 調査で策定したアクション・プラン（調査で策定したアクション・プラン（調査で策定したアクション・プラン（調査で策定したアクション・プラン（A/PA/PA/PA/P）とその実施状況）とその実施状況）とその実施状況）とその実施状況（ティミ市）（ティミ市）（ティミ市）（ティミ市）    

アプローチアプローチアプローチアプローチ    戦略戦略戦略戦略    

A/PA/PA/PA/P で提案された活動で提案された活動で提案された活動で提案された活動    A/PA/PA/PA/P の実施状況の実施状況の実施状況の実施状況    A/PA/PA/PA/P で提案された活動で提案された活動で提案された活動で提案された活動    

短期短期短期短期    (2005(2005(2005(2005/06/06/06/06----2007200720072007/08/08/08/08))))    中期中期中期中期    (2008(2008(2008(2008/09/09/09/09----2010201020102010/11/11/11/11))))    2005/062005/062005/062005/06----2011/122011/122011/122011/12    長期長期長期長期    (2011(2011(2011(2011/12/12/12/12----2020202014/14/14/14/15)15)15)15)    

(2062 (2062 (2062 (2062 サワンサワンサワンサワン––––2065 2065 2065 2065 アサールアサールアサールアサール))))    (2065 (2065 (2065 (2065 サワンサワンサワンサワン––––2068 2068 2068 2068 アサールアサールアサールアサール))))    (2062 (2062 (2062 (2062 サワンサワンサワンサワン––––2062062062069999    アサールアサールアサールアサール))))    (2068 (2068 (2068 (2068 サワンサワンサワンサワン––––2072 2072 2072 2072 アサールアサールアサールアサール))))    

A. 収集運搬の

改善 

A-1: 収集車両の調達 A-1-S1: 収集トラックの調達と職員（ドラ

イバー、収集、ごみ降ろし）の確保 

A-1-M1: 収集トラックの調達 収集トラック（1台）を調達済み。 A-1-L1: 収集トラックの調達 

A-2: 収集地域の拡大 A-2-S1: 新たな収集地域への“デポ（ごみ

集積所）”の設定 

A-2-M1: 新たな収集地域への“デポ（ごみ

集積所）”の設定 

約 500m の区域で収集地域を拡大し、2 カ所

にデポを設定した。 

A-2-L1: 新たな収集地域への“デポ（ごみ

集積所）”の設定 

A-3:民間セクターによ

る収集システムの導入 

A-3-S1: 民間セクターによる収集に関する

ガイドラインの作成 

A-3-M1: モデル地区への民間セクターによ

る収集システムの導入（第 15、16、17 区) 

民間セクターによる収集ガイドラインを作

成済み。また、民間セクターによる収集区

域も拡大している（Ward No.2、 3、 7、 13、 

14、 15、 16、 17）。 

A-3-L1:民間セクターによる収集システム

の対象地区の拡大 

B. 廃棄物減量

化の促進 

B-1: 排出原でのごみ分

別促進 

B-1-S1: 住民のごみ分別トレーニングの実

施 

B-1-M1: 住民のごみ分別トレーニングの実

施 

スイロを用いたごみ（プラスティック）分

別に係るトレーニングを実施している。 

B-1-L1: 住民のごみ分別トレーニングの実

施 

B-2: プラスティックリ

サイクルの促進 

B-2-S1: ごみ分別促進を目的とした布バッ

ク、スイロ（ワイヤ）等の配付 

B-2-M1: ごみ分別促進を目的とした布バッ

ク、スイロ（ワイヤ）等の配付 

プラスティック分別のスイロを配布してい

る。 

B-2-L1: ごみ分別促進を目的とした布バッ

ク、スイロ（ワイヤ）等の配付 

B-3: コミュニティコン

ポスト化活動の促進 

B-3-S1: コミュニティへのコンポスト容器

（ドラム）の配付（25 個） 

B-3-S2: コミュニティコンポスト化活動の

実施促進 

B-3-M1: コミュニティへのコンポスト容器

（ドラム）の配付（25 個） 

B-3-M2: コミュニティコンポスト化活動の

実施促進 

コンポスト容器を配布し、コミュニティに

対し、コンポスト活動のトレーニングを行

うなど活動の促進を行っている。 

なお、UNEP などの支援で、有機ごみからバ

イオガスを抽出するプラントが設置されて

いる。 

B-3-L1: コミュニティへのコンポスト容器

（ドラム）の配付（25 個） 

B-3-L2: コミュニティコンポスト化活動の

実施促進 

C. 最終処分方

法の改善 

C-1: 現在の投棄状況か

らの回復 

C-1-S1: 臨時処分場の決定・準備・運用 C-1-M1: 臨時処分場の閉鎖 タイカブ処分場の開発に進展がないため、

テク中継基地へのごみ搬入を継続してい

る。 

- 

C-2: タイカブ処分場へ

の収集ごみの輸送 

C-2-S1: タイカブ処分場の開発・運用に関

するバクタプル市との協定締結 

C-2-M1: タイカブ処分場への収集ごみの輸

送の開始 

同上 C-2-L1: タイカブ処分場への収集ごみの輸

送の開始 

D. 住民参加・

行動変容の促

進 

D-1: マスコミュニケー

ション及び教育を通じ

た廃棄物管理に関する

住民啓発及び教育 

D-1-S1: 地元 FMやマイキングを通じた住民

啓発 

D-1-S2: 公共イベントの開催 

D-1-M1: 地元 FMやマイキングを通じた住民

啓発 

D-1-M2: 公共イベントの開催 

バクタプル FMを通じた住民の啓発番組を放

送中（毎週）。また、公共イベントや住民啓

発に向けた大会、クリーンアップキャンペ

ーンなどを実施している。 

D-1-L1: 地元 FMやマイキングを通じた住民

啓発 

D-1-L2: 公共イベントの開催 

D-2: 地域レベル活動

（女性グループや CBO）

を通じた廃棄物管理に

関する住民啓発及び教

育 

D-2-S1: コミュニティ参加促進のためのト

レーニング教材・資料の開発 

D-2-S2: 学校における環境クラブの設立・

動員 

D-2-S3: 廃棄物管理に関するコミュニティ

グループの動員及びスキルアップ 

D-2-S4: コミュニティ参加型清掃プログラ

ムの実施 

D-2-S5: 若者のシティボランティアとして

の動員 

D-2-M1: コミュニティ参加促進のためのト

レーニング教材・資料の開発 

D-2-M2: 学校児童や環境クラブへの関連資

料やプログラムの提供 

D-2-M3: コミュニティ参加型清掃プログラ

ムの実施 

コミュニティ参加促進のためのトレーニン

グ教材や資料を作成した。また、若者を廃

棄物管理に係るシティボランティアとし

て、動員している。 

D-2-L1: コミュニティ参加促進のためのト

レーニング教材・資料の開発 

D-2-L2: 学校児童や環境クラブへの関連資

料やプログラムの提供 

D-2-L3: コミュニティ参加型清掃プログラ

ムの実施 

E. 組織・制度

の整備 

E-1: 組織改編と組織強

化 

E-1-S1: 廃棄物管理副部局の強化 E-1-M1: 環境・公衆衛生部の独立した組織

としての設立 

廃棄物管理は、コミュニティ開発及び廃棄

物管理課の廃棄物管理係が担当している。 

 

E-2: 廃棄物関連データ

の管理 

E-2-S1: 廃棄物管理関連データの収集 

E-2-S2: 収集データのデータベースによる

整理 

E-2-M1: データベースによるデータの整理 定期的な廃棄物関連のデータの収集は行わ

れていない。 

E-2-L1: データベースによるデータの整理 
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    CKVCKVCKVCKV 調査で策定したアクション・プラン（調査で策定したアクション・プラン（調査で策定したアクション・プラン（調査で策定したアクション・プラン（A/PA/PA/PA/P）とその実施状況）とその実施状況）とその実施状況）とその実施状況（キルティプル市）（キルティプル市）（キルティプル市）（キルティプル市）    

アプローチアプローチアプローチアプローチ    戦略戦略戦略戦略    

A/PA/PA/PA/P で提案された活動で提案された活動で提案された活動で提案された活動    AAAA/P/P/P/P の実施状況の実施状況の実施状況の実施状況    A/PA/PA/PA/P で提案された活動で提案された活動で提案された活動で提案された活動    

短期短期短期短期    (2005(2005(2005(2005/06/06/06/06----2007200720072007/08/08/08/08))))    中期中期中期中期    (2008(2008(2008(2008/09/09/09/09----2010201020102010/11/11/11/11))))    2005/062005/062005/062005/06----2011/122011/122011/122011/12    長期長期長期長期    (2011(2011(2011(2011/12/12/12/12    ––––    2020202014/14/14/14/15)15)15)15)    

(2062 (2062 (2062 (2062 サワンサワンサワンサワン    ––––    2065 2065 2065 2065 アサールアサールアサールアサール))))    (2065 (2065 (2065 (2065 サワンサワンサワンサワン    ––––    2068 2068 2068 2068 アサールアサールアサールアサール))))    (2062 (2062 (2062 (2062 サワンサワンサワンサワン––––2062062062069999    アサールアサールアサールアサール))))    (2068 (2068 (2068 (2068 サワンサワンサワンサワン    ––––    2072 2072 2072 2072 アサールアサールアサールアサール))))    

A. 収集運搬の

改善 

A-1: 民間セクターによ

る収集地域の拡大 

A-1-S1: 民間セクター（NGO/CBO）との契約

準備と契約締結（2 組織まで） 

A-1-M1: 民間セクターとの契約増大（4 組織

まで） 

4 組織の民間セクターによる収集が行われ

ているが、契約形態はない。 

A-1-L1: 中期活動の継続的実施 

B. 廃棄物減量

化の促進 

B-1: コミュニティコン

ポスト化施設の設立 

B-1-S1: コミュニティコンポスト化施設設

立のための候補地の決定と開発準備 

B-1-M1: コミュニティコンポスト化施設の

設置 

コミュニティコンポスト化施設の設置場所

を決め、一部の施設は設置したが、運用ま

でには至っていない。 

B-1-L1: 既存コミュニティコンポスト化施

設の拡張 

B-2: ホームコンポステ

ィングの促進 

B-2-S1: ホームコンポスティングの促進

（コンポスト容器や布バッグの提供） 

B-2-M1: ホームコンポスティングの促進

（コンポスト容器や布バッグの提供） 

コンポストビンの配布を継続し、これまで

1,300 個のビンを配布した。 

B-2-L1: 中期活動の継続的実施 

B-3: プラスティックの

適切処理促進 

B-3-S1: パイロットプロジェクト（プラス

ティックの分別収集活動）の継続的実施 

〔スイロ(ワイヤー)等の供給〕 

B-3-M1: プラスティック収集活動の対象地

域の拡大 

プラスティック収集活動の対象地域を、25

カ所に拡大した。 

B-3-L1: 中期活動の継続的実施 

C. 最終処分方

法の改善 

C-1: 近隣中継基地への

ごみの輸送 

C-1-S1:カトマンズ市とのテク中継基地の

利用に関する調整 

C-1-M1: ごみ収集輸送車の調達 

C-1-M2: 近隣の中継基地への収集ごみの輸

送 

テク中継基地への搬入に関する承認が下り

ず、ナヤンバザールの空き地などに、ごみ

を投棄している。 

C-1-L1: 近隣の中継基地への収集ごみの輸

送 

D. 住民参加・

行動変容の促

進 

D-1: 環境教育による廃

棄物管理に関する知識

の普及 

D-1-S1: 学校児童や主婦を対象にした廃棄

物管理に関する環境教育プログラムの実施

（ホームコンポスティング、プラスティッ

ク分別収集活動等の促進） 

D-1-M1: 短期活動の継続的実施 廃棄物減量化の促進に係る活動の一環とし

て、各種広報やトレーニングを行っている。

JOCV と協力して、地元ケーブル TV を活用し

た広報活動も継続中。 

D-1-L1 中期活動の継続的実施 

E. 組織・制度

の整備 

E-1: 廃棄物管理局/部

の設置 

E-1-S1: 廃棄物管理局（部）の設置 E-1-M1: 廃棄物管理局の強化  社会福祉課の下に、公衆衛生・環境及び清

掃係が位置づけられているが、人員が限ら

れることから、他の部署との兼務による業

務形態が続いている。 

E-1-L1: 廃棄物管理部の設立 

E-2: 人材開発計画の実

施 

E-2-S1: 職員に対する廃棄物管理や関連技

術に関するトレーニングの実施 

E-2-M1: 職員に対する廃棄物管理や関連技

術に関するトレーニングの実施 

SWMTSC が地方自治体を対象としたトレーニ

ングプログラムに参加している。 

E-2-L1: 職員に対する廃棄物管理や関連技

術に関するトレーニングの実施 

E-3: データベースによ

る廃棄物関連データの

管理 

E-3-S1: 民間セクターからの廃棄物関連デ

ータの収集 

E-3-S2: 収集データのデータベースによる

整理 

E-3-M1: 民間セクターからのデータ収集シ

ステムの構築 

E-3-M2: データベースによるデータの整理 

民間セクターとの契約形態がないため、デ

ータ収集はできていない。 

E-3-L1: データベースによるデータの整理 

F. その他 F-1: 廃棄物管理関連機

関との連携の強化 

F-1-S1: 廃棄物管理資源化センターや近隣

の市、NGO、CBO との連携の強化 

F-1-M1: 短期活動の継続 SWMTSC や近隣の市、NGO、CBO との情報交換

やリソースパーソンの交換を行うなどの連

携が行われている。 

F-1-L1: 中期活動の継続 
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